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平成25年知立市議会３月定例会市民福祉委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成25年３月18日（月） 午前10時 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     明石 博門     田中  新     稲垣 達雄     高木千恵子 

     池田 福子     佐藤  修     坂田  修     石川 信生 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     福祉子ども部長   毛受 秀之      福 祉 課 長   成瀬 達美 

     子 ど も 課 長   島津 博史      保 険 健 康 部 長   清水 辰夫 

     長 寿 介 護 課 長   正木  徹      国 保 医 療 課 長   中村 明広 

     健 康 増 進 課 長   岩瀬 晴彦      市 民 部 長   竹本 有基 

     市 民 課 長   神谷 雅俊      経 済 課 長   平野 康夫 

     環 境 課 長   高木  勝 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第58号  知立市中小企業振興基本条例（12月定例会継続審査案件） 

修正案可決・ 

修正案を除く 

原案可決 

     議案第８号 知立市精神障害者小規模保護作業所条例の一部を改正する条例  原案可決 

     議案第９号 知立市立保育所条例の一部を改正する条例             〃 

     議案第10号 知立市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例         〃 

     議案第11号 知立市精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例       〃 

     議案第12号 知立市新型インフルエンザ等対策本部条例             〃 

     議案第15号 
 知立市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に 

 関する基準等を定める条例 
  〃 

     議案第16号 知立市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例     〃 

     議案第27号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第５号）           〃 

     議案第28号 平成24年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）     〃 

     議案第30号 平成24年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３号）       〃 

     議案第32号 平成25年度知立市一般会計予算                  〃 

     議案第33号 平成25年度知立市国民健康保険特別会計予算            〃 

     議案第36号 平成25年度知立市介護保険特別会計予算              〃 

     議案第37号 平成25年度知立市後期高齢者医療特別会計予算           〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時58分開会 

○明石委員長 

 おはようございます。 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託された案件は15件、すなわち議

案第58号、議案第８号、議案第９号、議案第10号、

議案第11号、議案第12号、議案第15号、議案第16

号、議案第27号、議案第28号、議案第30号、議案

第32号、議案第33号、議案第36号、議案第37号で

す。これらの案件を逐次議題とします。 

 議案第58号 知立市中小企業振興基本条例の件

を議題といたします。 

 この件につきましては、12月定例会におけるこ

の委員会で継続審査となっている件で、前回自由

討議まで終了しています。 

 ただいま、本案に対し石川委員より修正案が提

出されました。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前９時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時02分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 提案理由の説明を求めます。 

○石川委員 

 おはようございます。平成24年度12月定例会の

議案第58号 中小企業振興基本条例の修正案につ

いて提案理由の説明をさせていただきます。 

 本修正案は、原案を最大限に尊重しつつ中小企

業、商工観光振興の知立市における新たな憲法と

も言える本条例において、その施策の実効性をよ

り高めるため、調査、研究、効果、検証を行う諮

問機関の設置を定めるものであります。内容につ

いてはお手元に配付してある修正案にありますが、

第14条を第15条とし、第13条の次に次の１条を加

えます。第14条 知立市中小企業振興会議、市長

の諮問に応じ、中小企業振興施策を調査・研究す

るため、知立市中小企業振興会議を置く。この会

議には10人以内の委員を置き、中小企業者、関係

団体の職員、学識経験者、関係行政機関の職員の

ほか、公募市民など一般市民からも広く意見を聴

取します。なお、附則になるように交付の日を平

成25年４月１日に改め第１項とし、第２項には知

立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の改正を加えます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○明石委員長 

 ただいまの修正案に関する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前10時04分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時05分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

○稲垣委員 

 原案も最大限に尊重された内容であります。市

政会の示されました修正案につきましては、民友

クラブとしましてしっかりと議論させていただき

ました。内容的にもよりよいものとなっていると、

こういう結論に至りましたので賛成いたします。 

 以上でございます。 

○明石委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前10時06分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時07分 

○明石委員長 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第58号 知立市中小企業振興基本条例につ

いて、挙手により採決します。 

 まず、議案第58号に対する石川委員から提出さ

れた修正案について挙手により採決します。 

 本修正案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、修正案は可決され

ました。 

 次に、修正部分を除くその他の部分について原

案のとおり決定することに賛成の委員は挙手願い

ます。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、修正議決した部分

を除く部分は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第８号 知立市精神障害者小規模保護作業

所条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 知立市障害者小規模保護作業所条例の一部を改

正する条例についてお伺いしたいと思います。 

 この、かとれあワークスですけれども、先日質

疑の際にも本会議のときにも話がありましたけれ

ども、正面に立ちますと、かとれあワークスと大

きく名前が書かれております。 

 そこで１つ質問なんですけれども、ここですけ

れども、今現在どれぐらいの方が利用してみえる

のでしょうか。 

○福祉課長 

 かとれあワークスにつきましては、今現在26名

の方が登録されております。現実今利用されてい

るのは毎日大体おおよそ10名程度の方が利用され

ているということで、登録については26名されて

いますが、ただ通えていない方もみえますし毎日

ということでもないものですから、そういった形

で１日平均10人という形になっております。 

 以上です。 

○高木委員 

 知立市の今あります精神障害者小規模保護作業

所の条例なんですけれども、かとれあワークスが

ずっとやっててくださって、今保健センターの隣

にもかとれあワークスという名前で書かれている

ということ。今回この条例も私も読ませていただ

きまして、知立市に今ありますこの条例なんです

けれども、自治法によって定められているという

ことなんですけれども、この条例、内容を見ます

と指定管理者だよというような条例だもんですか

ら、第４条では指定管理者による管理という言葉

も出てきておりますので、このかとれあワークス

という名前が変わるこの際に、この条例の内容の

見直しをということは検討されませんでしたでし

ょうか。 

○福祉課長 

 今回、名称等の変更をさせていただくに当たり

ましては、本来、自立支援法の中の小規模作業所

というのは本来自立支援法の中にはなくて、本来

はこういった福祉サービス事業、いわゆる地域生

活支援事業とか福祉サービス事業等に切りかえる

のが本来なわけなんですが、それがなかなか切り

かわってなくてということで、もう既に５年たっ

ているわけなんですが、その中でうちのほうもそ

ういった障害者自立支援法、今度から障害者総合

支援法になるわけなんですが、そちらのほうには

法律に基づいた事業所のほうに切りかえたいとい

うこともあってやらせていただいております。今

回その中でいろんな内容を検討させていただきま

した。ただ、まだかとれあワークスの中、かとれ

あ福祉ネットのほうに指定管理をさせていただい

ておりますが、そちらのほうの運営規定とかそう

いったものの見直しがまだ全て済んでおりません。

その関係でまことに今回あれなんですが名称だけ

の変更とさせていただきました。実は今後これに

つきまして内容についてもどういった事業を本来

やっていくべきなのかということで、かとれあ福

祉ネットの運営規定の見直しもさせていただきな

がら再度検討させていただきたいと思っておりま

す。 
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 以上です。 

○高木委員 

 今、おっしゃってくださったこと、まさに私も

今回いろんなところの条例を見せていただきまし

たら、やはり精神障がいの方たちのためにこうい

うものがあるんですよということでなっておりま

す。目的というのがどうもちょっと違うような気

がしましたもんですから、条例が今度よりよい総

合支援の方法になっていくように期待しておりま

すので、また検討していただきたいと思います。 

○池田福子委員 

 ちょっとお伺いいたします。 

 知立市精神障害者小規模保護作業所条例という

ことで、これが知立市かとれあワークス条例に変

えたいということなんです。これは理由はあるん

ですよね。なぜこういうふうに変えたいかという。 

○福祉課長 

 まず第１点は、今までの小規模作業所というも

の自体、これは本来自治法前の旧体系のものにな

ります。それを指すという形になります。本来は

自立支援法の中で平成18年４月に自立支援法がで

きたときに全ての小規模作業所については本来の

法律に定まった各事業所のほうへ移行というのが

決められております。ただ、それについては一応

５年間の経過措置等で補助金等の関係もありまし

たが、それも全て５年たって終わっている形でや

らないといけない。まずそこで小規模作業所とい

う名称もまずは変えさせていただきたい。そのと

きにどういった事業をやるかによって本来は事業

所の名前、例えば今まで考えていたのが地域活動

支援センター事業、そういうのが多いわけなんで

すが、例えば地域活動支援センター事業条例とか

そういった条例等に変えさせていただくのが本来

だったんですが、ただまだ何の事業をやっていく

かというのが先ほど言ったようにまだ検討段階で

あります。地域活動支援センター事業でやってい

くのか、それとも本来で言う就労支援事業でやっ

ていくのかとか、そういったのを今後さらに検討

しないとなかなか体制等がとれないということも

あって、まずは差し当たって今回小規模作業所と

は言っていますが、通常は皆さんやはり、かとれ

あワークスが本来通称名であって皆さんに愛着の

ある名前で知れわたっております。ただ今後も啓

発は大事だと思いますが、そういった知れわたっ

た名称でやっているもんですから条例のほうも今

回の機会にかとれあワークスという形に変えさせ

ていただいて、条例名もかとれあワークス条例と

いうふうに変えさせていただきました。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 お話よくわかったんですけれども、理解したつ

もりでいるんですけれど、結局精神障がい者の集

まるところだよというのは残しておいたほうがい

いような気もするんです。今後、大人の発達障が

いとこの間もやっていたんですけれども、ひきこ

もっちゃっている大人もいっぱいいるわけなんで

す。ですから、かとれあワークスが最初にくると

かとれあワークスとは何じゃいなと、そういうふ

うに思って素通りしちゃうような気もするんです。

そこで精神障がい者の作業所だよというのをまず

出してもいいんじゃないかと思うんです。それか

ら、以下この施設はかとれあワークスと呼ぶで。

あとは全部かとれあワークスという名前でいいと

思うんですけれども、表題だけは残していただい

たほうが次の施設ができる場合もあると思うんで

す。これが１カ所で済むとは思えないです。精神

障がいの方、今も知的の方も入ってきております

んで、軽い知的の方も入ってきております。です

からそういう意味もありまして表題のほうは残し

ていただいて、次の以後かとれあワークスと呼ぶ

というところからかとれあワークスでいいんじゃ

ないかと思うんですけども、どうでしょうか。 

○福祉課長 

 今回の質疑の中でもそういったお話を伺わせて

いただきました。うちのほうの質疑の中でも回答

させていただいたように、この精神の関係の施設

を１カ所でいいというわけではありません。当然

そういった機運等が高まってくればそういったの

も必要ですし、当然福祉課サイドでもそういった

ので精神だけではないんですが知的の方もそうい
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った方も必要ということがありますので、そうい

ったのは当然考えさせていただいております。た

だ、今回かとれあワークス条例という条例名も変

えさせていただいたというのは、やはりいろんな

意味でぼけてしまうのかなというのはあるかもし

れないんですが、昨年うちのほうもかとれあワー

クスとは何ぞやという形で実はチラシ等も区長会

のほうで配布させていただく等啓発をさせていた

だいております。既に一般の方についてはほとん

ど知られているんではないかなという気もします。

それで合わせてそういった一般の方にもわかるよ

うに区長会等も今後もそういったことでいろんな

チラシ等で啓発をかけさせていただきながら事業

所という形で、また新たに新しい事業所等ができ

ました折にはまた少しそこの辺は考えさせていた

だきたいと思っております。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第８号について、挙手により採決します。 

 議案第８号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第８号 知立

市精神障害者小規模保護作業所条例の一部を改正

する条例の件は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第９号 知立市立保育所条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 本当にちょっと基本的なことで確認させていた

だくんですけれども、これは131番地を200何番地

に移したいということですよね。 

 高根保育園のことなんですけれども、131番地

を218番地にしたいと。変更したいということで

すよね。ただ、このゼンリン最新なんですけども

131番地にちゃんと建っているんですよね。それ

で218番地がないということで、無知でごめんな

さい。ここと違うということ。 

○子ども課長 

 済みません。今回保育所条例の一部改正する条

例ということで出させていただいたのは、まず南

保育園が１つは山畔から神明地内に移るというこ

とで４月１日以降住所が変わるということ、これ

は委員皆さん御存じだと思うんですけども、もう

１点の今質問のありました高根保育園の住所地番、

従来が高根131番地になっていたものを改正後高

根218番地に変えるという点、これはどうかとい

う御質問ですが、これについては大変申しわけご

ざいません。平成11年に土地改良の換地処分が終

わっておりまして、その後すぐに地番の変更、条

例改正がなされなければいけなかったものがされ

ていなかったということで、今回この南保育園の

地番の改めるに当たってこれが間違っていること

に気づいたということで、改めて住所を変えさせ

ていただくということで今ごろということにはな

るわけですけども、おわび申し上げて今回改正さ

せていただくということでよろしくお願いします。 

○池田福子委員 

 ということは、場所はあっているけど番地が変

わったということで、このゼンリンの地図が違う

ということですね。 

○子ども課長 

 ゼンリンの地図、済みません。今何番。 
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○池田福子委員 

 131の13になっている。 

○子ども課長 

 これが間違っていまして、私どもが住所地番を

直していなかったということでこうなったかと思

います。本来なら先ほども言いましたように平成

11年度中に条例改正をして地番を改めておくべき

だったものがされていなかったということで、気

がついた時点で変えさせていただくということで

今回出させていただいたということで、これ今ご

ろということについては本当に先ほども言いまし

たようにおわび申し上げるしかないということで

ございます。 

 済みません。よろしくお願いします。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第９号について、挙手により採決します。 

 議案第９号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第９号 知立

市立保育所条例の一部を改正する条例の件は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第10号 知立市子ども医療費支給条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 本会議でもこの議論がありましたけれども、ち

ょっとわからないので教えてほしいと思いますけ

れども、まず母子保健法の一部改正に伴って今回

の知立市の福祉医療である子ども医療費支給条例

を変更されるということでありますけれども、母

子保健法の改正というのはどういうものかという

ことをまずお知らせ願いたいのと、もう１つは一

般的に医療費、現状では窓口負担が３割という形

にあります。それから入院についてもあるわけで

すけれども、そうした中でこの母子保健法があっ

てそこの中で給付されて、そして今度また子ども

医療条例の中で給付されるというような中身にな

っているわけですけども、その辺の関係がどうな

っているのか。３割負担との関係を含めて御説明

願えたらなというふうに思いますけども。 

○国保医療課長 

 それでは、ちょっと母子保健法の改正について

からお話をさせていただきます。 

 母子保健法では、今までは養育事業につきまし

ては県事業というふうになっておりました。これ

を平成25年４月１日から各市町村の事業に振りか

えるというのがその改正内容であります。 

 どうして、では子ども医療支給条例が改正にな

るかといいますと、母子保健法の未熟児養育事業

につきましては、医療の負担は全て国、県、市で

負担をするというふうになっておるわけですけど

も、ただそこに受益者負担金として所得階層に応

じて負担金を納付するというふうに規定されてお

ります。その負担金部分についての支出を今まで

子ども医療で例えば見れば保護者の方は一切負担

金ゼロで見られていた。ところが結果として母子

保健法による養育事業に変えることで、その自己

負担金が出てしまうという、こういった子ども医

療の制度を持っている愛知県等ではそういった矛

盾が出てしまうわけです。そこの解決のために自

己負担金についても子ども医療費でみることがで

きますというふうに愛知県から指導がありました

ので、そういった形でその自己負担金部分の本来
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医療費ではないわけですけども、子ども医療費か

ら支給するためにこの子ども医療費を改正させて

いただくというものです。 

 ３割給付という話がありましたけども、実際、

就学前の子どもまでは今は２割給付ということに

なってますけども、その２割についての持ち分負

担ということになりますと国がそのうちの２分の

１、県と市が４分の１ずつ負担するというふうな

ことになっております。お願いします。 

○佐藤委員 

 そうすると２割負担という流れの中で１割部分

について県、市で面倒を見るというような形に変

わるということでありまして、それは今まで母子

保健法が改正されたということで今まで国と県で

やっていたものが市町村も加わるという形になり

ましたけど、そうすると今までは母子保健法の３

歳未満の子供ですか、その対象の方たちは母子保

健法の第20条の第１項の中で所得に応じて負担金

を徴収することができるみたいな規定があって、

その部分についてはずっと負担してきたわけです

か。県の制度ではそれは救済されてきたわけです

か。今回これが市町村におりるということで今回

これを条例の中でカバーしないと穴があくという

ことで改正ということになったんでしょうか。 

○国保医療課長 

 今まで県の中でも負担金制度はありました。た

だ県のほうがすごく百数十万までの所得税がかか

る人まではゼロ円というふうな負担にして、ほと

んどの方が負担金を払うというふうにはなってい

なかったということです。ただ、今回からも知立

市の方は国の所得基準階層でやるわけですけども、

実質お母さんたちからいただく部分というものは

やはり子ども医療のほうで見ますのでゼロ円とい

うことには変わりないわけですけども、国のほう

に負担金の交付申請をする際に受益者負担金を除

いた部分を補助として国が負担してくれるという

制度になってきますので、その場合はその負担金

部分は県と市で見る子ども医療で見たほうが知立

市としては有利ですので、国の補助に合わせた徴

集金を取るという、これは今規則のほうですけど

も母子保健法施行規則というものをつくりますの

で、そこの中でそういう規定をさせてもらってま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、今まではそうした方が県の制度で

今まできたわけですけども、30数名ということを

この前答弁がありましたけど一遍そこを確認させ

てください。 

○国保医療課長 

 この間の保険健康部長からのお話のとおりです。 

○佐藤委員 

 それで、この子ども医療支給条例のほうで新た

にその部分についてうたわれるということになり

まして無料となるわけですけども、この前もあり

ましたけれども、予算書のほうには未熟児養育医

療事業というような形でありましたけれども、こ

れについてはこの前の議論の中では食事代だとい

うようなことがありましたけれども、予算の中に

子ども医療費は子ども医療費の支給の科目があり

まして、そのほかと別に今回新たに予算を見ると

国、県の予算の歳入があって、そして歳出のほう

で同じ福祉医療の並びのところでしたか、そうし

たものがうたわれるようになったのかなというふ

うに思いますけども、その点については食事と言

うか、３歳未満の未熟児2,000グラム未満の子供

を対象にした入院時の医療についてはこちらで見

るけれども、食事について予算で見るということ

なんでしょうか。どうでしょうか。 

○国保医療課長 

 予算に上げました金額300万円ちょこっとの金

額は上がっていると思いますけども、これにつき

ましては２割負担部分の全額ということになりま

す。額的には高額医療費が入っておりませんので、

もう少し医療費としては大きな金額なんですけど

も、本来親御さんが負担すべき２割の部分のもの。

食事の部分を含めた金額が300万1,000円の金額と

して計上させていただいているということです。 

○佐藤委員 

 そうすると、ちょっとのみ込みが悪くて大変恐

縮ですけども、この条例では保護者の負担、県制
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度のときも高い所得制限のところにあってほとん

ど無料だったと。そして今回この支給条例の中で

そうした部分についても無料制度に穴があかんよ

うに対応するということですけど、予算上の未熟

児のところは、これは今２割部分と食事の分も入

っているということを言われましたけど、この条

例との関係で、子ども医療費支給条例、子供と知

立市の子ども医療費の予算の科目のところと、条

例上が１本なので科目が分かれてても別に不思議

はないということかね、その辺がちょっとどうな

のか。だとするならば一緒に含めてもおかしくな

いんじゃないかなということも考えるので、その

辺御説明ください。 

○国保医療課長 

 ちょっと済みませんでした。今回、別項目で上

げさせていただいたのは、子ども医療として払え

るものは県の補助で、子ども医療費でお金が入っ

てくる事業です。それにつきましては当然子ども

医療費のほうで計上させてもらってるわけですけ

ども、未熟児養育事業につきましては、これは別

の事業として実施させてもらって国の負担金も入

ってくる、県の負担金も入ってくる、こういった

事業になりますので別建てとさせていただきまし

た。子ども医療費でかかわってくる部分というの

は、本人が医療給付を受けるために別枠で自己負

担金を払っていただく必要がある。その部分を子

ども医療費で補填するということですので、医療

費の部分と自己負担補填部分とはちょっと考え方

を分けていますので、こういう形にさせていただ

いています。 

○佐藤委員 

 そうすると、この自己負担補填部分ということ

で未熟児医療費のところで面倒を見るということ

ですか。その辺をもうちょっとわかりやすく複雑

な話なんですよね、ここはちょっと。もうちょっ

とわかりやすく説明してもらえるといいかなとい

うふうに思うんですけど、どうでしょうか。 

○国保医療課長 

 済みません。ちょっと説明が悪いようで。 

 ちょっとくどい話みたいになっちゃうんですけ

ども、今回未熟児養育事業で上げさせていただい

た部分は健保で８割見ます。残りの部分の２割の

部分というのは、例えば100万円医療費がかかる

と20万円が２割負担になるわけですけども、実際

にはその２割の中から高額療養費の部分が、標準

家庭で８万100円以上の部分が高額医療費で健保

で見られますので、実質本人が負担する医療費部

分としては８万円が本人の医療費部分です。プラ

ス１食につき260円という食事代が本人が医療費

として病院にお支払いする額。この部分は今回計

上させていただきました未熟児養育事業費のほう

で上げさせていただいた300万円の金額というも

のです。それとは全く医療とは別建てで本人負担

がかかるわけです。保育所へ入所したときには保

育料負担金がかかる。それからそういったような

形の負担金として本人は市にお金を払う必要があ

ると。その部分を子ども医療として県のほうが子

ども医療として見られますからそれでやってくだ

さいよという話ですので、その部分は通常の子ど

も医療費の中で見ております。お金の入ってくる

ところが違うものですから出どころもこういうふ

うに分かれているということです。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第10号について、挙手により採決します。 

 議案第10号は原案のとおり可決することに賛成
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の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第10号 知立

市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 議案第11号 知立市精神障害者医療費支給条例

の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 議案第11号も本会議で質疑がありましたけれど

も、今回改正の内容についてちょっとお知らせく

ださい。 

○国保医療課長 

 この改正につきましては、従来精神障害者保健

福祉手帳１級、２級を持ってみえる方が入院をさ

れたときに自己負担金を病院のほうに納めていた

だきまして、その領収書を持って市のほうに申請

していただくという形。療養費払いというふうに

言っていますが、そういう形で支給していたもの

を通常の今までの子ども医療だとかああいうもの

と同じように医療券を持って医療機関に提示する

ことで一旦お金を納めることなく医療を受けられ

るようにすると、これは現物給付というふうに言

ってますけども、その償還払いを現物給付に変え

るための改正ということです。 

○佐藤委員 

 これについては精神障がい者の医療費の点につ

いては、この点で入院で精神疾患のみの方が入院

されたときに２分の１軽減すると、こういう中身

ですか。この２分の１負担する部分について現物

給付をするということでしょうか。 

○国保医療課長 

 ２分の１の給付になる方というのは、精神病と

して診断された方、それと自立支援対象者であっ

て手帳を持っていないような方です。その方たち

というのが２分の１負担ということになるわけで

すけども、これは医療機関との調整もありますの

で、この方たちについてだけは従前どおり窓口で

一旦お支払いをしていただき、後で市のほうに請

求していただくと２分の１をお返しするという形、

これはそのまま残ります。３割負担を丸々みられ

る方というのは精神障害者健康福祉手帳１級、２

級を持った方、この方たちについて今回現物給付

に変えるというものです。 

○佐藤委員 

 そうすると、知立市の精神の場合だと通院でい

きますと精神疾患のみの方は自立支援医療という

ことで基本的に１割負担ですよね。この部分につ

いては市が１割負担分を上乗せしているというこ

とになっていると思うんです。それから、全疾患

の方の１級、２級の方です。それから入院でも全

疾患で１級、２級の方という形がありますけれど

も、今のところで説明があった、よくわからない

から聞くわけですけども、入院で精神疾患の方は

今までどおり償還払いで残すけれども、今回はそ

れを除いたところで手帳を持っている方というこ

とを言われましたけれども、窓口で一遍立てかえ

て、そして後で償還払いになった人たちを現物給

付にするということですけども、この点について

は今言われた障害者福祉手帳の１級、２級を持っ

ている方というのは、例えば全疾患の場合の精神

以外で通院をされた。それから全疾患で精神以外

の方で入院されたと、こういう方を対象に現物給

付するということでしょうか。その辺の区別をち

ょっと１級、２級ということを言われましたけれ

ども、ちょっとわかりやすく教えてほしいなと。 

○国保医療課長 

 申しわけございません。ちょっと説明が非常に

難しいところですので、自分もよくわかってない

のかもわからないですけど。 

 まず、今回対象とする方というのは全疾患です。

精神病、それからそれ以外の方、全て現物給付と

いうふうにします。精神病として診断された方が

精神病で入院された場合、それから自立支援医療

として１割負担になっている方、この方たちが精

神病として入院された場合についても知立市は単

独で補助制度を設けております。これは２分の１

補助というふうになっております。この部分につ
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いては今までどおり償還払い、今言った２通りの

方というのは全疾患の疾病については入院は対象

外となっていますので、もともと対象外ですので、

これは対応ということはありません。 

 これでよろしいでしょうか。 

○佐藤委員 

 そうすると入院の自立支援医療での１割負担の

方と、それから、医者が精神病だと認定されて入

院された方が２分の１負担と、こういう方につい

ては今までどおり償還払いだというふうになるん

ですけど、そうするとそこで疑問が出てくるわけ

ですけども、全疾患の方たちについては現物給付

を今回導入されて、そうじゃない方について今ま

でどおりの償還払いという対応なんですけども、

ここはどういう違いでこうなるんでしょうか。 

 素直に今度全疾患の方で現物給付して便宜を図

るということであるならば自立支援の１割負担、

それから精神病認定された、医者に認定されて入

院される２分の１負担の方についても償還払いが

できないのかなとそんな疑問が湧いてくるんです

けども、その辺はどういうことなのかなというふ

うに思いますけど、どうでしょうか。 

○国保医療課長 

 それについてもできるのかということでちょっ

とこちらでも検討はしたんですけども、やっぱり

医療機関がこれは市だけの制度ですので、全般的

な制度ではないので、愛知県下でもたくさん医療

機関関連のところがあるわけですが、そこに事務

手続の負担をお願いしなきゃいかんということに

なるということを含めると、ちょっと２分の１の

方については今回は難しいのかな。 

 他市でも２分の１給付のところがあるわけです

けども、やはりそういうところでもこれについて

は償還払いで、まだ全疾患についても償還払いの

ところもたくさんありますけども、知立市として

は県下では早いほうでこれを現物給付できたのか

なということは自負しているところです。 

○佐藤委員 

 一歩前進で現物給付する手間を省く、これはと

てもよいことだなというふうに思いますけれども、

今課長のほうが言われて、医療機関が全疾患の場

合は一般的な疾病ということでこの近隣で対応で

きる病気だということでそうしたことが可能なの

かなということを今の話を聞いて思いましたけれ

ども、精神病というふうに認定されて近くにも病

院はありますけれども、それぞれの患者さんがそ

れぞれの県内にあるような病院のところに入院さ

れるというケースも多分あって、そこのところに

まだまだ踏み切れないことなのかなというふうに

思いますけれども、引き続きそうした点では、そ

うした方たちはいろいろ扶助を受けたりしておる

と思いますけども経済的には大変な方たちだなと

いうふうに思うので、そうした点ではやっぱり現

物給付をいかにして実現していくかなというのは

今課長が言われたとおり今後の課題でもあるし、

またそうした研究を引き続き進めていってほしい

なというふうに思いますけども、よろしいでしょ

うか。 

○国保医療課長 

 我々のほうとしても現物給付のほうが償還払い

するよりも事務上も実はすごく助かるわけです。

窓口へ来て手続をしていただくというよりも直接

審査支払機関から払ったほうが楽ということがあ

りますので、本当はそういうふうにしたいという

ことはあるわけですけども、ちょっと２分の１の

方についてはそれやっても結局は２分の１は来て

もらうしかないわけです。現物給付できるのが２

分の１しかないわけですので、そういう点も踏ま

えるとちょっとこれはやっても、本人がそこで払

う分が減るというメリットはあるわけですけども、

余り手続上でも足を運んでいただく手間がなくな

るとかそういうこともないわけですので、そう急

いでということではなく他市との状況を見ながら

そういう形になってくれば知立市のほうも考えて

いきたいというふうに思います。 

○佐藤委員 

 それで、この２分の１については自己負担があ

るというふうに思うんですけども、その他につい

ては今まで償還払いであっても基本的に無料とい

う形でやられてきたと思うんです。県下を見ても
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精神疾患のみの入院というところは２分の１負担

というところが結構多いわけですけども、よく考

えてみるとそうした精神疾患の方が収入や就業状

況やその他を考えてみると２分の１負担というの

はちょっとえらいような中身でもないかなという

ふうに感じるんです、正直な話が。そうしてみる

とまだ県下では２分の１負担というものがありま

すけども、そうした中にあっても無料にしている

ところもあったりするわけです。ですから、そう

した点で今後１つ２分の１負担という形で前進を

してきたとはいうものの、そうした検討も今後県

下の状況を見ながら必要なことではないかなとい

うふうに思いますけども、こうした点でどんなお

考えをお持ちか、この点だけはお知らせください。 

○保険健康部長 

 まず、当初精神疾患で入院されたということで

２分の１が自己負担ということになるわけですけ

ども、確かに大変な費用というふうになろうかと

いうふうに思うんですけども、ただ、それ以降恐

らく手帳の交付対象になってくるんじゃないかな

と。入院が続くような状態の方であればなってく

るんではないかなというふうに思いますので今後

検討はしていきますけども、そういう状況になる

んではないかなというふうに思われますので、こ

れが２分の１、県も補助対象にしていないという

ことではないかなというふうに思いますので、今

のところまだその辺の検討は加えていないところ

にあります。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第11号について、挙手により採決します。 

 議案第11号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第11号 知立

市精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条

例の件は原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時53分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時04分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第12号 知立市新型インフルエンザ対策本

部条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○稲垣委員 

 １つ、２つ教えてください。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法、これに

ついてちょっとわかりやすく教えていただきたい

んですけど、お願いいたします。 

○健康増進課長 

 新しくできました知立市新型インフルエンザ対

策本部条例について説明させていただきます。 

 国は平成21年度に発生いたしました新型インフ

ルエンザの経験を踏まえ、新型インフルエンザ等

対策特別措置法を制定いたしました。この法の規

定の中に新型インフルエンザ等緊急事態宣言がさ

れたとき市町村長は市町村行動計画で定めるとこ

ろにより対策本部を設置しなければならない。そ

して、その対策本部に関することは条例で定める

と規定されております。このことから、法の施行

に合わせて市の対策本部の設置が可能となるよう

条例を定めるものでございます。 
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 以上です。 

○稲垣委員 

 ありがとうございます。 

 それで、例えばそういう条例を制定することに

よって、例えば発生の方向とか、行動計画、これ

についてはどのように考えておられるのか。それ

がちょっとわかったら教えてください。 

○健康増進課長 

 国の新型インフルエンザ等対策特別措置法、こ

れに基づいて行うわけでございます。まず、この

措置法が交付されたのが昨年５月でございます。

そして施行については、それから交付されてから

１年以内に施行を政令等で定めるということにな

っております。ということでまだ施行はされてい

ないわけでございますが、５月10日が１年の期限

でございますので５月10日までにこの措置法が施

行されることになります。 

 それから、国の政府行動計画というものが策定

されます。これが５月、６月にかけてと聞いてお

ります。これも措置法の中で政府行動計画を定め

ることになっておりますので、その政府行動計画

とガイドラインが策定されますと、これを受けま

して都道府県と市町村がそれぞれ行動計画を定め

るというスケジュールになるということでござい

ます。ということで、国が６月末ぐらいに行動計

画を策定しますと、それに基づいて県と市が策定

しますので行動計画は７月、８月ごろ策定に入る

かと思います。 

 以上です。 

○稲垣委員 

 済みません。ありがとうございました。 

 それで、今知立市内、周辺市もそうですけどイ

ンフルエンザがすごく流行しているわけです。学

校のほうの情報は学級閉鎖とか届くんですけど、

知立市全体としてはどのような状況なのか、これ

もちょっと１つ合わせてお聞かせください。 

○健康増進課長 

 学校のほうの情報は逐次入って学校教育会より

私どもいただいておりますが、特に知立市全体に

ついてはちょっと把握しておりません。特に重大

な状況ということは聞いておりません。 

 以上でございます。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高木委員 

 まことに単純な質問だと思うんですけれども１

つお聞かせください。 

 この新型インフルエンザ等対策特別措置法の第

１条なんですけども、この条例は新型インフルエ

ンザ対策等対策特別措置法第37条において読みか

えて準用する法第26条の規定に基づきというふう

になっておりますけれども、この新型インフルエ

ンザ対策特別措置法を読みますと、準用第37条と

いうことでずっと書かれているんですけれども、

知立市において他市の例を何を読みかえるんだろ

うと。この第37条において読みかえて準用する。

この第37条って何ということなんですけども、他

市を小田原市とか、今条例がもう定まっておりま

す神戸市を見ましてもこの読みかえて準用するな

んて言葉は載っておりませんけども、これをあえ

てされたということですけれども理由を教えてく

ださい。 

○健康増進課長 

 読みかえてという規定が知立市に入っていると

いうことでございますが、県から各市町村に例が

示されておるわけです。そこには読みかえてとい

う文言はなかったわけですが、私も各市の状況を

見まして読みかえてという文言が入っていないこ

とを確認しております。これは必ず例のとおりに

つくるということもないわけで、つくらなくても

よいわけでして、知立市といたしましてはよりわ

かりやすく。これは、例えば第26条を見ますとそ

の中に都道府県知事はとか、都道府県対策本部と

いう言葉が入ってくるわけですけれども、そこを

市町村に読みかえるということでございます。ま

た、第37条におきましても都道府県とあるのは市

町村と読みかえるものとするということで、準用

するだけでも十分この条例は足りるかと思います

が、あえて読みかえて準用するという言葉を入れ

て知立市におきましてはわかりやすく表現させて
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いただきました。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 私は法規集とか素人ですので全然これはわかり

ませんけれども、この第37条を読んでいて、読ん

でからこの文を読むと何かすごく私としてはしっ

くりいかないものがあったものですから、また私

の質問で済みませんけれども、そういうことでし

たらより丁寧にということでしたので、ああそう

ですかということですけども。 

 １つ、このインフルエンザ等対策本部というこ

とで新型インフルエンザですけども、新型の感染

症ということを市はうたって、国は言っておりま

すけども、蔓延するというような言葉が使ってあ

りますけども、この蔓延するというようなことで

今知立市としてはこれなんだというようなことが

知立市として考えられるのか。いや、もうこれは

全て国から出た、県から来たということで動かれ

るのか。これってどれぐらいの範囲でやられるも

のか、ちょっと教えてください。 

○健康増進課長 

 この知立市新型インフルエンザ等対策本部条例

ということでインフルエンザ等ということになっ

ておるわけですが、インフルエンザ、この等の説

明をさせていただきますと、１つは新型インフル

エンザでございます。もう１つは全国的かつ急速

な蔓延の恐れのある新感染症ということ、これが

等に当たるのではないかと思うんですが、知立市

においてどのということではなく、これは国全体

の問題でございますので新たにインフルエンザ以

外で脅威となるような感染症、それに対応するも

のであるということでございます。 

 以上です。 

○高木委員 

 国が今の話ですと、これという病名は新型イン

フルエンザというのが出ているんですけれども、

１つ私がこれですごく疑問に思うんですけども、

これはとても大きな対策本部ということで、例え

ばノロウイルスがことし発生しまして、いろんな

事業所でも問題になりました。例えばこの庁舎内

でノロウイルスが発生した。どなたか保菌者にな

っていた場合、そういうときにはどのように対応

されるのか。庁舎外へ、この辺に絶対触れちゃい

けない、一旦施設の中で発生した場合はそれに携

わった職員も家へ帰ってはいけないというぐらい

まで隔離しなきゃいけないんです。というぐらい、

そういうことは考えておみえになるんでしょうか。 

○健康増進課長 

 健康増進課で対応しておるのは市民全体の関係

ですが、庁舎内でありましたら庁舎管理の総務と

担当と一緒にやるわけですけれども、もう１つ行

動計画とは別に今やっております業務継続計画と

いうのがあります。実際に職員の何人かがかかっ

てしまって、そうすると各全ての業務があるわけ

ですけども、それをどうするかといったことを平

成25年度から、もう今企画部のほうで立ち上げて

おりますが、そちらのほうでやっていきます。総

務の安心安全課では防災関連の業務継続計画。そ

れから私ども健康増進課ではインフルエンザ。こ

れはインフルエンザの計画ということになってお

りますが全てに関連できると思います。それをい

ざあった場合の対策をしっかり計画を立てていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 よろしくお願いします。 

 私も新型というのとインフルエンザ等の等とい

うのが気にはなったんですけれども、例えば新型

に限るわけですか。随分前にその病気にかかって、

インフルエンザにかかって免疫も落ちてきてとい

う場合とか、それ以後に生まれた方は前のインフ

ルエンザの免疫を持っていない方もいるというこ

ともあり得るかと思うんですけども、その辺が等

という中に全部含まれるのかどうか、ちょっと教

えてください。 

○健康増進課長 

 新型インフルエンザ等の中には、感染症以外に

インフルエンザには全く新しい新型インフルエン
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ザ、一般国民が免疫を獲得していない新しいイン

フルエンザ。それから、今委員がおっしゃいまし

た以前はやったもので現在の多くの国民が免疫を

持っていない、そういったものを法律の中では再

興型インフルエンザと言っておりますが、かつて

世界解的規模で流行したインフルエンザ、そうい

うものであっても一般に現在の国民の大部分が当

該感染症に対する免疫を獲得していないもの、そ

ういったものも対象となるということでございま

す。 

○池田福子委員 

 これができた目的というのは早く流行して重く

なるというのが目的ですよね。ちょっとその目的

を明確にお願いできますか。 

○健康増進課長 

 大きな目的は、新型インフルエンザ等急激に蔓

延するおそれがある新感染症に対する対策の強化

を図り、国民及び健康を保護し、国民生活、国民

経済に及ぼす影響が最小となるようにするという

ことでございまして、早く蔓延するのを抑えると

いうことで、蔓延してからのことよりも蔓延する

恐れのあるものを事前に防ぐことが大切であると

いうことと、もう１つは、国民生活、国民経済に

及ぼす影響が最小となるようにするということが

大切なことでありまして、蔓延するかということ

で全ての機関をやめてしまって国民生活に大きな

影響を及ぼすようであれば、この目的には反する

ということでございます。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 要するに、早い、広い、深いという、それを防

ごうというのが目的ですよね。 

 ちょっと伺いたいんですけれども、本部長、そ

れから副本部長、本部、その方たちは職員の方が

なさると思うんですけれども、こっちの職務最優

先でなさるんですか。 

○健康増進課長 

 最優先というかどうかは、そこはそのときの仕

事の優先順位だと思いますけれども、もちろんほ

かの事務もございますので兼務ということになり

ますので、これが緊急的なことであればそちらの

ほうに力を入れるということで兼務でございます。 

○池田福子委員 

 先ほど、業務継続計画というのもこれに関連し

てくるんですよね、きっと。そこでなんですけれ

ども、とにかく一日も早くとめなきゃいけないと

いうときに、本部を立ち上げなきゃねと言ってか

ら場所を決めますか。どこが本部になるだろうと。 

○健康増進課長 

 それは事前にしっかり決めておかないと、いざ

立ち上げても何の機動力もございませんので、こ

れが要するに国が政府行動計画を策定し、県、市

町村がそれぞれの行動計画を立てるという。その

行動計画の中に細かく記載していくということで

ございます。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 それこそ、その場所ががっちり決まっていれば

そこに集まれということで集合かけやすいと思う

んです。今のところその候補はもう出てますか。

ここが本部だという。 

○健康増進課長 

 本部は市役所になるかと思いますけれども、本

庁のほうになるかと思いますが、まだ国、県のほ

うから行動計画が出ておりませんので、そういっ

たものと、これは全て国からの、国が一番早く情

報を得て、海外からの情報も得てやっていきます

ので、それに合わせて市単独で動くものではなく

て、情報を交換しながらやっていきますので、そ

の計画に基づいてやっていくことになります。考

える予想としては、庁舎が一番情報が集まりやす

くて情報が発信しやすいところでございますので、

本部はここになると思います。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 まず１つお聞きしたいんですけども、今回この

条例を制定するということでありますけれども、

提案理由の中に新型インフルエンザ等対策特別措
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置法の施行に伴い必要だというふうにあるわけで

す。私はこの法律を承知しておりませんけれども、

この間、鳥インフルエンザが突然変異の形で、そ

の毒性が今までは動物間での感染ということが言

われてましたけども、人にも感染して爆発的な感

染が広がるのではないかというようなことがこの

間言われてきたかと思うんですけれども、そうい

うことを含めて、まず国が特別措置法を施行する

というこういう中身をまず法の目的です。その目

的に照らし合わせながら今回条例制定するわけで

すので、ちょっと全体像がわかるようにお示しを

お願いしたいなというふうに思うんです。 

○健康増進課長 

 まず、国のほうは海外等の情報を得まして、ま

ず対策本部を設置いたします。そして、そこで新

型インフルエンザの非常事態宣言を出します。最

初に国と県が対策本部を設置しまして、非常事態

宣言が出されますと市のほうが初めて動き出して、

そして市のほうがまず行うのはインフルエンザの

予防接種を市民全員に対して行うということにな

ってくるかと思います。あとは市の対策本部長に

はいろいろな権限がございまして、緊急措置に関

する総合調整を行ったり、県の本部長に総合調整

を要請できると。それから県本部長に政府対策本

部長の総合調整を要請できると。また、県を通し

て国のほうにも要請できると。それから、本部長

は県本部長から情報提供を求めることができる。

そして、本部長は報告または資料の提出を求める

ことができるということで、いろいろ市、県、国

と調整をしながら行っていくということでござい

ます。その中には外出の自粛要請、興業場、催し

場などの制限の要請や指示、先ほども申し上げま

した住民に対する予防接種、いろんなものが入っ

ておるわけです。そして国のほうが宣言を終了す

るまでそれが続くということでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、まず１つはこの条例が今回提案されま

したけれども、この特別措置法の施行の日から施

行するという形になっていますよね。通常この条

例提案があれば４月１日だとか何月何日から施行

するというふうになっていますけれども、今国の

特別措置法の内容というよりも、そういう事態が

起きたらどうするかという流れを今課長がお答え

いただいたわけですけれども、これは施行はいつ

なんですか。 

○健康増進課長 

 現在、この特別措置法に基づいて有識者会議が

行われております。そこでは行動計画というもの

をつくっておるわけですが、中間取りまとめをし

て２月７日に公表されているところでございます。 

 御質問の政令の公布でございますが、それにつ

いてはまだ全く情報を得ていない状況でございま

すが、この各市の設置条例の後になるということ

が予想されているところでございます。５月10日

が最終の期限ですのでそれまでにということしか

今のところは市町村のほうには上がっておりませ

ん。 

○佐藤委員 

 そうすると、この特別措置法は施行が５月10日

を上限として施行されると、こういうことですよ

ね。それで、この条例を設置を施行されたからと

いって直ちにこれが機能するかというと今の話で

は機能はなかなか難しいかなというのが私の実感

です。というのは、今この特別措置法に基づいて

いわゆるそうしたものが発生したときに非常事態

宣言を行う基準は何かということを含めて国の行

動計画が、まず中間報告が今出たということです

けども明らかではないと。これはいつまでに示さ

れるのかということと、 

 それから、先ほどその一連の流れ、対策本部設

置、県も当然ながらそういうものを設置するだろ

うし、その中でいろいろ調整を図りながらそうし

た対策に当たるということですけども、国の行動

計画だとするならば、これは中間報告が出たとい

うもののいつまでにこれは示されるのかと。そし

てその後に県が示され、そして市町村と、知立市

と。こういう流れになっていくんだろうというふ

うに思うんです。そうして見ると、そうした行動

計画はどうした流れの中でどのタイムスケジュー
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ルのスパンの中でこういうものができていくのか

と、この点はどうなんでしょうか。 

○健康増進課長 

 まず、５月10日の期限までに国が政令を公布し

て施行日を決めます。これは正式ではございませ

んけれども、内閣官房新型インフルエンザ対策室

長の、インターネットで調べたところによります

と、その方からのお話では５月、６月にかけて政

府行動計画とガイドラインを作成すると。これは

予定だそうですけれども、これを受けて都道府県

と市町村がそれぞれ行動計画を定めるスケジュー

ルになっているということでございますので、何

にしても政府と県、それよりも先にうちのほうが

策定することはちょっとできないということでご

ざいます。条文の中にも第８条のところに、これ

は措置法の第８条でございますけれども、市町村

は都道府県行動計画に基づき当該市町村の区域に

係る新型インフルエンザ対策の実施に関する行動

計画を作成するものとするということになってお

りますので、そういったスケジュールになると思

います。ですから７月、８月以降になるかと思い

ます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると５月10日までに政令公布が施行され

る予定で、それを含めて５月、６月に政府の行動

計画ガイドラインと。それを受けて都道府県がそ

うしたそれぞれの地域のものをつくり、それを受

けて市町村、知立市もつくるということですよね。

そうすると地域防災計画といろんな計画と大体同

じ流れの中でつくられるということでありますけ

れども、これは例えば大枠のところで今の話だと

インターネットで情報を知り得たということです

ので、具体的な国や県からの通知はないという状

況の中でそうした情報を今課長が言われたと思う

んですけれども、これは法が施行されるというこ

とになると、それに合わせながら速やかに行動計

画を策定するということになると思うんですけど

も、その辺の先ほど言われた範囲かもしれないん

ですけれども、平成25年度の中でこれが知立市と

してやっていく方向なのか、その辺を含めてどう

なのかなと。例えば先ほどそうした行動計画ガイ

ドラインということになりますと、当然のことな

がら市の職員も加わりながら国のほうでも有識者

会議という形で中間報告を出されたということに

なりますと、当然医療関係の方、福祉の方、警察

その他を含めてそうした非常事態宣言を受けて対

策本部を設置し、いろんな調整を本部長が図りな

がらそうした新型インフルエンザの蔓延を防ぐ。

そして、なおかつ生産活動を含めた市民の行動に

できる限り影響のないようなものにするというこ

とになろうかというふうに思うんですけども、そ

の辺は今年度どうなのかなというふうに思うんで

すけども、予算書を全然見ていませんので、例え

ばそういう形でそうした形の有識者会議というこ

とを開けば、何かそういう会議の附属機関を設置

するのか何かわかりませんけど、そういう予算措

置も必要になろうかと思うんですけど、その辺は

どういう関係になるんでしょうか。 

○健康増進課長 

 まず、国の有識者会議が中間取りまとめである

程度の行動計画ができておりますので、それをし

っかり読んでどんなものになるかというのを早目

に理解していきたいなと思います。 

 それから、インフルエンザの関係は１市だけの

問題ではございませんので、近隣各市、県内全て

に関連することでございますので、よく各市町村

と調整して整合性をとりながらやっていきたいと

いうことで。 

 それから、委員がおっしゃいましたそういった

市の有識者会議についてはということでございま

すが、平成25年度は予算をとっておりませんので

内部のほうで検討することになるかとは思います

が、これはある程度全国的に同じようなものにな

っていくかなと思いますので、近隣各市と連絡調

整しながら機動力のあるものを作成していきたい

なと思っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうするとまだ今の答弁は具体的に政令が出て



- 17 - 

施行されるということは明らかだけれども、都道

府県含めた市町村の行動計画はいついつまでに策

定しなければならないと、そういうものは例えば

法律の措置法の中ではうたわれていないというこ

とですか。 

○健康増進課長 

 措置法の中にもこの対策本部の設置については

市町村の行動計画に基づいて設置するということ

になっておりますので、ここに矛盾が生じるかな

とは思うんですが、政府のほうがそういったスケ

ジュールですので、それをある程度待ちながらう

ちのほうもある程度国、県の行動計画ができたら

すぐに対応できるように心構えを持って対応して

いきたいなと思っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 国が示されて、その後都道府県、愛知県がどの

スパンでこれを策定されるのか。それを受けて知

立市ばかりじゃないですけどするのかという点で

は極めてまだ条例が提案されたわけだけども、対

策本部条例というものが提案されたわけですけど

も、それをちゃんと担保する行動計画との整合性、

今課長が言われたように条例はつくるものの行動

計画がない。本来でいけば一体で提案されてしか

るべきかなというふうに私は思うんですけれど、

本来であれば。ただ、行動計画がない中でもしも

そういう事態が発生するということだってないと

は言えないので、条例が設置されて行動計画が示

されない中においても条例設置した以上は行動計

画に基づいて対策本部をつくるというものの、そ

の間の条例設置するわけですので、そうした事態

があったときのために研究や体制をしっかりつく

っていくことも１つタイムスパンでいくと矛盾な

んだけれども、そういうこともせっかく条例提案

されてるわけですのでそういうことも必要なのか

なというふうに思いますけども、本来であれば一

体かなというふうに思うんですけども、部長はど

うですか、この点は。 

○保険健康部長 

 そうですね。対策本部設置と同時に行動計画が

できればいいものと私も思います。既に平成21年

の新型インフルエンザが起きたことによって知立

市も平成22年３月に一応知立市新型インフルエン

ザ行動計画というものを策定してあるにはあるわ

けなんですけども、国も特別措置法が新たにつく

られて、それ以前にも国の行動計画はあったわけ

ですけども、なかなかうまく平成21年適切に行動

がとれなかったというところで法律上でこういう

ふうにうたってきたというところにあります。知

立市の場合についても、国に習って早急につくる

ような形で、まず先ほど課長が言いましたように

内部で検討し他の医療機関とかそういう関係につ

いては既にある保健対策推進協議会とかいろんな

会議の中でいる課にもお聞きしながら的確な行動

がとれるような計画を国、県ができた際にはすぐ

つくっていきたいというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 それで、多分私もちょっと認識不足で大変恐縮

ですけども、今保険健康部長が言われたように知

立市独自として平成22年のときに行動計画を策定

されて、多分私どももそのプリントをもらってい

るんだろうというふうに思うんですけども、ちょ

っと記憶があやふやと言うかありますけれども、

ぜひそれをもう一度議員の皆さんにもその行動計

画策定するまでの間、この計画は有効な計画なん

だろうというふうに思いますのでぜひいただきた

いということと合わせまして、今後そうしたこと

が国の方向等含めて県の動向等がわかりましたら

そうした情報もぜひ文書でお知らせを議会のほう

にもお願いしたいなというふうに思います。どう

でしょうか。 

○保険健康部長 

 もし、お手元にないようでしたら今ある行動計

画書を議員のほうにお配りしたいなと思いますし、

もう１点、国、県のこういうことに関しての情報

が入り次第、議員のほうにもお伝えしていきたい

というふうに思っております。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第12号について、挙手により採決します。 

 議案第12号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第12号 知立

市新型インフルエンザ等対策本部条例の件は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第15号 知立市指定地域密着型サービス等

の事業の人員・設備及び運営に関する基準等を定

める条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 議案第15号、お尋ねします。 

 この条例ですけれども、知立市指定地域密着型

サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する

基準等を定める条例というふうになっていますけ

ども、この等は何ですか。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうは介護予防サービスも入っており

ますので、そちらの分も含めまして１つの等とい

うくくりで見出しにさせていただいております。 

○高木委員 

 長い条例のところも他市にはあります。この等

で一くくりにしてあるところは余りなかったよう

な気がするんですけれども、この２つのここにあ

らわれている第２章と第３章にありますように知

立市指定地域密着型と指定地域密着型介護予防と

いうふうになっておりますけれども、これに該当

する施設のお名前を教えてください。 

○長寿介護課長 

 まず、予防というところは現在１カ所、デイサ

ービスをやっておりますグループホームながしの、

こちらのほうになります。あとのところは介護予

防ではなくて普通のこちらのほうの予防のない部

分でございますけども、まず定期巡回、これはあ

りません。それから夜間対応型もございません。

あと、認知症の普通のグループホームにつきまし

ては２カ所、ながしのの里と和がやっておられる

じぶんちというところでございます。それから小

規模多機能、これも和がやっておられるいつもの

ところ。それから特定施設、これにつきましては

ありません。それから、地域密着型の介護老人福

祉施設は昨年できました小規模特養ヴィラトピア

知立、これで全て。あと複合型サービスについて

はございません。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 今いろんなことを説明してくださったんですけ

れども、今の私の質問は、今地域密着型サービス

のところの名前。そしてこの下にあります地域密

着型介護予防のところに該当する施設はというこ

とで今。 

 今の話は、地域密着型のサービスをしていると

ころはヴィラトピア知立だけ。指定地域密着型の

サービスはどこですか。 

○長寿介護課長 

 今私が全て申し上げた事業所が、今回の条例に

挙げさせていただいておる該当の事業所でござい

ます。 

○高木委員 

 わかりました。和とかも、これもここは予防じ

ゃなくて地域密着型のサービスに入りますよとい

うことで。 

 続いてですけれども、この条例なんですけども

第２章のところに、第２章の第２条は指定地域密

着型サービスの事業の人員、施設及び運営に関す
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る基準ということが載っているんですけれども、

これは一くくりに介護保険法のほうの条例文で法

何々何々と出るんですけども、もう少し具体的に

書く必要はなかったですか。 

○長寿介護課長 

 当初はそのように具体的に示させていただく方

法も考えておりましたし、ほかの市町においては

そのような見せ方をしておられるようなところも

あるようでございますけども、何せこれ201条に

なりました。私ども当初それでつくり始めたんで

すけど201条できまして、それから予防のほうが

90条ですか。全部合わせて300条近いものになり

まして、これはとても大変だなということで、こ

のような見せ方のほうが既にある部分については

そこの部分を生かさせていただいて、市において

記載しておくべき部分のところをこのような形で

示させていただいております。 

○高木委員 

 本当に介護保険法のいっぱいのところからの小

規模の多機能から、今説明がありましたように地

域密着型の老人福祉施設ということで、ありとあ

らゆるものが全て入ってきていると。これは県の

ほうからやらなきゃいけないよということになっ

てやられたと思うんですけども、１つここで一般

原則の中なんですけども、ここの中に暴力団の排

除条例等が入っておりませんけれども、こういう

ものはどのようにお考えになってみえましたでし

ょうか。 

○長寿介護課長 

 今言われた暴力団のことに関しましては、ちょ

っと私ども検討を今加えておりませんけども、今

回、国が今まで使ってきた国の基準どおりに行わ

れてきた部分を市においてこれからやっていくと

いうところの部分でございますので、特にその部

分は今までなかったということもありますけども、

それがどのようにこの条例に絡んでいるのかとい

うのは、ちょっと済みませんが私は理解しており

ません。 

○高木委員 

 他市の条例をみせていただきましたところ、や

はり施設においてもやっぱり今この暴力団排除条

例、知立市におきましてもできましたので、やは

りそういう方たちが介入することもこれから考え

られるのかとか、そんなようなことで入れられて

いるところがあるということで私としては入って

いないのがなぜかなというふうに思いましたので

質問させていただきました。 

 第７条、指定地域密着型介護老人施設、これだ

けまた特別に指定に係る入所定員ということで、

なぜまたここだけ。今、先ほどはいろんなところ

で人数の規制も何もなく、どんどんと条例で。そ

れから職員の今の第３条ですかね。職員の人数と

か、絶対ここに看護師が要りますよとか、生活相

談員が要りますよということは書かれていない。

しかしながら、この第７条では指定に係る入所定

員ということで書かれている。これはどのような

考えで書かれましたでしょうか。 

○長寿介護課長 

 ここの部分につきましては、これまでの国の省

令と申しますか、そちらのほうで定められておっ

た基準が29人以下で定めるというような曖昧な表

現でございましたので、知立市においても29人と

するのか、まちによってはこれを20人としてもい

いわけですし、そこで選択肢があったというとこ

ろで知立市の地域密着型の特養につきましては29

人以下ということで、あえてこの数字を明記させ

ていただいております。 

○高木委員 

 とても私はこの入所の定員数を云々はもうベッ

ド数が決まっているもんですから、ベッドと言う

か部屋が。それよりも何よりも職員をどのように

配置するかということのほうが私は重要だと思う

んですけれども、法律に決まっていますからとい

うことでやられて入所定員50人入れられるわけな

いんです、こうやって定めてても。だけど職員は

ひょっとしたらきちんとしたものを、知立市はこ

れだけの人が必要というふうに言っておかないと、

逆に職員のほうが人数が足らなくて実際に現場で

いろんな事件が起こるということもあると思うん

ですけど、その辺はどのように考えてみえると言
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うか。 

○長寿介護課長 

 そうですね。人員の基準につきましては、特に

今回市のほうで独自なルールをつくったわけでは

ございませんけども、これまでいろんな介護施設、

介護サービス事業書がある中でそういう人員基準

というのはしっかりつくられておりまして、そこ

の基準が守れなければ減算であったり改善指導で

あったりいろんなペナルティーみたいなものもご

ざいますので、少なくともその辺の基準はしっか

り守っていただくということで、そこの現状の基

準をしっかり守っていただくということで考えて

おります。 

○高木委員 

 現状の基準ということですけれども、あえて29

名というのはこれはもう決まっていることで29名

ということを書いてみえるというので、ちょっと

私はいささか何か納得がいかないなということで

今質問させていただいております。 

 最後のほうのページへいきますけども、別表第

１です。ここにいろいろなものが書かれておりま

すけども、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と

いうのがあるんですけども、今現在、知立市では

やってみえないということを先ほども言われて、

今現在私もそのように携わっておりますのでして

おりませんね。これをここに出されたということ

は将来は考えてみえるということでしょうか。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうは地域密着型サービスと言われる

ものを全て網羅させていただいております。現状

において知立市の中ではこちらのサービスは存在

しませんけど、将来的にはこの辺のサービスが充

実させてくるということは十分あるかというふう

に思います。 

○明石委員長 

 ここで午後１時まで休憩とします。 

休憩 午前11時57分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時57分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高木委員 

 現在、高齢者がどんどん増しておりまして施設

のほうへ入所ができなく、先日も一般質問でも言

いましたけれどもお母さんを絞殺しようと思って

亡くなりはしませんでしたけれども、例えば、こ

ういう事例を見ましても夜間対応型の訪問介護、

看護とまではいきません。看護師じゃなくても訪

問ヘルパーでもみえたということで、そういうサ

ービスがあれば69歳の男性が93歳でしたか97歳の

お母さんのおむつ交換等をする必要がなくなって、

そこでちょっと他人が入るのはどうかとは思うけ

れども、こんばんはというその声かけ。お邪魔し

ました、おばあさんという声かけが他人によって

されるということもとてもここで１つ心がほっと

されるのではないかなということも思います。 

 知立市におきましては、当分計画はないという

お話ですけれども、実際これは待機の方も多いと

いうことですので、もう少し具体的に介護のほう

のことで積極的に取り組んでいただくことはでき

ませんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 こちらのサービスにつきましては、知立市が今

後例えばすぐにやっていきたいという意向を持っ

たとしても、こちらのほうに参入していただける

事業所がないことには成立しないというような背

景もありますので、やはり事業所から見ると人材

の確保ですとかいろんな問題がまだあるようで、

なかなか難しいというところは聞いております。

それから、西三河９市１町あるわけですけども、

この平成24年度４月１日にスタートした時点であ

ったのは西尾市が１カ所のみでございました。そ

の西尾市の今の実態を以前聞いたことがあるんで

すけど、利用者の方が１名だということでニーズ

がそれほどまでないのかなというふうに聞いてお

ります。まだこのサービスとここの部分のニーズ

がかみ合っていないというところがあると思いま

すので。ただ、知立市としてはぜひ参入したいと

いう事業所があれば全くこれはぜひどうぞという

スタンスではございますので、今後その辺の動向
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を見ながらそういうふうに進めてまいりたいとい

うふうに思います。 

○高木委員 

 ケアマネ等が集まる会議が１月に１回あるとい

うことを聞いておりますけれども、その現場にお

いてケアマネ等は自宅で過ごしてみえる高齢者に

対するものですから、そこではこのような話は、

巡回型、夜の対応についての話は出ませんでしょ

うか。 

○長寿介護課長 

 ケアマネのほうからそういうようなニーズの要

望に対するようなお尋ねはないです。 

○高木委員 

 ニーズに対する対応はないけれども、もしもそ

れで知立市が云々じゃなくてやっぱりこれはそれ

をやっている事業所等が手を挙げれば喜んで参入

してもらうということで、そんなふうで捉えてい

る。市としては積極的に働きかけることはない。 

○長寿介護課長 

 積極的に働きかけることはないということでは

ございませんけど、現状においては今そこまで積

極的に働きかけてもニーズが少ないというような

先ほども申しましたがあるもんですから、もう少

しその辺のところが見えてくれば私どものほうで

も公募も含めた形で。ただ、市としてそれに対し

て補助金を出すだとか、そういうようなこともか

かわってくる問題ですので、単に公募しても手を

挙げていただけるところがなければなかなか成立

しないということでございます。 

○高木委員 

 こういう全体的に見せていただきまして、また

元に戻るんですけれども、この内容を見まして例

えばこの条例を見て、そうか、うちのおじいちゃ

んがこういう施設に入っている。ここは知立市の

条例でいくとこういうサービス等なんだなという

ことを見るとします。これを読んでいても全くわ

からないんです。ですから、私は実を言うとここ

で資料のほうに何か規則か何かでもっといっぱい

何人というのが入っているかなというふうに思っ

たら、規則のほうにも何も載っていないもんです

から、これでできるんですから、できて市として

しっかりと指定地域密着型のサービスが充実して

いくとは思うですけれども、これはちょっといさ

さか内容が割愛されているような気がするんです

けど。もう一度これで。 

○長寿介護課長 

 確かに、こちらのほうは今までの基準をそのま

ま踏襲する形で載せさせていただいておりますの

で、一般のサービスの利用者の方がこの条例を見

てどうこうということからすればそういうことか

もしれませんけども、私どもとしましては、あく

までこちらがサービスの利用者の方がこの事業所

を使う際に充実したサービスになるように、この

運営とかいろんな人員の基準につきましては、私

どもも監査というような方法でしっかりそれが担

保されていくように今後は取り組んでいかなきゃ

ならないということで、その辺の仕事が今後プラ

スアルファになってまいりますので、定期的にし

っかりと事業所のほうを管理監督していきたいと

いうふうに思います。 

○高木委員 

 もう１つだけ。この条例をつくられるに当たり

まして、これに該当する施設等の意見を聞かれま

したでしょうか。 

○長寿介護課長 

 聞いておりません。 

○高木委員 

 この条例をつくることによって、知立市の利用

者はもちろんのこと知立市民の方のためですけれ

ども、この条例を見ることによって施設等も充実

されると思うもんですから、やはりこの条例をつ

くるときには、この条例を必要とすると言うか、

この条例に従わなければならない事業所の意見も

聞くべきではなかったでしょうか。 

○長寿介護課長 

 ただ、私どもとしましては特に知立市のオリジ

ナルの部分というのは非常に少ないということに

なっておりますので、その辺でこれの部分を相談

してもそういう余りどれぐらいの効果があったか

ということは思いますが、しかし、こちらのほう
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でこの条例がこの議会で可決していただけた折に

は、このように決まったということを事業所に周

知させていただいて、また今後の方針についても

説明させていただきたいなというふうに思います。 

○佐藤委員 

 まず、今回地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律と、第一次一括法です。それから、第二

次一括法の施行により介護保険法の一部が改正さ

れて今回の提案になったというふうに思いますけ

れども、そこでまずお聞きしたいんですけども、

この間、今回このような形で提案されましたけれ

ども、この政令によれば、まず１つは条例制定に

当たってこれらのサービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準ということで、地域密着型に

ついては厚生労働省、平成18年です。省令第34号

であるわけですけども、１つは従うべき基準、そ

れから標準とすべき基準、参酌すべき基準の３類

型に区分をされるということでありますけれども、

今回の条例提案に当たってこの点について、まず

は従うべき基準ということですので当然法の中で

うたわれているものであって特別この条例にうた

わなくてもいいものだろうというふうに思います

けれども、標準とすべき基準と参酌すべき基準と

いうものが地域の実情に応じて知立市においても

一定の裁量が認められているというふうに言われ

ておりますけど、この点について全部紹介しろと

は言いませんけども、標準とすべき基準と参酌す

べき基準というのはどのようなものがあってこの

条例をつくるにあたってどう検討されたのか。こ

れは地域密着型についても、介護予防についても

省令が平成18年の第34号と第36号と違いますけれ

ども、その辺についての御説明をお願いしたい。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうにつきましては、大変難しい御質

問でなかなかどのように答えていいのか私は難し

いと思うんですけど、基本的には平成18年の省令

の第34号ですが、こちらのほうのものをほぼ踏襲

する形で載せさせていただいております。 

 その中で、私どもが今回この条例を策定するに

当たっては４点につきまして、そこの部分に載っ

ていないところを定めさせていただいております。 

 １つは、一般原則の中で普通市区町村というよ

うな表現をしているもんですから、これ当然市区

町村というような表現は成り立ちませんので、市

はというような表現にさせていただいております。 

 それから、もう１点につきましては記録の保存

期間で省令では２年になっておりましたけども、

これは返還請求権が５年というようなこともある

関係で、今回の市の条例では５年間というふうに

させていただいております。 

 それから、もう１点は先ほどもちょっと申しま

したんですけども、地域密着型の人員の基準でご

ざいますけども、こちらのほうが数値が29人以下

で定めるというような曖昧な表現だった部分を市

では29人というふうにはっきり載せさせていただ

いたと、これが１点。 

 それから、この事業所というのは法人であると

いうところを明記させていただきまして、法人で

なければこの地域密着型のサービスができないと。 

 この４点につきまして、今回の知立市の条例で

ははっきりさせていただいたということでござい

ます。 

○佐藤委員 

 それで、参酌する基準が標準とするということ

よりも参酌する基準というものが政省令の中にあ

って、その部分について検討、幾つあるかちょっ

と私はわかりませんけれども、検討した結果、表

現上の問題で市区町村というのが当然市とわかり

やすくしたということと、５年間、記録の問題で

５年間ありました。これについては介護保障を受

けた場合、市は返還請求を行う場合は資料となる

記録は５年間保存が望ましいと言いながら政省令

が２年間ということがあって５年間として整合性

を保たれたのかなというふうに思いますけれども、

そのほかには検討すべきものについてはなかった

のかなというふうに思いますけども、どうでしょ

うか。 

○長寿介護課長 

 そうですね。こちらは200条からなる決まりで
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ございましたので、こちらのほうは各市、あと県

なども含めましていろいろ御相談させていただい

た中で、ほぼ国の規定、平成18年のものをこのま

ま使っていくということが各市町の一致した見解

でございましたので、知立市においてもそのよう

に判断させていただいております。 

○佐藤委員 

 皆さんはそういう意味では専門家ですのでそう

かもしれませんけれども、これを見ても市民の方

は私も含めてですけども、なかなかわかりにくい

なというのが本音のところでありまして、そうし

た意味合いにおいて、もうちょっとわかりやすい

条例にできなかったのかなという疑問が湧きます。

とりわけ２つのサービスが１つの条例の中にまと

まっているわけですので大変わかりづらいなとい

う感じがするんですけども、その辺は検討はなか

ったですか。 

○長寿介護課長 

 当初は、要介護認定を受けた人のサービスと要

支援の認定を受けたサービス、これを２つにわけ

てそれぞれで２本立てで考えておりましたですけ

ども、この12月議会でしたか県のほうがつくった

ものを参考にさせていただいて、このようにまと

まった形で１つになった形が出たもんですから、

こちらのほうも合わせて検討させていただいた結

果、今回のこちらのほうがわかりやすいだろうと

いうことでこういう提案に至っております。 

○佐藤委員 

 それで、今のところで県が示されたものがあっ

て、それをベースにしてつくられたということで

ありますけれども、例えば参酌すべき基準の中で

先ほど４つの点でうたい込んだということであり

ますけども、これは県のということがありました

ので大筋愛知県下、近隣市はこのような中身にな

っているということでしょうか。 

○長寿介護課長 

 はい。そのとおりでございます。 

○佐藤委員 

 私は、千葉県野田市のやつをちょっといろいろ

考え方や見させていただきました。千葉県野田市

はそれぞれのところで２本立てで条例制定をいた

しました。その中にはどういうものがあるかとい

うと、先ほど高木委員が言われましたけれども、

政令では例えば暴力団の排除という点で国の基準

では規定がないということでありますけれども、

この点については事業者及び役員から暴力団員等

を排除しという排除する規定が盛り込まれており

ます。この点で知立市も暴力団排除条例を制定し

ましたけれども、そことの関係でこうした条例が

あるわけですので、こうした地域密着型サービス

の事業所についても当然適用できるというふうに

は思いますけれども、その辺で検討されたのかど

うか。この辺はどうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 それにつきましては検討はしてございません。 

○佐藤委員 

 たしか私も改めて暴力団排除条例を読んだわけ

ではないですけれども、少なくとも市と取引のあ

る業者というような形でたしかうたい込んであっ

たかなというような気はしますけども、ただこれ

は市と取引と言うよりも介護保険法に基づいて設

置された事業者という形で介護認定は受けるもの

の民間事業者が市民に対して行うサービスであり

ますので、私はこうした点ではうたうべきではな

かったかなというふうに思いますけども。そんな

点で今提案されているわけですけれども、検討の

余地があるんじゃないかなというふうに思います

けども、この点どうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 これについて検討していなかったということで

ございますので、今おっしゃっているとおり、こ

の部分をこの条例の中に今後載せていくというか

どうか、この辺のところもまた各市の考え方とか、

今言われた野田市ですとか、その辺の状況もちょ

っと私も承知しておりませんでしたものですから、

もう少し研究させていただきたいなと思います。 

○佐藤委員 

 それから、国の基準では事業者みずからの参酌

する基準の中で、事業者みずからその提供するサ

ービスの質の評価を行うとともに定期的に外部の
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者による評価を受けて、それらの結果を公表し常

にその改善を図らなければならないという規定が

ありますけれども、この点で知立市は既存の事業

者がおるわけですので、そうした点で外部からの

評価を受けておられるのか。そしてまた公表がさ

れているのか。その点はどうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 グループホームなどでも外部評価を受けて、あ

とそちらのほうの外部評価を受けたというような

のがそういうサイトで確認することができますの

で、そういうところでやっておられるというふう

に理解しております。 

○佐藤委員 

 野田市では、結果を公表し常にその改善を図ら

なければならないというのが基準ではありますけ

ども、市がサービスの提供や評価の状況を適切に

把握し改善指導に生かすために、事業者が受けた

サービス評価の結果を市へ提出することを義務づ

けるということを今回の密着型サービスの中でう

たっているんです。確かに事業者がサイトの中で

明らかにして見られるわけですけども、そうでは

なくてやっぱり適切にそうしたことがやられて評

価をされ問題点について明らかに公表するという

ことでなるわけですけども、この条例の中に国が

そうした点でうたい込んでいないということから

その点をうたい込んでいるんです。これも私は野

田市の参酌すべき基準の中では非常に適切なうた

い込みかなというふうに思うんですけども、こう

した点についても今後の検討課題ではないかとい

うふうに思いますけど、どうでしょう。 

○長寿介護課長 

 確かにおっしゃるようにそういうことは大切な

ことだと思いますが、地域密着型はあくまでこれ

は市が指定して、あと一般の事業所については県

という所管になっております。サービスを利用さ

れる方から見てそれが地域密着なのかそうでない

のかというのは恐らく区別がついていないんだろ

うと思います。そこで知立市の地域密着の部分だ

けを今委員が言われるような厳しい縛りと申しま

すか、その辺のしっかりしっかりしたものをつく

っていくことは確かに大切だと思いますが、そこ

だけをやっても多少バランスが悪いかなというふ

うには思いますので、これはやっぱり足並みそろ

えてしっかりやっていくべきではないかなという

ふうに私は思いますので、その辺のところは一遍

声を出させていただいて、とりあえずは西三河９

市１町、その辺のところでも声を上げさせていた

だきたいなと思います。 

○佐藤委員 

 確かに足並みということがありますけれども、

私は野田市の参酌する基準の中でそうした考え方

を厳しいというよりは事業者として当たり前の対

応を国が今までは公表ということは義務づけてお

ったわけだけども、市との関係、自治体との関係

の中でうたい込みがなかったということで、その

点はぜひ御検討いただいて今後よりよいものにし

ていくということが必要ではないかなというふう

に思うんです。 

 それともう１つは、その点ぜひ御検討願いたい

と思いますけども、どうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 私どものほう９市１町のまず会議があるもので

すから、そちらのほうで声を上げさせていただき

たいと思います。 

○佐藤委員 

 それと、野田市がみんないいというわけじゃな

いけども、１つの事例としてそうした一括法がで

きて下に法律が参酌すべき基準について定めるこ

とを義務づけたわけですので、そうした点ではサ

ービスをよりよくしていくという意味でそうした

ことをやられている自治体もあるのかなというこ

とで今紹介をしながら聞いているわけです。 

 それともう１つは、秘密の保持という問題があ

りまして、これは。国の基準では事業所の従業者

は正当な理由もなくその業務上知り得た利用者、

またはその家族の秘密を漏らしてはならないと。

さらに事業者は当該事業所の従業者であったもの

が正当な理由もなくその業務で知り得た利用者、

またはその家族の秘密を漏らさないことがないよ

う必要な措置を講じなければならないと、これが
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国の基準であります。野田市では、省令では退職

した従業者への秘密保持について事業者が必要な

措置を講じることにしているけれども、退職後の

従業者個人に対する規定がないということで、こ

れらについても盛り込んであるんです。だからこ

うした点も検討していただきたいというふうに思

うわけです。さらには、非常災害の対応というこ

とで、非常災害に対して具体的な計画を立て云々

とありますけども、知立市はやっていないですけ

ど、定期巡回、随時対応型訪問介護及び夜間対応

型訪問介護を除いてこんな規定になっているわけ

ですけども、将来そういうものができれば野田市

の場合は対象にはなっていないけど対象に加えて

訓練の実施等を求めているんです。さらに言えば、

食事の提供についても嗜好を考慮した食事を適切

な時間に提供しなければならないというふうにあ

りますけども、これもすぐやれるかということは

別にしても、野田市の場合はその部分に加えて、

食材料については市は学校給食で地元産物の利用

に努めていることから、事業者にも地元産物の利

用を求める規定を追加すると、努力義務だと思う

んですけど、こんな形でさまざまな参酌するべき

基準に対してこうしたものを検討されておるんで

す。条例が可決したかどうか私はわかりませんけ

れども、地域密着型サービスにおいてそれぞれ別

建ての条例、これを今、１つで提案しているもの

を２つにするということはなかなか困難な話かな

というふうに思いますけれども、野田市ではそれ

ぞれ別建てにして目次のところで総則から施設ご

とに章を設けながら、一つ一つについて必要な規

定をしながら参酌するべき基準を政省令の中で曖

昧なものや、それから不足しているものを追加し

て規定をされているんです。ぜひそんなことを含

めて、今回こういう形で条例提案をされているわ

けですので、今後とりあえずは国の政省令をその

ままという部分があるかもしれないけれども、今

後の１つのサービスの向上ということを考えたと

きに１つの大きな検討課題じゃないかなというふ

うに思いますけども。 

 保険健康部長、それから市長、今回そのような

形で一括法のもとでそういう条例を定めないかん

ということになりましたけれども、よりよいもの

にしてほしいのと市民が見てもわかるものにして

ほしいなと。これじゃなかなか難しくてわからん

という条例ではやっぱりいかんのではないかなと

いうふうに思いますので、ぜひその点、こうした

野田市の例なども研究していただいて、よりよい

ものにしてほしいなというふうに思いますけども、

この点どうでしょうか。 

○保険健康部長 

 るる御説明いただきましてありがとうございま

した。 

 今の段階で知立市としては国の基準に準じた形

でこの条例をつくればいいかなという、細かい点

では記録の部分については５年間見るというとこ

ろはちょっと変えましたけども、佐藤委員がおっ

しゃるように市民にわかりやすい、なおかつ利用

しやすいような条例にしていかなければいけない

なというふうに感じております。野田市ほかいろ

んな進んだところを参考にしながら今後研究させ

ていただきたいなというふうに思っております。 

○林市長 

 今回の地域主権改革一括法の絡みでこうした条

例規制点で拡大して、この条例についても出させ

ていただいたわけであります。やっぱり一番いい

ところと言うか、肝はやはり法律から条例におり

てきたことによって市民に近づいているわけであ

りますので、やはり市民にわかりやすいというこ

とが大きなメリットになる１つであるわけでござ

います。今年度がやはり知立市にとってスタート

であるわけでございまして、これから市民の皆様、

そして議会にこの条例がスタートするわけであり

ますから、今後わかりやすい形、また、知立市ら

しい形になっていけばなと思っております。また

御指導いただければと思います。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第15号については、挙手により採決します。 

 議案第15号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第15号 知立

市指定地域密着型サービス等の事業の人員・設備

及び運営に関する基準等を定める条例の件は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第16号 知立市一般廃棄物処理施設の技術

管理者の資格に関する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 これは本会議でも質問がありましたけども、私

はこの第２条なんですけども、第２条の(11)前各

号に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有す

る者と認められる者というふうにありますけども、

これは具体的にどのような方のことを示すのでし

ょうか。 

○環境課長 

 当市では、この第11号の資格の者が今までずっ

といました。今回平成24年度予算で１人行ってま

いりました。一般財団法人日本環境衛生センター、

こちらのほうで技術管理者、この資格と同等の知

識を有する者、この研修を行ってまいりました。

それでその終了をもって同等の知識を有するとい

う受講証というものをいただきまして、その者を

任命をさせていただいているということでござい

ます。 

○高木委員 

 読んでいきますと条例の括弧書きで５年以上実

績のある方とか、６年以上そういうことに携わっ

た方とか、いろんな方がこの廃棄物処理施設の技

術管理者という資格になるんですけども、今言わ

れた第11号の廃棄物処理施設技術管理者講習会と

いうのを受けられるということですけども、費用

は市が持つのでしょうか。 

○環境課長 

 はい。これまで当市で今現在おる職員で４名、

この受講をさせていただいております。平成24年

度につきましては１人10月15日から25日まで川崎

市のほうで技術管理者講習を受けてまいりました。

受講料といたしまして26万9,000円、こちらのほ

うは公費で負担させていただいております。 

○高木委員 

 この方がこれからまたやっていかれるというん

ですけども、資格を取っていただいてからはどれ

ぐらいの間この職についてくださるというんでし

ょうか。 

○環境課長 

 職員といたしましては、環境課の職員であって

も通常の職員と同じように人事異動がございます。

市民部長のほうが質疑のほうでも答弁いたしまし

たように一時的に不在ということもあるかもしれ

ませんけど、速やかに資格を取得して対応してま

いりたいと思います。 

○高木委員 

 私もしっかり調べておけばよかったんですけど

も、小田原市か何かはこの（11）がないんです。

ということは、この（11）というのは講習を受け

た人のための条例なんです。この上のほうで例え

ば（７）のところで短期大学とかそういうところ

へ行って卒業されて５年以上廃棄物の処理に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者と言え

ば、これは例えば短大を出られて市の職員でそう

いう廃棄物の処理の場所に勤務されたら、その方

はこの条例の技術者ということになるということ

なんですか。 

○環境課長 
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 第10号までの間、特に第４号以降の号につきま

しては、第７号を含めて大学や高校、こういった

ところで一定の学課を卒業した後、実務に従事し

た経験、これが２年だとか、５年だとかとあるわ

けですけど、おっしゃったとおりこういった大学

を修めて当市のほうでも実務上、私どもで言えば

第２処理場なんですけど、そちらのほうで実務経

験がこちらに書かれている年数を経験すればこの

資格を取得したというふうに見なされます。 

○高木委員 

 今のお話を聞いていますと、知立市の場合は経

験年数でこの技術管理者になられた方はおみえに

なる、ならない。 

○環境課長 

 ちょっと調べてみたんですが、ここで言うとこ

ろの第４号、大学で衛生工学のほうを修めた職員

が数名おりましたが、いわゆる私どもで言うと環

境課のごみ減量係、こちらのほうで実務をやった

者はいませんでした。 

○高木委員 

 この管理者の資格に２年携わっていただければ

該当されるという職員も採用されているというお

話で、私は当然市の方はそういう計画を持って採

用されているのかなということも思いました。今

お話を聞きますと知立市の場合はこの講習を受け

られた方、廃棄物処理施設の技術管理講習を受け

られた方のみということで、この認識でよろしい

でしょうか。 

○環境課長 

 特に第11号にこだわっているわけではございま

せんが、資格の有する者がいないというときにい

わゆる技術管理者講習を受けていただいていると

いうことでございます。 

○高木委員 

 これから知立市のエコとかいろんなことで廃棄

物の問題はとても大きい問題だと思いますので、

ぜひとも採用されるときもまた講習を受けられる

方もですけれども、この廃棄物の処理に対するも

のがより充実されて環境課の職員方のみでなく皆

さんが環境に対してよりよい理解ができるといい

と思いますので、その辺のお考えを市民部長お願

いします。 

○市民部長 

 確かに職員みんながこの廃棄物に関する知識を

より深めていただくことという意味では非常に大

切なことだなというふうに思いますが、今回は、

この技術者の資格について条例で定める必要があ

るということで今回提案させていただいておりま

す。知立市では不燃物処理場が対象の施設という

ふうになりますので、その施設へ置く管理者の基

準ということでございますので御理解いただきた

いというふうに思います。 

○池田福子委員 

 １つだけちょっと確認させていただきますけれ

ども、この手のお仕事というのは技術革新が早い

ものですから、機器もどんどん新しくなりますし

科学技術も進むということなんですけれども、一

番最初に取った資格がそのままずっとあれなんで

すか。それとも途中で更新という手続があるんで

しょうか。その形骸化に対するリフレッシュとい

う意味なんですけれども。 

○環境課長 

 この資格につきましては、特に更新という制度

はございません。資格を取ればずっと使えるとい

うことです。 

○池田福子委員 

 それなら例えば、環境が非常に変わったと、こ

の廃棄物に対する。やり方もすごく変わったとい

ったときはそのとき考えるということでよろしい

ですか。 

○環境課長 

 私は文系なんで余り理系のことはよくわからな

いんですけど、衛生工学だとか理学だとか、いわ

ゆる薬品の扱いだとか、そういった部分の講習が

あったというふうに行った職員から聞いておりま

す。もし、どこの処理施設もこういった新しいこ

とを導入しているよというような形になれば、そ

れなりに国のほうから何らかの通達が来ると、そ

ういうことは間違いなくあると思います。現状で

はこの資格を本当に生かせるというと言うよりも
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委託のほうで浸出液の検査だとか、そういったも

のは要は廃棄物の処理場を安全に施設管理してい

る部分の中において、ほとんど今は業者のほうに

委託してやっているのが現状でございます。その

中でも何らかの事故が起きたときに適切な判断が

できるような、そういうためにもこういう資格が

必要なのかなというふうに認識しております。先

ほど申し上げたように新しい技術というものがど

この処理場にも入ってくれば、それなりの対応は

させていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 もう一回だけ、少しだけ。先ほど第11号という

ことで廃棄物の処理の技術講習ですか。これを先

ほど10月15日から25日と講習を受けて技術者とい

うことで管理資格を得るわけですけれども、例え

ば先ほど一時的に不在の時期があったということ

を言われました。そうすると人事異動が辞令が３

月末に出て、職員は４月１日に移動するというよ

うな形で従前いた方が移動されて空白になったと

いったときの対応はどうなるのかなということと、

そうした不在において何かペナルティーやそうい

うものがあるのかどうか、その辺はどうでしょう

か。 

○環境課長 

 たまたま人事異動でというお話なんですが、そ

うした場合につきましては、新しい者が改めて資

格を取得するまでの間、現在職員でいわゆる移動

で変わっちゃった職員だとか、まだバックメンバ

ーが数名おりますので、そちらのほうが兼務して

いくような形で、何らかの先ほど申し上げたよう

にふだんからこの資格の取得者がいないと仕事に

ならんということはございませんので、何らかの

そういったことがあったときに対応できるような

体勢はとっておきたいと思っています。 

 ペナルティーですが、今済みません。ちょっと

条文まで細かく承知しておりませんので、後ほど

答えさせていただきます。 

○佐藤委員 

 それで実質的な管理は、あそこですと不燃物処

理場のちびっこ広場の間のところに建屋があって、

浸出液等を管理するところがあるわけですけど、

その管理については先ほど環境課長が言われたよ

うに委託でやられているということでありました。

当然のことながら、その委託業者の中においても

日常的に先ほど環境課長の答弁では技術者を、管

理者を置くのは何かのときに対応するということ

を言われましたけれども、日常的に管理を常時あ

なたが管理者ですよと、講習を受けたあなたです

よという形になって、常時そこのところで委託業

者との関係の中で点検やそういうことがやられて

いるのか。また、この委託業者の中にあってもそ

うした廃棄物処理法に定める仕事をやるという上

で、そうしたところもそうした技術者が当然いる

のかなとそんなことを思うんですけど、その辺の

関係の中でどのようなお仕事を日常的にやられて

いるか、そのことだけお知らせください。 

○環境課長 

 失礼しました。ちょっと端的にものを申し上げ

てしまったもんですから、ちょっと誤解があった

かもしれません。 

 この資格取得者がふだん日常的に向こうの不燃

物処理場におるわけではございませんので、かと

いって業務上必要な場合には必ず職員がすぐ行く

ような体制はありますので、浸出液の施設だとか、

もちろん委託でその部分を管理していただいてお

ります。ただ、基本的には施設、第２不燃物処理

場を全て網羅してその資格を持った者が１名いる

ということは前々から法律で決まっておりました

ので、その者がそちらのほうでこういったものを

やるという日々の日常的な業務がたまたまないだ

けの話であります。なので、あと業者の方がその

資格を持っているかどうかというのは、済みませ

ん。私どもで今直営という立場でございますので、

特に有資格者がどうかという、その辺はチェック

しておりません。当面、私どもとしては１名職員

が資格を持っているわけでございますので、そう

いったもし事故があれば当然資格取得者が全て解

決できるとは思っていませんが、何らかの知識の

中でこれはこうしたほうがいいというアドバイス

は受けられるんではないのかなと思っております。 
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 以上です。 

○佐藤委員 

 市の施設でありますので、この法律に基づいて

おかなければならないということは当然ですけど

も、日常的にそうした委託業務を受けている方も

そういうことが法的に資格のある方が必要なのか

どうか、その辺は一遍確認をしておいてほしいな

というふうに思います。 

○環境課長 

 そうですね。施設管理ということですので一度

確認はします。ただ、先ほど申し上げたように不

燃物処理場の中の浸出液というのは一部分にしか

過ぎません。液の検査だけでなくいろんな、済み

ません。余り私は資格を持っていないので詳細は

わからないんですけど、不燃物処理場の維持管理

に関していろんな知識の中でやっている、アドバ

イスができる資格だと私は思っています。委託業

者についても念のためには聞きますが、仮に資格

がないとしてもそれは問題ないと思っております。

一応確認はさせていただきます。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第16号について、挙手により採決します。 

 議案第16号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第16号 知立

市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関す

る条例の件は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第27号 平成24年度知立市一般会計補正予

算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○田中新委員 

 それでは、補正予算について御説明お願いいた

します。 

 まず、８ページ、関連は48ページ、49ページで

ございます。 

 民生費に一概にこれを直結したわけじゃないん

ですけど、例えば児童福祉費の補正前は43億

5,300万円、補正が９億7,000万円。それでこの児

童福祉費の支出計上はあくまで分母は固定してい

ると思うんですが、委託費もしくは事業費という

ことですので年度当初にある程度数値が確定して

いると思いますので、ここで補正で１億円弱の金

額が補正される理由がわからないんですけど、よ

ろしくお願いします。 

○子ども課長 

 済みません。児童福祉費、この大きいところで

見られてしまうと子ども課だけでなくそのほかの

課も全部入りますのでちょっと申しわけないんで

すけど。子ども課に限って言うならば、大きなも

ので言えば例えば契約差金による減額だとか、あ

るいは後で質問が出るかもしれないですけど子ど

も手当、児童手当になってますけども、児童手当

等の結果的に不用額が出た分についての減額補正

とか、そういったもので金額が大きくなっていま

すので減額補正させていただいた金額がのしてい

るというような形になるかと思います。 

○田中新委員 

 それはよくわかるんですけど、例えば、49ペー

ジの037目ですけど、例えば建設事業費はマイナ

スになっていますけど、これは市場経済の中の金

額ですのでマイナスはわかるんですけど、補助金

とか委託料というのはもう算式と分母は決まって
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いるわけですよね。それでもやはり大きな差異と

いうのが発生するんですか。年度当初と比較して。 

○子ども課長 

 今の御質問は49ページの037目、中央子育て支

援センター建設事業の減額の106万7,000円という

これの件ですか。 

 これは当初予算がそもそもここに書いてありま

すように子育て支援センターの基本設計の委託料

ということになっていますので、純粋に歳出だけ

を見ていますので、歳出で予算を組んだものに対

して契約をします。入札をさせていただいて契約

をする。そのときの結果的に当初予算に対する差

金という形で出させていただいていますので。 

○田中新委員 

 それは、要は当然一般事業ですので廉価にでき

るということはわかるんですけど、例えば、手当

とか補助金、委託料というのは算式はもう確定し

ていますよね。年度当初の分母の数は。それでも

なおかつトータルで児童福祉費は１億円の差異が

出るんでしょうかという単純な疑問です。 

○子ども課長 

 例えば児童手当のほうですけども、当初予算の

分母と言われる部分ですが、当初予算を組んだ段

階で実は国の制度がはっきりしていませんでした。

制度がはっきりしていないために所得制限、例え

ばの話、所得制限の部分ですけども、これは年度

当初予算を組んだ以降に６月以降に所得制限とい

うのが発生したというようなことで、その分につ

いては、当初予算を組んだ時点では所得制限をか

ける前の予算を計上させていただいています。結

果的に平成24年度が始まった時点で所得制限がか

かることによって制限がかかって金額が少なくな

ります。そういった形で結果的に分母のほうも数

字が違ってくるというようなことになって、いわ

ゆる歳入のほうも違ってきてしまうというような

ことがありますので、今例として挙げたのが児童

手当のほうに関しての説明ですけども、当初予算

で担当課のほうが見込んだ歳入について結果的に

額の確定段階で当初見込んだ数字と随分違ってく

る部分もありますので、歳入についてもこれは随

分数字が変わってきていますので、分母のいわゆ

る当初予算の金額が幾らであってこれに対して歳

出の補正額がどうこうということになると委員の

言われる分母にする側も随分変わってきています

ので、ちょっと一概に数字がどうこうというのは

ちょっとなかなか申し上げにくいんですけども。

歳入については今言いましたように歳出のほうの

まず出し入れの関係で減る分、それと同時に国の

ほうの交付決定額による差異がありますので歳入

については数字が変わってくると。歳出のほうに

ついては今お話ししたように契約の差金だとか、

あるいは結果的に制度の運用がはっきりしてから

の差金だとかいうものの形で出てきますので、そ

れも減額補正させていただくような形でやらせて

いただいています。 

○田中新委員 

 今言いました国の決定は４月１日以降じゃない

とわからないわけなんですか。３月前の。そうい

うルールになっているわけですか。 

○子ども課長 

 交付決定というのは、平成24年度の交付決定は

本当に年度末に来ますので、例えば今言いました

ように児童手当等の交付決定額というのは最終的

にこの直近になって国から通知が来るというよう

な状況でありますので、それを見定めながら結果

的に補正予算をさせていただくということになり

ますのでお願いします。 

○田中新委員 

 そうしますと、例えば平成24年度の予算は前年

度のベースで全て予算編成をずっとされていくわ

けですね。わかりました。どうも済みません。 

○明石委員長 

 ほかに。 

○高木委員 

 補正予算24ページ、25ページ。 

 商工費兼補助金で元気商店街推進事業費補助金

というのがありますけれども、これはどういうも

のでしょうか。 

○経済課長 

 元気商店街補助金の予算177万円というもので
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すけども、これに関しましては、夏に実施しまし

た知立よいとこ祭り、これを補助対象といたしま

して県の元気商店街推進事業費補助金制度を活用

したという形をとらせていただきました。この中

に商店街活性化の主体的役割を持つ市町村が計画

的に行う商店街活性化事業に対して支援を行うと

いうことで、この補助対象事業としましてＢに元

気な商店街とにぎわいのあるまちづくり事業とい

うのがあります。その中で、個性・魅力の創出事

業というこの対象で２分の１の補助を今年度初め

てもらいました。当初予算では490万円程度の予

算を組んでおります。その中から商品だとか賞金、

約80万円ぐらい削られるものがあるんですけども、

それを賞金、商品等80万円引くんですけども、決

算ベースで考えたときに490万円ですけども補助

対象としては354万円を見込んで、まだ確定して

いませんけどその２分の１ということで177万円

の今から変更補助申請を出す予定になっておりま

すけども、約177万円ぐらいは確実にもらえるだ

ろうということで出させていただいております。 

 以上です。 

○高木委員 

 知立よいとこ祭りということで、じゃあ知立め

いてん祭りは入らなかったんでしょうか。 

○経済課長 

 知立めいてん祭りは商工会が主体で行っている

事業でございます。この補助対象の事業として該

当しないということになりますので、申しわけあ

りませんけども。 

○高木委員 

 ということは、商店街が主催されるこういう何

かのお祭りとか何かだったらみな対象になるとい

うことで、私ごめんなさい、それちょっと言葉が

今商工会と商店街と違うんだというのが今初めて

知りましたけど、商店街で何かやってみえるとい

うことはありますか。 

○経済課長 

 元気商店街で以前にも質疑のときにも、街路灯

等のつけかえ等で元気商店街の２分の１の補助を

もらった事業があります。それですけども、その

事業につけ加えて商店街が活性化する事業をやら

なければいけないということがありまして、活性

化事業と合わせて事業をやらなきゃいけないもん

ですから、その辺でちょっと難しいところがある

ということだけ御理解していただきたいと思いま

す。ちなみに、プレミアム商品券に関しましても

この補助金をいただいております。 

○明石委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時08分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○環境課長 

 先ほどの佐藤委員の御質問の中に技術管理者の

不在、設置していない場合のペナルティーにつき

まして御質問がございましたが、法律の第30条第

８号に設置義務違反ということで、30万円以下の

罰金ということで重いペナルティーがついており

ましたので、御報告させていただきます。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 補正の45ページでお願いいたします。 

 ちょっと知識不足でごめんなさい。006難病患

者等支援事業50万円と、特定疾患見舞金内容がこ

れということで、この特定疾患というものをちょ

っと教えてください。 

○福祉課長 

 特定疾患、いわゆる難病の方。ただ国のほうが

定めている難病というのは130の病症があるわけ

なんですが、このうちの支援事業に関しましては

愛知県が出している56疾病の部分です、そのうち

の。それが県のほうが医療費扶助ということで給

付しております。その方を対象に実は年間１万円

という形の見舞金を出させていただいております。

今回、当初300名の形で見舞金のほうを予定して

いたわけなんですが、現実には申請等があったの

が見越してでも250名には届かない、それぐらい
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でおさまるということで50人分カットさせていた

だくということで補正させていただきました。お

願いいたします。 

○池田福子委員 

 この中に被爆者は入っていますか。これはまた

別で項目であったんですけれども、ここは関係な

いんですよね。 

○福祉課長 

 そうですね。被爆者の方はまた別に予算を設け

てありまして、これは単純に特定疾患、いわゆる

難病の方のということでやらせていただいており

ます。 

○池田福子委員 

 特に多い病名は何に当たりますか。 

○福祉課長 

 申しわけありません。ちょっと今手元に資料が

ありませんので、それは後ほど回答させていただ

きます。申しわけありません。 

○池田福子委員 

 それでは済みませんが、よろしくお願いします。 

 その下にあります009なんですけれども、サー

ビス利用計画扶助費、これが当初が89万3,000円、

ただし同じ額がここで補正されているんですが、

そもそもどういう計画であったのか。平成25年は

これはなくなっているんですよね。ちょっと教え

てください。 

○福祉課長 

 大変申しわけありません。 

 これにつきましては、実は平成24年度から本来

で言うと相談支援事業の中でこういったサービス

利用計画をつくるという、そういうのが平成24年

度から始まっております。ただ、平成24年度当初

予算の中において歳出につきましては福祉サービ

ス費、009の中の福祉サービス事業費の中で全て

その中で国保連からの支払いに合わせて支払って

おります。それで今回わざわざ予算を分けなくて

必要がなくなったものですから、この科目自体も

消させていただくような形でまことに申しわけな

いんですが全て福祉サービス費の中で支払うとい

うことでこれはカットさせていただきます。 

 それで平成25年度につきましては、相談支援事

業の給付事業ということで、その中にサービス利

用計画作成事業というのがメニューの中に入って

くるという形で科目の名前も少し変わっておりま

すので、わかりにくいかもしれませんがそういう

形でやらせていただいております。 

○池田福子委員 

 ということは、相談事業のほうに含まれたとい

うことで理解してよろしいわけですね。 

 その次なんですけれども、その次の行の事業運

営安定化事業扶助費500万円減ということなんで

すけれども、これはどういうときにどういうふう

に。 

○福祉課長 

 事業運営安定化事業扶助費につきましては、こ

れは本来障害者自立支援法ができたときに、今ま

で施設利用者に対する報酬なんですが月割りで計

算されていたものが日割り計算になったというこ

とで、やはり日割りになるということは利用者の

方が休んだ日にちについては計算の中に入れられ

ないということで全体的な運営費が下がってしま

うという形をとって、それを補填するために安定

化事業の中で旧の収入に対して９割分までは差額

について補填しますということで始まった事業で

あります。今回、この事業の中で本来やはりいろ

んな福祉サービス事業等の利用者も多くなってき

たという形もありますが、そういったこともあっ

てかなり事業所も報酬自体が安定してきたという

ことで、その差額分も縮んできたのかなという形

で今回４月から11月までの実績を見させていただ

いて、ここまで差額的には出ないということで金

額的には大きいでありますが500万円ということ

で補正させていただいております。 

○池田福子委員 

 要するに、効果としては利用者がふえて安定し

てきたからこれだけ削減が可能になったというこ

とでよろしいんですか。 

○福祉課長 

 そうですね。やはりこれについては旧の制度の

中で事業所をやっていたところに対してだけなも
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のですから、新しい事業所については当然こうい

うのは対象じゃないわけなんですが、やはりそう

いった今までの新しい事業のいろんなメニューを

つくらせていただいている中で事業所も努力等さ

せていただいて安定してきたのかなという。それ

と一番大きいのは、利用自体もかなり多くなって

いるのかなという形になっていると思います。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 ちなみに旧事業所というのを教えてもらえます

か。 

○福祉課長 

 知立市で言いますと、けやきの以前からありま

した弘法にありますけやき作業所です。あちらの

ほうが生活介護事業ということでやっております

が、その前は知的障がい者の授産施設等でやって

おりました。その関係で今の対象になっていると

ころはそこの部分が対象になっているのがほとん

どだと思います。 

○池田福子委員 

 そうしましたら１枚めくっていただきまして、

007の母子家庭自立支援についてちょっと伺いた

いと思います。 

 母子家庭自立支援、高等技能訓練、これが当初

が423万円でマイナスで278万4,000円で65％減に

なっているわけです。平成25年は240万円になっ

ているんですけれども、これはたしか看護師とか

そういった資格を取ろうということで就労に役立

てようということで前伺ったことを覚えているん

ですけれども、これは人数が減ったのか。どうで

しょうか。 

○子ども課長 

 当初予算では実際に３人分、非課税世帯２人分、

課税世帯１人という形で組ませていただいており

ます。結果的には今委員の言われるように人数が

減って１人のままで今年度新たにこれを申請され

た方がなかったというようなことで、ただ、今ま

でのケースでいきますと例えば平成19年、平成20

年までは実績がなかったんですけども、平成21年

で２名、平成22年で４名、平成23年で３名という

ような形で何件かあったものですから、当初でそ

れなりに組ませていただいた。結果的に１人でそ

のままきてしまったということで３月までありま

すので若干の予備を残してそのような部分を減額

させていただいたというようなことになります。 

○池田福子委員 

 このようにちょっと貧困が進むと母子家庭がふ

えると言われているんです。私も母子家庭の就職

支援のほうをちょっとやらせていただいているん

ですけども、母子家庭が物すごくふえていると。

就職に困るんだけどもなかなか制約があって就職

できない。何か技能をつけたいねという話にいつ

もなるんですけれども、母子家庭、感覚としてど

うですか。ふえていますか、知立市も。 

○子ども課長 

 イメージでいかせていただくならば、若干の増

はあるのかなというふうには思ってますけども。 

○池田福子委員 

 これがなぜ受けない。いい策だと思うんですけ

ども、なぜ受けないかという、なぜという部分は

わかりますか。 

○子ども課長 

 １つには、高等技能訓練のほうについては、先

ほどこれも委員のほうからちょっと御紹介があっ

たんですけども、准看護師、看護師、あるいは保

育士、あるいは作業療法士、あるいは介護福祉士、

理学療法士という若干専門分野の資格が多いのか

な、対象なのかなというふうに思います。これに

なりますと期間が非常に長い期間ありますので、

母子家庭で逆に勉強しながらというのがなかなか

勇気の要る、その間どうするかというようなこと

もありますので、そういう点で若干引かれるのか

なというふうには感じておりますが。 

○池田福子委員 

 これは例えばハローワークとの連携とか、そう

いったのは勉強している間幾らか出るとかそうい

う制度がありますよね。そういう制度とドッキン

グさせようとか、そういうことは余り考えてませ

んか。確かに看護師も保育士も２年はやらなきゃ

いけないでしょうし、その間の生活もあるでしょ
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うしハードルの高い仕事ばかりだと思うんです。

作業療法士、それから理学療法士。ですからこの

辺をどうして選ばれたかという問題もあるんです

けれども。独身でばりばりの勉強しているという

人たちでさえ落ちる資格だと思うんです。何年も

かかって取っている資格ですよね。 

○子ども課長 

 市単独の制度でありませんので、国の制度で補

助をいただいてやっている制度ですので、例えば

この対象の資格がどうこうというのは私のほうで

は何とも言いがたいところなんですが、ハローワ

ークとの連携ということについても国の事業をや

っておるわけですので連絡はいっているかと思う

んですけど、私のほうとしてハローワークと直接

これについて話をしたことはございません。 

○池田福子委員 

 お母さんたちがこれを選べないというのには、

やっぱり就業への連携ということも考えなきゃい

けないと思うんです。この資格を取ったらスムー

ズにいくと連携できるんでしょうけども、例えば

看護師なんかでもインターンみたいな制度があり

ますもんね。卒業してからまた現場で何年かやら

なきゃいけないとか、そういうこともありますの

で、ですからもっと就業への連携のスムーズなも

のに切りかえるというわけには、やっぱり国から

きているものだからそれはできない相談ですか。 

○子ども課長 

 この事業について、私どものほうがどうこう変

えるというのは、補助対象外になってしまうと全

面的に市の市単でやらなければいけないことにな

りますので、市の単独を考えれば話は別ですけど

も、この事業についてちょっと内容を変えていく

というのは難しいかなというふうに思っています。 

○池田福子委員 

 なかなかハードルが高い。それから取ってほし

い人にはなかなかそれも手がつけられないという

ような感じではないかと思いますので、ただ、も

う少し内容を考えてみて進めていただいてもいい

んじゃないかとは思います。これですとやっぱり

１人分にしかならないもんですから、その辺のと

ころも厳しいかなというふうには思います。ただ

母子家庭はどちらかと言えば貧困の連鎖で就職も

まともに余りできていないのも現状だと思います

ので、その辺も考えていただきたいなと思います

けども。 

○子ども課長 

 私どもの母子相談員のほうも例えば就職の相談

だとか、あるいは援助のほうもやっておりますの

で、市としてやれる範囲のことは精いっぱいやら

せていただきたいと思っております。 

○池田福子委員 

 続きまして、51ページの008の定住自立圏、地

域連携医療事業のほうなんですけれども87万

8,000円の減ということなんですけれども、これ

は結局市内医療機関の問題だと思うんですけれど

も、これはどのようになったからこれだけ減った

んでしょうか。 

○健康増進課長 

 これは定住自立圏の医療連携事業ということで、

知立市内に28機関の医療機関がございまして、そ

のうちの25機関の医療機関が刈谷豊田総合病院と

ネットワークを結びました。１件につき接続費用

が20万円でございますので、23件接続いたしまし

たので５件がこの制度に乗らなかったということ

で、５件分かける20万円の100万円が不用額とな

ったわけでございますが、そのうちの12万2,000

円、これはちょっと流用させていただきました。

これも定住自立圏の事業の中の一環でございます

が、パンフレットを作成いたしました印刷製本費

でございます。内容は上手なお医者さんのかかり

方ということで刈谷市、高浜市、知立市、東浦町、

この３市１町で定住自立圏をつくっておるんです

けれども、救急業務、大変問題が多くてなるべく

身近なかかりつけ医を持って救急医療をスムーズ

に行うために、こういったかかりつけ医を持ちま

しょうということで刈谷市がつくられたんですけ

ども、私どもも大変内容がよいということで一緒

に同じものを使わせていただいたところでござい

ます。金額が刈谷市、高浜市と一緒につくると大

変単価が安くなりますので流用という形をとらせ
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ていただきまして12万2,000円支出いたしました

ので、残りの100万円のうちの残りの87万8,000円

を不用額ということで上げさせていただきました。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 28機関中申し込まなかったのが５件。そのうち

100万円あったのが12万2,000円分はパンフレット

のほうに回したということで理解させていただき

ましたけども、強制的に申し込めというものでも

ないんでしょうけれども、ここだけの話入らなか

ったところの理由はわかりますか。 

○健康増進課長 

 入らなかった理由は、特にはっきり聞いてはお

りませんけれども、どういった医療機関かと申し

上げますと、精神科医、耳鼻咽喉科、内科医、そ

んなようなところで特に入らない理由はないわけ

なんですけれども、そういったパソコン等で刈谷

豊田総合病院とネットワークを結ぶわけですけれ

ども、そういったことの苦手な医療機関もござい

ますし、また、そんな必要はないじゃないかと理

解を示されなかったところもあるかと思います。

ただ、このネットワークに入らないといっても刈

谷豊田総合病院との関係が悪くなるわけではなく

て、今までどおり協力関係は結ぶということを刈

谷豊田総合病院の方も言っておられますので、た

だそういったカルテですとか、いろんな情報、あ

るいは紹介状、それから予約、そういったものが

病診連携でできないというだけのことでございま

すので、今後また接続したくなればいつでもでき

るということでございますので。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 少しだけ聞かせてください。 

 先ほど池田福子委員のほうからも言われました

けれども、45ページ、事業費安定化事業扶助費と

いうことで500万円の不用額が出たと。これが月

割りから日割りという形で市が９割は保障しよう

と、９割に足らないところについてこうしたもの

を出しているわけですけども、先ほどの話だとさ

まざまな事業をやるようになったということで、

収入が伸びたということで当初予定したより減っ

たと、こういう理解でよろしいでしょうか。 

○福祉課長 

 そうですね。やはり事業等で利用がふえればそ

の分国から来る報酬というのは当然ふえるわけで

して、その中で旧の事業所のときの収入と比べて

その差額で見ていきますので、当然報酬がふえれ

ばその差額も減るということで今回もそういう形

で減ったと思われております。 

○佐藤委員 

 そうは言っても当初が1,200万円余の予算計上

をされて今回500万円ということでふえたと言っ

てもまだまだ700万円余がその９割分を補ってい

るということから見ると、まだまだこのものが必

要だなと。平成25年度も平成24年度と同額のもの

が計上されておるわけで、そうしてみますと事業

がふえたと言えどもまだまだ安定していないなと

いうのが私の実感ではありますけども、その辺の

認識だけお聞かせください。 

○福祉課長 

 そうですね。事業所については、やはり運営に

ついては全ていいというわけではありません。や

はり皆さん一生懸命やっていただいているという

ことなんですが、それと実は今回当初のほうでも

この事業については支出のほうで上げさせていた

だいております。当然これについては国のほうの

制度の中で自立支援対策臨時特例事業ということ

でやっているわけなんですが、実は当初予算を組

む段階においてはまだ平成25年度がどうなるのか、

普通は平成24年度で終了の事業なんですが延期さ

れるかどうかというのがまだ未確定であったわけ

なんですが、実はどうも平成25年度国のほうはこ

れで補助金カットするような形で動いているよう

な感じがします。そうなりますと基本的にこの歳

出についても当然うちのほうも削らせていただく

ような形になってくるかというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今の話だと、とりあえず当初は計上させてもら
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ったわけですよね、平成25年度は。ちょっと当初

予算じゃなくて大変恐縮ですけれども。今福祉課

長のほうは国の、結局平成25年度については特例

の予算がついたということですか。その辺ちょっ

と。 

○福祉課長 

 実は、本来は自立支援法ができてから５年間と

いうことで平成23年度で終了の事業でありました。

ただ、国の補正等で平成24年度も実施しますとい

うことで延期されて１年間延期されたわけなんで

すが、どうも今現在の状況で見ますと平成25年度

につきましてはどうも補助金はカットされるんで

はないかというふうな形で聞いております。 

○佐藤委員 

 そうすると、平成25年度予算で大変恐縮ですけ

れども、そんな形で計上されているものの、カッ

トされると今の福祉課長の答弁だと減額されるみ

たいな話ですので、そうすると補正ということに

なるんでしょうか。 

○福祉課長 

 そうですね。これは県の事業になるわけなんで

すが、県のほうがこれで補助金を終了と、廃止と

いうことになれば、当然それについては市のほう

もそれについて通常この支払いについても福祉サ

ービス費と同じように国保連が受け付けて、そち

らのほうからうちのほうへ請求がくるわけなんで

すがそれが上がってこないという状況になってき

ますので、当然うちのほうにもその部分の請求と

いうのは直接事業者のほうから来るのはないと思

いますので、そうするとそれについては申しわけ

ありませんが多分補正のほうで減額させていただ

くということになると思います。 

○佐藤委員 

 当初予算に入り込んじゃ大変恐縮で。ちょっと

今の話がよくわからなかったんですけども、そう

した点で事業者のほうからも請求がこない、その

流れの中で減額補正するというようなことであり

ましたけど、ちょっとそこの仕組みだけ非常にわ

かりづらい感じなので説明願いたいのと。 

 私、この部分についてはまだまだ先ほど平成24

年度を見ても減額を確かに時限立法なのかもしれ

ないですけど500万円減額でもまだまだ苦しい状

態にあることは否めない中身だと思うんです。と

りわけ、けやきについては、本当に知立市のそう

した福祉施策の大きな一翼を担うところで本当に

大変な状況じゃないかなということを思うと、何

らかの措置をお話し合いをさせてもらって対応す

ることが必要ではないかなというふうに思います

けども、その辺の説明と。 

 副市長、これは大変なことだなというふうに当

初から５年間という時限だということがわかって

いたにしても、今の実証の中でそうした対応をす

ること自体がどうなのかなというふうに思います

ので、その辺よろしくお願いしたいなと。そうい

うことです。その点について認識だけお聞かせく

ださい。 

○福祉課長 

 この事業につきましては、先ほど説明させてい

ただきましたように、基金事業ということで当初

国のほうが基金としてお金を積み立てて、それを

県が各市町村に対しての運用という形でやらせて

いただいてました。それで、本来この運営安定化

事業だけではないんですが、ほかの事業も当然こ

の対象になっている部分があってですが、ただ平

成23年度以降やはり金額が少なくなってきたとい

うこともあっていろんな事業について配分等が削

られているという状況にあります。たまたまただ

この運営事業は必須科目ということで、今までは

全て出ていたわけなんですが、ただ、今の状況で

国のほうからの情報等を見ますと先ほど言ったよ

うにやはり廃止という形、ここで終了という形で、

これで６年たったわけなんですがそれでというこ

とで切るという話です。 

 それと、それに対して運営についてはどうだと

いう話なんですが、それについてはまた今後検討

させていただきたい。うちも当初はこれがひょっ

として補正でまた上がってきて復活するのかなと

いうふうな甘い期待があったわけなんですが、そ

れもどうもないということですので、それに変わ

るものというのは今すぐどうのということはちょ
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っと答えられませんが、また検討等はしていかな

きゃいけないのかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○清水副市長 

 福祉課長と同じような答弁になりますけども、

私どももこれが復活と言いますか、従来どおりの

形になればというふうには願っているところでご

ざいますが、現時点ではなかなか難しいという話

でございますので、それを補正で平成25年度中に

また修正させていただくことになるわけですけど

も、その間にいろんな他市の状況等も一度調査さ

せながら知立市としての対応を考えていきたいな、

検討したいと考えております。 

○佐藤委員 

 これについては国の事業でずっときた、他市の

状況もあろうかと思いますけれども、当事者であ

りますけやきや、その他のお話も聞きながら対応

するということでありますけども、私はそうした

期限が来てもそうした対応を変わらずにしてほし

いなというふうに思っているところです。 

 この点で市長、安心、安全ということが言われ

て障がい者の方の福祉サービス、その他を含めて

いろいろ充実もしてきている面はあったにしても、

けやきの果たしてきた役割と、また果たしている

役割を鑑みると、やはりこの点での検討がなくな

ったからすぐにカットすると、こういう流れでは

いかんかなというふうに思いますけども、ぜひそ

うした点の市長としての認識も合わせてお聞きし

ておきたいと。 

○林市長 

 このカットはやはりけやきにとっても非常に厳

しい状況になるなと思っております。他市の状況

等々もやはり見ていくわけでありますけれども、

国のほうがカットしてきている、これの復活につ

いても機会を捉えて何とかならんかなということ

を申し上げていきたいなと思っております。 

○佐藤委員 

 ぜひこうした点では一方的にやらないようにし

てほしいなというふうに思います。 

 それともう１つ、先ほど池田福子委員が聞きま

したけども、サービス利用の計画作成扶助費が皆

減になりまして地域の相談事業の中で対応される

ということですけど、ただ金額は皆減になります

けれども、そちらのほうのサービスになったにし

てもいわゆるケアプランですよね、介護保険で言

うところの。これは扶助費ということになってい

ますので、利用されるサービスをされる方がそれ

をつくられるわけですので、それは対象者が去年

の12月のときにこの点について資料もいただきま

したけれども、何名ぐらいが対象者でこの予算を

組んで、そして相談事業の中で対応されたのかな

というふうに思いますけども、いただいたあのと

きの質疑に基づく資料では、現在の福祉サービス

を利用している方についても作成していくという

ことで260名というようなことも言われてたわけ

ですけども、そういうものが相談事業の中に移行

されて対応されたと。これは１件幾らぐらいで対

応されているんですか。 

○福祉課長 

 これも福祉サービスの中の１つという形をとっ

ているんですが、報酬については１件当たり１万

6,000円という形が出ます。ただ、これについて

はかなり御存じかもしれないんですが容量が多い。

要は計画をつくる前の段階にその方のいろんな細

かい調査をさせていただくということで、数枚に

わたってのものをつくらないといけない。その中

で通常大体１人７時間はかかってしまうんじゃな

いかというぐらいの分量があるということで到底

その１万6,000円でやれるのかという話で、それ

と、今言った260名、今現在継続されている方が

260名です。これに加えて新規の方が加えてきま

す。それで260名の方について平成24年度、平成

25年度、平成26年度、この３年間の間につくりな

さいということになっております。ただ、今現在、

先ほど言ったように１人当たり７時間かかってし

まう分量の中で計画をつくる相談支援事業です。

特定相談支援事業所というのが今うちのほうです

と社会福祉協議会の中の障害者相談支援センター

の中で職員の方に当たっていただいておりますが、

やはりこれだけですと今言った260名の方が３年
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間の間にできるかどうかというのもまだ不透明と

いう形になりますので、それについては今後そう

いった相談事業所を育成していくような形で考え

ていきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 これが、こうした人数に対して平成26年度まで

対応するということでありますので、平成24年度

はこうした形で、この部分では皆減になってます

けども、相談事業の中では対象者に対して何人ぐ

らいやられたんでしょうか。 

○福祉課長 

 実は、継続の方については実際で言うとまだほ

とんど手がつけていない状態。新規の方について

はこれをやらないとサービスを受けられないもん

ですから新規の方については受けさせていただい

ております。ですから、継続の方の260名の部分

については、まだほとんど手がついていない状態

でありますので、平成25年、平成26年の間でかな

り馬力を入れてやらないと、ということで思って

おります。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 いずれにしてもそれを社協の障がい者の支援セ

ンターでやるということになりますと、先ほど研

修を含めてやるということを言われましたけれど

も、なかなか１人当たり７時間というような膨大

な時間が、障がいを抱えている方ですので一挙に

７時間対応できるかということになりますと、そ

う単純な話じゃなくて、日を何日かまたいでやら

れるというようなことになろうかなと思います。

いただいた資料では細かい資料がたくさん調査を

せにゃいかんということで大変専門的な仕事だな

というふうに思いますので、そうした点で１万

6,000円ということでありますけれども、実際に

社協のほうでその部分において十分対応できるの

かどうか、その範囲の中で相談される方が対応で

きるのかどうかということも先ほど１万6,000円

ですか、対応できるのかということを言われまし

たので、社協のほうがその労働実態に見合うよう

なものじゃないとちょっといけないんじゃないか

なというふうに思いますので、その辺は社協のほ

うに不利益にならないような対応が必要かと思い

ますので、その辺よろしくお願いしたいなという

ふうに思います。一応それだけです。 

 それからもう１点、その下の宅配給食サービス

と。介護保険で高齢者の方もやっておりますけれ

ども、いずれにしても障がいを持たれている方に

ついても配食は今度４月から２業者という形で高

齢者ばかりじゃなくて身体障がい者の方もそうい

うふうになろうかというふうに思いますけど、こ

の点だけ確認させてください。 

○福祉課長 

 これについては、要綱自体は長寿介護課の要綱

にくっついてというのか高齢者に合わせて障がい

者も利用させていただいております。現在、障が

い者の方で利用している方は10名の方が利用され

ています。当初では21名という形で見させていた

だきましたが少し減ってしまったということもあ

って。先ほど、佐藤委員のほうからもありました

平成25年度から２業者ということで始まります。

ただ、前半ついては、新規の方については新しい

業者でやっていただいて、その後、半年後には自

由に選んでいただくような形をとっていくという

ことですので、その中で幅が広がるということは

利用者の方にとってはいいことなのかなというふ

うに感じております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、宅配給食は食事に対して不自由と言い

ますか、身体的な問題を含めてそういう方に提供

するわけですけども、もう一方では障がい者の方

の見守りだとか、高齢者の方の見守りという形で

やられてるかというふうに思うんですけれども、

実際にその辺では業者の皆さんがお届けに行った

ときに留守ということもあるかもしれませんけど、

基本的にはチャイムを押して顔を見てお渡しする

と、これが基本だというふうに認識していますけ

れども、そうしたことがちゃんとやられているの

かなということはきちっとどちらにしても把握す

ることが必要だと思いますけども、実態はどのよ
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うな状況になってますでしょうか。 

○福祉課長 

 障がい者に関して言いますと、基本的にはやは

り見ていただいて、特にうちのほうでも委託して

いるわけでもございません。ただ、そういった給

食の中に食券等を出していただくような形になっ

ておりますので、会っていないとか、何かおかし

いよというようなことがあればうちのほうへ連絡

をいただいて、うちのほうが見に行かせていただ

くということも現実にはありましたので、そうい

うことはやっていただいていると思っております。 

○佐藤委員 

 ちょっと弁当ということで、宅配給食というこ

とで介護保険のほうにまたがってしまって大変恐

縮ですけども、ついでですのでちょっとお聞きし

たいですけど、こうした見守りがちゃんとやられ

て何か異常があったというような通報や、そんな

ことがあったら教えてほしいなというふうに思い

ますけど、どうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 原則的には、宅配給食のほうが運ばれた業者が

前日のが残っておったり、それからピンポンを鳴

らしてもどなたも出られないというときにはすぐ

に通報をいただけるようになっておりまして、実

際にそういうふうに入っていただいたことはあり

ますが、ただやっぱり実際大事になったようなケ

ースはございませんで、たまたまいなかったとい

うようなことばかりで今のところそういう形で進

んでおります。 

○佐藤委員 

 ぜひその辺は、やっぱり見守りという食を提供

するだけではなくて見守りということが、この前

のケースは違ってもあのような事件もあったわけ

ですので、そうした点は抜かりなく業者にも確認

しながらとりわけ新規の事業者が入ってくるとい

うことでありますので、新規の事業者の皆さんに

もその点は徹底をぜひしてほしいなというふうに

思いますけれども、その点はよろしいですかね。 

○長寿介護課長 

 宅配給食の主たる目的でございますので、その

辺のところはしっかりやっていきたいというふう

に思います。 

○佐藤委員 

 さっき51ページのところの定住自立圏の先ほど

池田福子委員が聞きましたけれども、市内の医療

機関と、それから刈谷総合病院が連携しながら予

約システムを含めてカルテのインターネット上で

のやりとりを含めて非常に有効だなというふうに

は私は１つは思いますけれども、それは１つの枠

組みとして有効だというふうに思いますけれども、

市内の病院を利用される皆さんがいざ実際に刈谷

豊田総合病院ばかりではなくて回りを見ますと安

城更生病院、並びに藤田保健衛生大学病院などが

結構多いかなというふうに思うんです。そう思い

ますと、確かに定住自立圏で刈谷市、高浜市、そ

して東浦町、そんな形で今回第一歩を踏み出した

わけですけど、さらにそれと同時に衣浦５市の定

住圏も法的にはなくなったわけですけども、今後

も継続されるという中身の中で知立市としては定

住圏の枠組みは枠組みとしながら、そうした定住

圏の中、５市の枠組みプラスアルファぐらいでそ

うしたことができるような仕組みも今すぐという

ことじゃないけど、１つの市民の目線で見たとき

の検討課題の１つにはなるんじゃないかなと。確

かに刈谷豊田総合病院、定住圏ということで刈谷

豊田総合病院とのそういうものはできたにしても、

利用者自身はさまざまな病院やそういうことを御

利用なさる方も多いわけですので、実際に安城更

生病院だとか藤田保健衛生大学病院だとかあるわ

けですので、そんなことも１つの研究課題として

今すぐやるかどうかということは別にして１つの

研究課題じゃないかと。市民の側から見たときに

はそんなことが言えるんじゃないかなというふう

に思いますけど、その点ではどんな考えでしょう

か。 

○健康増進課長 

 この定住自立圏の３市１町、これだけが連携と

いうことではございませんので、安城更生病院と

か藤田保健衛生大学病院のほうもそちらのほうに

行きたいということであれば、御本人の希望で紹
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介していただくこともできるわけでございます。

まずは救急病院というのが今大変混んでおりまし

て一般の方が直接風邪等で行くようでありますと

救急患者の対応ができないということで、ひとま

ずはそういった刈谷豊田総合病院を中心に考えて

いくわけでございますけれども、碧海５市いろん

なところとも２次救急医療で結びついております

ので、ひとまずはこの３市１町の定住自立圏も１

つありますよということで御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第27号について、挙手により採決します。 

 議案第27号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第27号 平成

24年度知立市一般会計補正予算(第５号)の件は原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時54分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時03分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第28号 平成24年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算(第３号)の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 国保の滞納についてまた伺いたいと思いますの

で、だんだんよくなってきているとは思うんです

けれども、今、資格証明の方と短期保険証の方は

どれぐらいおみえになりますか。 

○国保医療課長 

 済みません。ちょっとそちらについては資料を

持っておりませんので後ほど回答させていただき

ます。 

○池田福子委員 

 それから、このキャラバンという資料を持って

いるんですけれども、ここで私は初めて聞く言葉

がとめ置きという言葉があるんです、ここに。こ

のとめ置きというのは何でしょうか。 

 ただし書きに、とめ置きとは発行しているんだ

けども本人に渡っていないというように書いてあ

るんですけれど、これはどういうことなんでしょ

うか。とめ置き、証は発行しているが本人に渡っ

ていないものを指すと。証はあるけど本人に渡っ

ていないと。 

○明石委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後３時06分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時06分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終
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わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第28号について、挙手により採決します。 

 議案第28号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第28号 平成

24年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）の件は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第30号 平成24年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 142ページ、高額介護サービス費、内容としま

して高額介護サービス費負担金、そして高額医療

合算介護サービス負担金とあります。介護サービ

スのまず負担金は、当初予算では2,923万円つい

ておりましたけれども200万円の増額となってお

ります。これですけども人数を教えてください。 

○長寿介護課長 

 高額介護サービス費でございます。 

 高額介護サービス費負担金のまず上のほうの段

の部分でございますけど、これは毎月ごとに発生

しておりまして、おおむね毎月270名ほどの方が

申請していただいております。それで下の合算の

部分でございますけども、こちらの合算につきま

しては１年に１回、ですから、これで今年度もう

出てこないのかもしれませんけど一応188名の方

からは申請していただいております。 

○高木委員 

 この高額介護サービス費負担金なんですけども、

これは一度市のほうに申請すると、もう後はずっ

と市のほうで手続をしてくださるという、とても

高齢者にとっては一度やればということでとても

ありがたい制度なんですけども、この周知の仕方、

これを知らない方もあるんです。周知の仕方をど

のように心がけてくださっているんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 高額介護のこちらにつきましては、私どものほ

うは国保連を通しまして該当者の方、まずこれは

上の段の部分でございますけど、毎月の発生して

いる部分につきましては毎月国保連からまいりま

すので、その案内を決定通知というものを出させ

ていただいて、皆さんに御案内させていただいて

おります。それで既に口座番号なども過去に申請

のある方は承知しておりますので、単なる決定通

知のみを送らせていただきます。初めての方にな

れば当然これは口座番号は後にしていただきます

ので、その申請用紙も同封させていただいて申請

してくださいということで漏れなくやっておるは

ずでございますので、その辺で知らなかったとい

うことはないはずだというふうに理解しておりま

す。 

○高木委員 

 私どもはたまたま知らない方がみえまして、こ

れはいけないということで申請をさせてもらって、

２年さかのぼることができるもんですからよかっ

たんですけども、初めての方ということになりま

すと介護保険を使い始めてということになります

ので、こういう高額介護というのは介護保険の請

求書のほうを見ればわかると思いますので、ケア

マネのほうから当事者の方に、介護保険を使われ

る方に何かうまい方法で知らせていただくという

ことはできないでしょうか。 

○長寿介護課長 

 ケアマネは当然その方がどれぐらいの月にサー

ビスを使っておられるかというのは承知しておる

はずですので、御本人に御案内しても、その手紙

をよく見ずに市役所の手紙ということで特に重き

を置かずにしまい込むという方もみえますので、

ケアマネの方にはしっかりこの辺もお願いして申

請漏れの内容に徹底していきたいというふうに考

えます。 

○明石委員長 
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 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第30号について、挙手により採決します。 

 議案第30号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第30号 平成

24年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３

号）の件は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第32号 平成25年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○田中新委員 

 それでは、予算概要書の80ページ、81ページで

す。 

 81ページのほうに事業概要といたしまして、対

象者がここに明記されてございます。20年以上工

場等が市内に立地し、25人以上の常用雇用者数を

有する中小企業者、これは知立市内に今何社、何

企業体ほどございますでしょうか。 

○経済課長 

 知立市内に20年以上、25人以上の常用雇用者と

いう数字、質疑のときにも市民部長に質問があっ

たと思うんですけども、数字が把握できておりま

せん。申しわけありませんけども数字はわかりま

せん。 

○田中新委員 

 25人以上の雇用者数はわかりますよね。 

○経済課長 

 25人以上の雇用者のところの数がわかりません。 

 古い統計で、ちょっとお待ちください。 

 済みません。平成21年度の経済政策の事業所統

計で2,405社あります。規模別で見ると４人未満

の事業所が55.6％で、30人未満だと90％以上とい

うことですので、25人以上であれば大体10％程度

というようにぐらいしかちょっと把握できており

ません。申しわけありません。 

○田中新委員 

 それでは、今の概算数値の企業体に知立市もし

くは県が補助金を出しますよということは周知は

されているんですね。この事業に対して。 

○経済課長 

 当然ホームページ、それから広報、それから商

工会を通じたりだとか周知しております。そうい

う形で周知はさせていただいております。 

 以上です。 

○田中新委員 

 それで、俗に引き合いとか何かは、問い合わせ

はあるんですか。 

○経済課長 

 この中小企業の再投資促進事業費補助金という

のは、平成24年４月に愛知県が新あいち創造産業

立地補助金交付制度というものを創設しました。

その関係で平成24年度に話題になりました。その

中の１つのメニューといたしまして新あいち創造

立地補助金というのが、うちのほうは平成24年11

月に制度を創設しまして事業内容を周知させてい

ただいております。それで、問い合わせはあるん

ですけども対象分野が次世代自動車関連分野だと

か航空宇宙分野や愛知県が認めた分野、それから

企業立地促進法に基づく西三河地域基本計画の指

定集積産業の分野とか、こういうような分野があ

りまして該当するのがたまたま１件ということで

今回上げさせていただいております。 

○田中新委員 
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 当該、市内にこの今の対象分野の①、②対象者

に該当する企業は１社あるということですか。 

○経済課長 

 該当する産業、会社というのは、何十社かある

と思います。けども、今申請に来られた、やられ

た会社は１社という形で、今後やりたいという希

望の会社はアンケート等をとっているときに結構

ありましたので今後また出てくる可能性はあると

思いますけども、差し当たり現状では１社が県の

ほうの認可を受けたという形になっております。 

○田中新委員 

 もう県の認可を受けて事業に着手している状況

なんですか。この事業というのは補助金対象事業。 

○経済課長 

 事業が完了してから補助金が出ますので、多分

業者のほうは先に立てかえ払いのような形になる

可能性もあります。 

○田中新委員 

 済みません。これはちなみに対象分野①のどう

いう業種なんですか。もしだめでしたらよろしい

んですけども。主な事業でよろしいんですか。 

○経済課長 

 自動車関連事業になります。 

 以上です。 

○田中新委員 

 それで、ここに今年度の予算は1,546万1,000円

というふうに計上されておりまして、平成27年３

月31日までに期間と定めて、なおかつその平成29

年３月31日までが適用対象期間ということですけ

ど、あと実質的には平成27年３月までは2.4カ月

であとプラス２年相当あるわけですけど、今のお

話でいきますと約５年間はこの1,500万円を年々

年々予算化計上していくという予定ですか。 

○経済課長 

 80ページにも書いてあります。平成24年度から

平成28年度で総事業費は１億6,000万円を予定し

ておりまして、これは実施計画の数字です。平成

25年度は２億円、平成26年度が５億円、平成27年

度が５億円、平成28年度が４億円ということを見

込んで１億6,000万円という数字、総事業費を出

させていただいておりますけども、この平成25年

度に関しましては２億円という数字を。この総事

業費これは10％ですので桁がちょっと大きくなっ

てますけども。１億6,000万円ですね。ただ、今

回１社でありまして1,546万1,000円ということで

計画では大きな額を出しておりますけども、実際

申請があったのはこの１社ということで、平成25

年度は事業費として1,546万1,000円で県が２分の

１、市が２分の１という形で予算化させていただ

いております。 

 以上です。 

○田中新委員 

 よくわかりました。 

 それで、知立市としては今実施を予定されてい

る企業体に対しては、それが開始した場合には県

市合計の半額の700万円強を補助金として知立市

は出すわけですね。 

○経済課長 

 そうです。県が２分の１、市が２分の１という

形で半分半分補助金を出すという形になっており

ます。 

 以上です。 

○田中新委員 

 それであと追随するようなところは今のところ

どうなんでしょう。今は１社とお伺いしているん

ですけど、ありそうなんですか。 

○経済課長 

 ３月の今現在ですと次の申請のところは現状は

出ておりません。２社お話がありましたけども該

当しなかったり、まだ事業ができないとかそうい

う話でございますので。 

 以上です。 

○田中新委員 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、76ページをお願いいたします。予

算の概要です。 

 新規創業支援事業ということで、この分につき

ましては一般質問のところで御質問がありまして、

私の読んだ範囲では今あちらの新駅等のところに

は目視で42項あって今のところ１つも新しい新規
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創業をしていないということなんですけど、空き

店舗は今全てまだあいているわけでしょうか。 

○経済課長 

 今回うちのほうの委託事業で空き店舗の調査も

いたしました。あれは目視という形で42店舗とい

う形で今。去年の８月でしたか、９月のときに目

視で調べさせていただいた結果でございます。42

店舗ということで、これは駅周辺だけでございま

すので、駅周辺で42店舗中心市街地で空き店舗が

あるというのを確認しております。 

 以上です。 

○田中新委員 

 それで過去にこのような支援事業をしていたと

思うんですけど、知立市のやられた過去の実績は

わかるでしょうか。 

○経済課長 

 新規創業支援という形ではやっておりません。

昨年度まで、平成24年の５月までですけども、ち

りふ家ということで駅前の空き店舗を活用しまし

て、家賃等を市が出しまして１カ月１万円いただ

くような形で創業支援、空き店舗対策という事業

はやっておりましたけども、その事業にかわりま

して新規創業支援事業という形で空き店舗対策も

少し兼ねましてこの事業を今年度から、平成25年

度から実施させていただきたいという予算を組ま

せていただきました。 

 以上です。 

○田中新委員 

 そのちりふ家は、もう要するに契約期間が終え

てやめられてしまったのですか。 

○経済課長 

 入る方もなかなか駐車場の問題、それから店舗

の問題、改装等もありましてそういうことができ

ない。それから車の置き場もない。そういうよう

なことで入っていただける人もなかなか見つから

ない状況でしたので、最終的には愛教大の方にも

現場を確認していただいて、愛教大で何とかなら

ないかという話もしたんですけどもそれもできま

せんでした。そういうことでこの事業を廃止させ

ていただいております。 

 以上です。 

○田中新委員 

 それでしますと、そのやめられた事業と今年度、

平成25年度新しくやる事業、どこがどういうふう

に違うんですか。 

○経済課長 

 今回の新規創業者支援というのは、市内の場所

はどこでもいいということになります。それから

御本人がこの空き店舗を活用して新規に事業を進

められたときに開設から１年間ですけども、その

間市と商工会で合体になって少し補助をしていき

たいということで、場所を本人が選べるというこ

とがちょっと違いますので、それを了承していた

だきたいと思います。 

○田中新委員 

 それでは、知立市内全域の中で新規事業を始め

ればここに書いてございますように月３万円程度

を市から助成をいただけるということですね。 

○経済課長 

 事業を開設してから１年間、今の予定ですと月

に市が３万円と商工会から一部また補助ができる

というような形で考えております。 

○田中新委員 

 であれば、例えば新規が主な目的なんですけど、

系列もしくは既存で店を出したいという場合はだ

めなんですか。あくまでも新規が原理原則。 

○経済課長 

 今回、新規創業者支援という形ですので、一度

新規創業者ということでことしはやらせていただ

きまして、それで月３万円の４件分を予算計上さ

せていただいております。今後、きょう出してあ

ります中小企業振興基本条例との絡みもありまし

て、どういう形でこの新規創業者支援をやってい

くかということはその検討会等でも話しながらど

ういう枠組みにしていくかと検討したいと思いま

す。差し当たり平成25年度はこの対応をしていき

たいと考えております。 

○田中新委員 

 今言われた４件ですか。平成25年度の対象戸数

は。 
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○経済課長 

 36万円の４件分で144万円ということで予算計

上させていただいております。 

○田中新委員 

 それで、先ほどこの空き店舗のちりふ家の問題

点をるるお聞きしたんですけど、結果空き店舗ち

りふ家は月１万円で廉価である。それが今回は月

３万円程度の補助をしますよ、それから商工会も

補助されますよと。それで駐車場とか、それら店

舗の改装とか、そこら辺を比較対照しても遜色と

言うか余り変わらないんじゃないんですか。今回

のが際立ってよくて４店舗が満室になって、新規

事業者が積極的に活用しますよという売りはなん

ですか。 

○経済課長 

 ちりふ家の場合は、建物を市のほうが駐車場を

含めて月８万幾らで借りていたんです。その使用

料として１万円いただいていたような形ですけど

も１件だけでした、現実ちりふ家という形でやっ

ていたのが。今回は空き店舗対策というのに重点

を置いていなくて、新規創業者支援というところ

に重点を置いてこの事業を進めさせていただいて

おります。ただ、その新規創業者支援という中で

空き店舗対策にもつながっていくということで今

ちょっとお話ししたということです。 

○田中新委員 

 それでは、この事業のやってはいけないという

事業はあるんですか。 

○経済課長 

 当然、公序良俗に反するような業種だとか、そ

ういうものは要綱のほうで排除させていただくよ

うな形で。ただ、それはうちのほうはこの事業自

体、基本的に実施されるのは商工会がやられます。

それに対して補助しますので、そういう内容に関

してはうちのほうはアドバイスしますけども、商

工会のほうで決めたものに対してうちが要綱等で

そういうものには出せないですよというような形

で、商工会のほうの事業としてやってうちのほう

はそれに対して補助するという形になりますので、

そこら辺だけちょっと頭に入れておいていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○田中新委員 

 それでは、この新規事業は商工会の物差しでは

かられて、公序良俗に反しない限りであればよし

とするということになりますよね。 

○経済課長 

 当然うちのほうが補助を出しますので、うちの

ほうで今商工会と一緒になって内容を詰めており

ます。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○稲垣委員 

 １、２点だけお聞かせください。 

 ただいま田中新委員からありました76ページの

その15なんですが、今いろいろ説明を聞きました。

この件、以前からちょっと１つ疑問に思ったのは、

店舗の持ち主の意向というのはどういうふうにま

とめ、今目視で42店舗だったよということだった

んですけど、そもそもそのオーナー、持ち主はど

ういうふうに考えてみえるか。以前たしか商工会

のＴＭＯで我々も町なかを歩いてみました。結構

放っといてくれという意見が結構多くて、２階で

生活しながらという人も多くて、その辺について

例えば意見がまとめてみえるのかどうか、その辺

ちょっとお聞かせください。 

○経済課長 

 空き店舗の調査はしましたけども、空き店舗の

オーナーの方の調査はしておりません。今後の検

討課題ということになります。 

○稲垣委員 

 ということなんですけど、これっていろいろ研

究してても、そもそも権利者の意向を聞いていか

ないとなかなか成立しないんじゃないかなという

ことを以前から思ったもんですから、今、少しだ

けお聞きしました。 

 それと、最近よく新聞紙上でもＮＰＯなられた

バザール知立が弘法通りのことについていろいろ

研究してみえるんです。その辺について今回対象、

目視でもやってみえない。これからどういうふう

に考えているのかちょっと教えてください。 
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○経済課長 

 今回の空き店舗調査に関しましては弘法通りは

入っておりません。中心市街地を対象にしており

ますので、ただ、弘法通りに対しても空き店舗が

たくさんあることはわかっております。 

 以上です。 

○稲垣委員 

 次、予算概要の88ページのかきつばたまつり交

通対策事業、これについてちょっとだけ教えてく

ださい。予算が91万7,000円とあって、これは初

めての取り組みだと思います。車によるかきつば

た園への来訪者に対し来迎寺小学校のグランドを

駐車場にしそこからバスで送迎する、いわゆる観

光シャトルバス社会実験というふうにうたってあ

ります。その祭りの期間中の花見、花の見ごろで

す。この土日に４回行うということでありますが、

この４回というのは２週にわたってということで

すか。これを教えてください。 

○経済課長 

 ５月の連休明けの土日という形で４日間実験的

に来迎寺小学校に置いていただいて、かきつばた

園までシャトルバスで送るということになってお

ります。 

○稲垣委員 

 そうすると４日ということで、わかりました。 

 これは１日に例えば何往復とかそういうことも

考えてみえると思うんですけど、この点はどうで

しょう。 

○経済課長 

 ２台のバスを予定しております。ですから、か

きつばた園の混みぐあい等もありまして、多分車

等が渋滞しておれば時間がかかったりするもんで

すから２台をフルに活用して計画を立てさせてい

こうということで検討しております。 

○稲垣委員 

 そうですね。当然渋滞すれば時間もかかります。

幾ら距離が短いといえどもそういうことになると

思います。 

 このパークアンドライド、駐車場整備委託料と

して32万6,000円ですか。これはどんな整備に使

うのか教えてください。 

○経済課長 

 済みません。学校のわだち等の補修を最後に行

う整備料ということで出させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○稲垣委員 

 これ学校の運動場を使うということですけど、

このグランドというのは全天候型になっていない

と思うんですけど、まだ。これ例えば天気がよけ

ればいいんですけど、わだちという話が今出たん

ですけど、これは本当に雨でも降ったときに学校

の運動場となると整備云々そんなに甘いものじゃ

ないと思うんです。大変なことになるような気が

するんです。この辺は学校ともいろいろ協議をさ

れたと思うんですけど、来迎寺小学校の運動場を

駐車場にするということで、その周辺です。確か

に来訪者においてはすごく、見えてても２時間も

かかるなんてことはなくなるだろうということな

んでしょうけど、学校の御近所です。この辺につ

いてはどういうふうに話がされているのか。ちょ

っとそれも合わせて聞かせてください。 

○経済課長 

 学校の近辺の方にまだ周知はしておりません。

この予算が通って初めてできる事業でございます。

ただ、来迎寺小学校のところから当然のごとく車

が出入りしますので、こういうことがありますよ

ということは来迎寺の区長を通じたりして周知は

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○稲垣委員 

 ということは、ある程度は区長を通じて事前調

査はされているということですよね。 

 これ１つ、来迎寺小学校の運動場をこういった

形で使用するというこれが進められると、ほかに

もいろんな事業ってやっていますよね。例えば知

立まつりだとか、さまざま知立市の主催する事業

があって、先ほど申したんですけど軽トラ市も実

は猿渡小学校のグランドが駐車場にならないかな、

こういうことは以前から届いていると思うんです。
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そういうことについて今進めているグリーンサー

フェイス全天候型のグランド、そういうものでグ

ランドの傷みというのはどれぐらい、問題ないの

かなという、ちょっとその辺はどうなの。例えば

今、隣の知立中学校は随分全天候型にして古いと

いうことで今たしかここは車禁止ですよね。使え

ないというふうに聞いておるんですけど、そうい

ったことについても本当に事業とかそういったこ

とについて駐車場として使える状態であるのかち

ょっと心配です。 

○経済課長 

 平成25年度、よいとこ祭りで知立小学校をまた

ことしも使わせていただく予定になっております。

ことし全天候型にかわりましたけども、知立小学

校を使う予定になっておりますので、初めは正直

言いまして使えなくなるんじゃないかということ

を不安にしてましたけど、使わせていただける、

オーケーということでしたので。 

○稲垣委員 

 たまたま僕がちょっと雨天のときどうなんだ。

例えば今小学校を使っているよという事例がある

ということなんですけど、雨に遭遇したことって

ないですか。その使用する日が雨でグランドがと

いうことは。 

○経済課長 

 よいとこ祭りが２年間どしゃ降りでしたので、

その後直すのが結構大変な状態になりましたけど

も、そういうことは遭遇しております。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高木委員 

 予算書117ページ、地域宅老所の推進事業につ

いてお尋ねします。 

 前年度の補助金が170万円で、ことしは55万円

になりました。理由をお聞かせください。 

○長寿介護課長 

 宅老所のほう、去年は２カ所で宅老所をやって

いただいたところに10万円ずつで20万円。それか

ら新たに宅老所を始められることがあった場合、

そういう建物の改装ですとか、そういうことがで

きることとして150万円の予算がとってあったん

ですけども、現状17カ所でしょうか、今高齢者サ

ロンという呼び方でほとんどやっていますので私

どもが特に区別しているわけではないんですけど

も、こちらのほうのできてきた関係で、ほとんど

が公民館を使ってやっていただいてますものです

から、その辺のところでもこういった新たな建物

を改装したりですとか、そういうようなことはも

うだんだん合わなくなってきたかなということで、

こちらのほうの予算はつけなかったということで

ございます。ただし、少し要綱の中身を変えさせ

ていただいて10万円２カ所であったところをもう

少し細かい区分を設けまして、５万円のところ、

２万円のところというような形で広く皆さんに支

援できないかなという考えでこのような数字にな

っております。 

○高木委員 

 宅老所の今の実績ですけども17カ所ということ

であります。この内容ですけども、ただ回数だけ

を見られたんですか。 

○長寿介護課長 

 現状は月に開催される回数です。こちらのほう

を基準に考えております。この要綱がスタートし

てこれから進めていく中でもう少し中身、そうい

うふうなところに入っていきたいなというふうに

は考えております。 

○高木委員 

 そういうところとは、どういうところでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 例えば食事サービスであったり、レクリエーシ

ョンの中身であったり、どの程度１回が１時間な

のか、３時間なのか、いろんな考え方でこれもボ

ランティア活動ですので、なかなか強制できない

部分ではございますけども、やはり活動内容によ

って、私どもは少しでも充実していただきたいと

いう考えを持っておるもんですから、そういうと

ころの活動内容をもう少し細かく見ていけたらな

というのは、スタートラインではちょっと難しい
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んですけども、そのように将来的にはそういうふ

うになっていければなというふうに思います。 

○高木委員 

 現在、地域宅老所としては２カ所上がっており

ますけども、地域包括支援センターがしっかり入

っていると思うんです。あとの高齢者サロンは地

域包括支援センターはどのようにかかわっている

んでしょうか。 

○長寿介護課長 

 地域包括支援センターがほとんど協力して、こ

ちらが当初に２カ所だったところがここまで拡大

してきたのは、いろいろなそこで協力して一緒に

立ち上げてきたというふうに聞いております。 

○高木委員 

 この内容ですけども、本当に千差万別と言うか、

本当にすばらしく、これがボランティアである組

織の内容かというぐらいの地域もあります。研修

を積み重ねて本当に先進市があると言えば先進市

に見学に行かれたり、そのような組織もあります

けども、今おっしゃいましたようにその活動の内

容も十分に加味していただけるのでしょうか。 

○長寿介護課長 

 スタートラインでは中身まではちょっと踏み込

んでおりませんけども、今後この制度を進めてい

く中ではそのようなところにまで入っていきたい

なというふうに思っております。 

○高木委員 

 この制度がスタートと言われても、もうこれ今

現在始まってるんです。もう継続しているので平

成25年度からは今こんなふうですよということで

日割りのみで、開催回数のみで補助金が変わると

いうのはどうかこれは、言ってみえることがちょ

っと私は合点がいかないんですけれども。 

○長寿介護課長 

 17カ所現状でやっておられるサロン活動の団体

に関しましては、今やっておられる中身を一応最

低月１回のところは２万円という考えを持ってお

るんですが、今のやり方ではだめですよという最

初からそういう否定的なものではなくて、今の活

動の中で２万円がマックスでございますので、そ

の２万円を受け取ることによってもう少し中身の

濃い活動に転換できる場合もありますでしょうし、

そういうところで今の活動でしたら２万円も要り

ませんわというところも出てくるかもしれません

が、まだその辺のところは聞いておりませんもん

ですから、こちらのほう議会が終わりましたら、

速やかに全てのこちらの団体に御案内させていた

だいて、この辺のお話をさせていただくつもりで

ございます。 

○高木委員 

 そもそも宅老所と言うか、高齢者サロンという

のは結局は地域で見守らなきゃいけないという、

これが根本なんです。それで立ち上がったところ

があって、よくやってくれた、よくやってくれた

ということで、どんどんとスタッフの多いところ

ですと保健師のＯＢがみえて血圧計等を購入され

たり、あとは本当に体力をなるべく落とさないと

いうことで、あるところですと介護認定を受けら

れた方がゼロだという、この何年間。これだけの

実績があるところが今おっしゃったみたいに月に

あなたのところは１回ですよ、じゃあこれだけ。

あなたのところは４回やりますよ、じゃあこれだ

けって、これは私は今のお話ですと、いやいやこ

のように納得してもらいますよというような言い

方だったんですけれども、それはどんな、もう一

度聞きますけれど。 

○長寿介護課長 

 そうですね。当面は今やっていただいておるサ

ロン活動の17カ所のところをまずは尊重したいな

という思いがまず１つありまして、そこのところ

をいきなり変えていただくというようなことをな

かなか私どもも申し上げにくいので、まずは今や

っておられる活動に対してこれだけの支援をさせ

ていただきますよということで、そのお金がいた

だけるんであればもっと中身を充実させていただ

けるというのが出てくるのが私ども期待なんです

けども、これが５万円いただけるなら私どもは月

に２回にしましょう、そして中身もこういうふう

にしていきましょうと、もしかしたらやっていた

だけるかもしれないし、ただ、取っかかりとして
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は、まずは今やっておっていただけるところのス

タートラインだけをそこから急に変更していただ

くということではないというつもりで申し上げた

わけです。 

○高木委員 

 今までの実績は加味されるのか、加味されない

んですか。 

○長寿介護課長 

 今までの実績というよりも、平成25年度の補助

金でございますので平成25年度にやっていただけ

る内容ということで、これまでどれだけ頑張って

こられたとしても平成25年度がこうですよという

ことになれば、それに対しての補助になるという

ことでございます。 

○高木委員 

 どうも納得がいきません。 

 これは回数のみで見分けるというのは、この前

の競争入札の話じゃありませんけれども、この点

がこれだけクリアしていると、この点がこれだけ

クリアしているというので評価するということが

あってもいいのに、ただ回数だけでというのはち

ょっと私は納得がいかないんですけど、私が納得

のいくように説明してください。 

○長寿介護課長 

 確かに回数だけということですとそういうこと

もちょっとわかるんですけども、私どもは２万円、

５万円、１０万円と３段階に分けて補助するこの

お金は無条件にお出しするということではござい

ませんので、この活動に対してどれだけお金が使

われているのか、どういう名目に使われたかとい

うようなところで申請していただきますので、ど

ういう活動内容であってもお金を使わずに活動し

てどれだけ頑張っておられても会費だけで足りて

いるところは申請もされてこないかなと思います

し、そういう意味ではとにかく回数で無条件にお

金をお渡しするということではございませんので、

いかに内容でどのように使われたかというところ

を見させていただくということでございます。 

○高木委員 

 となると、例えば実績で内容がとても充実して

いたということになりますと、それでも月２回な

ら５万円と。これだけクリアしていたら月４回な

ら10万円と、そういうふうなんですか。 

○長寿介護課長 

 そうですね。平成25年度当初につきましてはそ

ういう考え方でスタートしますので、月４回もし

やっていただいて、その中で４回やったから10万

円ということではなくて４回やったところで確か

に10万円という補助に対する内容の金額を使って

おられる事業をやっていただいておれば該当して

くるということになります。 

○高木委員 

 今までは平成21年ぐらいから始めて、もっと前

から始めてみえるんですけど、どのように申告と

言うか、請求と言うか、報告はどのようにされて

いましたでしょうか。 

○長寿介護課長 

 これは年度が終わりまして４月の当初に補助事

業実績報告書というのを出していただくと、様式

も決められておりますものですから、こちらのほ

うを出していただいて、どのように私どもが補助

している額がきちんと使われているかどうかの確

認をさせていただいております。 

○高木委員 

 回数と、そして、しかしながら参加人数とかい

ろんな条件があると思います。そしてましてやボ

ランティアで活動される方の人数、そういうもの

は加味すべきだと私は思うんですが。 

○長寿介護課長 

 確かに何人の方が参加されて、何名のボランテ

ィアの方がその活動にかかわったかということは、

そこで行われているサロン活動の事業は本当に17

カ所あれば17カ所ともまちまちだとは思うんです。

だからその辺でどのようにそれを加味していくか

ということはスタートラインでは難しいんですけ

ども、だんだんその辺がきちんと整理されてくれ

ばいいかなというふうには思います。 

○高木委員 

 スタートライン、スタートラインですけども、

これ平成25年４月からこの要綱でやろうというふ
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うに、この前保険健康部長がお話になった額でや

っていこうと思われているんですけども、別にこ

れお金をすぐそこで渡す必要はないもんですから、

もうちょっと吟味して、それからまだ要綱もしっ

かりできていない。今お話していてもそうです。

参加人数もありますねということもおっしゃって

くださいました。時間のこともおっしゃってくだ

さいました。別に４月１日これでゴーということ

にしなくてもいいんじゃないですか。 

○長寿介護課長 

 こちらの高齢者サロンにつきましては、現状社

会福祉協議会のほうが３万円という補助金を出し

て、既にもう一定の支援が行われているわけです

けども、平成23年度まで今の協働推進課で、こち

らの市民活動補助金助成金というような形で、や

はりこれ２万円の助成が行われておりまして、こ

れは時限立法で平成23年度で終了しております。

その後、やはりそこから支援がなくなった団体か

らはこれがまだあるとありがたいねというような

話も聞いておりますので、私どもに別に事務を移

管したいわけではございませんけど、もともとこ

の長寿介護課のほうでもサロン事業については一

定の拡大と一定の充実というのは、これは責任を

持ってやっていくべき事業だというふうに考えて

おりましたので、平成25年度はぜひともこういう

形で17の団体全てに御希望があればですけども、

御希望していただく団体には支援したいなという

考えでございます。 

○高木委員 

 御希望のある団体にはですけども、実績のある

団体にはこのままつくられたこの４回、２回、１

回。10万円、５万円、２万円で、それでいいんで

すか。保険健康部長、お答えください。 

○保険健康部長 

 先ほど長寿介護課長が言いましたように、市と

しても今までこの宅老所として２つの団体しか交

付をしていなかったわけですけども、社会福祉協

議会の御努力によって今２つ合わせて17団体とい

うふうにふえてきまして、市としてもそれぞれの

地域で高齢者サロンというのは多く図っていかな

ければいけないところにありまして、高齢者のひ

きこもりや生きがいを何とかさせるためにも、こ

の活動は非常に必要だなというふうに思っており

ます。そういう中で、社協がふやしてきた市以外

の部分でも何とか、かつては市民協働課が援助し

ておりましたけども、それが切れて不足している

という状況の要望もいただいておりますので、そ

ういう部分についても何とか補助を出していかな

ければいけないというところで、とりあえずこの

ような回数ということでちょっと単純なところも

あります。平成25年度はこういう形でお願いした

いなと。高木委員が言うように確かに回数だけで

はどうかなという部分もありますので、今後人数

や内容、時間、その辺も十分考慮しながら検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○高木委員 

 これは地域包括支援センターのほうには相談さ

れましたでしょうか、この要綱内容です。 

○長寿介護課長 

 これは市民活動ボランティアセンターのほうに

お話はもう既にさせていただいておりますけども、

具体的にまだこれがスタートしますよとはまだ申

し上げられないので、私どもの案としては御相談

はさせていただいております。 

○高木委員 

 ボランティアセンターの話じゃないんです。ボ

ランティアセンターはお金を３万円出しているだ

けなんです。これは何が目的かと言ったら高齢者

の要は介護にならないための目的のものなんです。

それなのにどうして地域包括支援センターには相

談していないんですか。 

○長寿介護課長 

 済みません。地域包括支援センターのほうに直

接私どもが金額的なものを支援するという具体的

な話は多分させていただいていないかなとは思い

ますが、社会福祉協議会にはお話させていただい

ておりますので承知してみえるかと思いますけど

も。 

○高木委員 

 この高齢者の対策のためのお金です。地域包括
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支援センター、この事業所、この事業、大きなも

のです。国が何を示したかといったら地域包括支

援センターの下にこういうものをやりなさいとい

うことで、これを立ち上げるときに地域包括支援

センターがかかわっております。ですから、本当

にこの内容、私は回数だけでは納得が本当にいき

ませんので、一度相談してみてください。この内

容でうんと言うようなことは私は言えません。私

はこれからの高齢者社会のために今あるサロン事

業ということになると思うもんですから、よろし

くお願いいたします。 

 続いて、119ページ。在宅ねたきり高齢者等介

護人手当支給事業ですけれども、寝たきり老人で

す。去年よりもまた大分ふえておりますけど、今

何人この介護度４と５の方がみえますでしょうか。 

○明石委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時03分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時12分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 

 済みません。先ほど補正の中で池田福子委員よ

り質問のありました特定疾患の病名等の関係なん

ですが、特定疾患について今年度、今現在、きょ

う現在です。今203名の方が申請しております。

37疾患です。その中に主なものとしまして一番多

いのが潰瘍性大腸炎の方が60名弱みえます。あと

は、パーキンソン病だとか、あとクローン病とい

う方が続いておりますが、今言った37疾患の中で

全体に203名いるという形になりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○長寿介護課長 

 要介護４と５の人数ということでございますけ

ども、２月末現在で375名でございます。 

○高木委員 

 在宅ねたきり高齢者等介護人手当支給事業とい

うことで、これ寝たきりというふうなんですけれ

ども、ホームページのほうを見ますと介護度４、

５の認定を受けている方というふうになっており

ます。これで200万円以下の所得の方は何人おみ

えになりますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうにつきましては２月末現在で65人

の方が手当の対象になっております。 

○高木委員 

 要綱によりますと、寝たきりの方、これは新し

く最近つくられたんですけれども、本人の所得が

200万円以下であるときには申請してもらいます

よということで、１月3,000円が介護人にお金が

介護の御苦労さんというのがお金が渡されるとい

うものですけれども、これって人数、平成24年度、

平成25年度、予想としてはふえていくんでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 要介護度４、５の方がふえておりますので、こ

の寝たきりの手当のほうも正比例となるかは別に

しましても減っていくことはないだろうというふ

うに思います。 

○高木委員 

 本人所得がわかっていて介護度４と５というこ

とになれば、別に申請って必要なんですか。市の

方でこれは把握できるのではないですか。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうは介護している方に3,000円とい

う金額を支給する制度でございますので、その方

を介護してみえる方がみえなかったり、入院して

みえてもいけないんですけど、そういうことは私

どものほうに申請していただいた時点でわかりま

すので、このような形になっております。 

○高木委員 

 介護している人が申請すると、別にこれが旦那

でなくても家族の方ならということで申請者が変

わってくるんだよというお話です。 

 それで私がここで今回疑問に思ったのが、知立

市のホームページを見ますと、在宅ねたきり高齢

者等介護人手当ということで福祉サービスの中に

入っております。その中で私がとても苦になった

のが、次の全てに該当する高齢者を在宅で常時介
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護し、かつ生計を１つにしている介護人の方に支

給しますよということなんですけども、65歳以上

の要介護者の４から５の方を介護している人。そ

して、その２番目に前年の所得200万円以下の方

というふうになっているんです。要綱を見ますと

要綱のほうは本人の所得が200万円以下というこ

とがきちんと書かれているんですけども、これは

前年の所得が200万円以下というと、これは介護

している人というふうになると何か勘違いという

ことはありませんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 次の項目に該当する高齢者ということで、日本

語としては多分間違っていないんだろうと思いま

すけど、今言われるようにさらっと読んでしまう

と前年所得200万円以下というのは、もしかして

介護している方が私は200万円以上お金があるか

らもらえないわというふうに勘違いされる場合も

全くないとは言えないかなと思います。 

○高木委員 

 せっかく要綱のほうには前年の本人所得が200

万円以下であるということで要綱のほうにはこれ

だけきちんとわかりやすく書いてありますので、

書いていただけるといいなというふうに思います。 

 それから、在宅の寝たきりの要綱の中で１つだ

けまた見直していただきたいのが、在宅と寝たき

り高齢者、または認知症の高齢者ということが介

護度の４と５にあるんですけども、介護度４と５

は寝たきり老人、それから寝たきり高齢者、それ

から認知症だけではありません。ちゃんと起きら

れていても、座位になれても車椅子の方は４と５

ということもありますので、少しこの表現は今に

はちょっとそぐわないかなという気がしますので、

いかがなものでしょうか。 

○長寿介護課長 

 今の御指摘いただいた部分につきましては、も

う一回しっかり読み直してみまして実態に合った

ものを、内容に合ったものにまた見直すべき点は

見直したいというふうに思います。 

○高木委員 

 次に、概要の70ページで予算書のほうだと156

ページ。４の１の２。予算ですけれども、ワクチ

ンについては。ページが違ってましたか、ごめん

なさい。 

 予防接種なんですけれども、昨年の予算とほぼ

同額なんですけども定期接種になりました。定期

接種になりますと県の支出金が本当になくなるん

ですけども、これはワクチン定期接種になって市

としてのメリットは。教えてください。 

○健康増進課長 

 定期接種になりますと予防接種法の対象になり

ますので、そういった面で仲裁制度、もし副反応

がおきた場合の仲裁制度が国の制度で行うことが

できるということがございます。 

 それから、ある程度予防接種法に基づいて接種

者が接種する努力義務というものが出てきますの

で、大変子宮頸がん等死者が多く出ておるわけな

んですけれども、そういったことに対して接種率

が上がってくるものと思われます。 

 以上です。 

○高木委員 

 接種者が上がってくる、努力義務で、子宮頸が

んのがんで亡くなる方は多いというんですけども、

それは性交渉なんかが低年齢化してきているとい

うことも一番の問題だと思うんですけども。東京

都でしたか、先日も新聞に載っておりましたけれ

ども、子宮頸がんワクチン、サーバリックスを打

ちまして、杉並区の子です。14歳の子。歩行障害、

１年３カ月にわたり通学ができないということが

ありましたけど、こういう場合はこういう事態が

起こった場合は知立市は何か、どうなるんですか。 

○健康増進課長 

 子宮頸がんワクチンは４月から定期接種という

ことですので、定期接種の場合は予防接種法によ

り国の救済制度を利用することができるわけなん

ですけれども、３月末まではこれは任意の予防接

種となっておりますので、こちらのほうは独立行

政法人医薬品医療機器総合機構法という法律に基

づいて救済されるということになります。 

 以上です。 

○高木委員 
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 救済されるということですけども、知立市にお

いて全国ではたくさんの子供、956人が副作用が

ありましたよということが出ているんですけども、

知立市においてはそのような報告はありましたで

しょうか。 

○健康増進課長 

 私の記憶しておる中ではなかったと思いますけ

ども。 

 以上です。 

○高木委員 

 知立市においてはそういうことはないですよと

いうことで、前も保健センターのほうにお願いし

ましたけれども、この子宮頸がんワクチン、接種

していてもこれは検診をしない限りは余りよくな

いと言うか、発見されないということですので、

十分保健センターのほうでも呼びかけをしていた

だけますでしょうか。 

○健康増進課長 

 子宮頸がんにつきましては、ワクチンをしたか

らといって大丈夫ということじゃございませんの

で、健診もぜひやっていただくように進めており

ます。ポイント年齢におきまして20歳以上40歳ま

で５歳刻みで、平成25年度もポイント年齢の方に

個別通知をさしあげて子宮頸がんの検診を受けて

いただくように奨励をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○高木委員 

 検診をぜひやっていただくように、保健センタ

ーのほうからもよろしくお願いいたします。私も

事あるごとに地域の方と言うか、知り合いの方に

はそのような話をさせていただいております。 

 この中で済みませんけども、子宮頸がん予算の

ほうなんですけれども159ページです。子宮頸が

ん等ワクチン接種委託料ということで、この等と

なっているんです。この等の内容を説明してくだ

さい。 

○健康増進課長 

 子宮頸がん等ワクチンと言いますのは３つのワ

クチンでございまして、１つがこの子宮頸がんワ

クチン、もう１つがヒブワクチン、もう１つが小

児用肺炎球菌ワクチン、この３つでございます。 

 以上です。 

○高木委員 

 金額のほう、お願いします。 

○健康増進課長 

 金額で言いますと、子宮頸がんの委託料が

2,855万3,000円です。それからヒブワクチンが

2,079万2,000円でございます。小児用肺炎球菌ワ

クチンが2,641万7,000円でございます。 

 以上です。 

○高木委員 

 昨年度より予算のほうはちょっと減っているよ

うなんですけども、人数のほうからいくと対象人

員が減っているということなのか、どういうこと

なんでしょうか。 

○健康増進課長 

 これは平成23年１月４日から始めたわけなんで

すけれども、当初は例えば子宮頸がんですと中学

１年生から高校１年生といったように幅があって、

その方に一斉に個別通知を出して奨励してきたも

のですから、その後は毎年新しく中学１年生、子

宮頸がんの中学１年生の方が対象になってくるわ

けですけれども、未接種の方もおりますけれども、

そういうことで始まった当初よりも２、３年たち

まして対象者が減ってきたということでございま

す。 

○高木委員 

 次に、インフルエンザの予防接種事業について、

この下です。004になります。 

 インフルエンザ予防接種の内容は、これは高齢

者ということでよろしいでしょうか。 

○健康増進課長 

 これは予防接種法の中にございます定期接種の

うちの２類に分類されるものでございます。65歳

以上の高齢者ということでございます。 

 以上です。 

○高木委員 

 このインフルエンザの予防接種の内容なんです

けども、私たちが病院へ行きますと病院によって

は3,500円で接種できるところ。中には3,000円で
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接種できるところ。これは高齢者65歳以上の人が

1,000円で受けられるんですね。例えば、という

ことはＡ病院だと3,500円だとしたら2,500円が不

足なんです、病院にとっては。例えば一番知立市

で安いところが2,600円のところがあるんです。

例えば2,500円のところがあって1,000円を市民の

人が負担したとしたら1,500円が不足ということ

なんです。この金額というのは65歳以上の方が受

けられたものの不足分ということでよろしいでし

ょうか。 

○健康増進課長 

 インフルエンザにつきましては、65歳以上の方

に1,000円で受けていただくように医療機関と委

託契約を結んでおります。この委託契約の金額は

結んでいる医療機関全て一律同じ委託料でござい

ますので、65歳以上の方は1,000円払えばそれで

いいということでございます。ただし、それ以下

の方はそれぞれの医療機関の金額でお支払いいた

だくということになっております。 

 以上です。 

○高木委員 

 ホームページを見ますと、名古屋市も一律で病

院のほうインフルエンザに関してはワクチンの接

種を決まっているというようなことが書かれてお

りました。となると、その下にあります高齢者肺

炎球菌ワクチンの接種事業に関しましても、この

医者との間で幾らですよという、3,000円が負担

しなきゃいけないんですけども3,000円を除いた

例えば8,000円なら5,000円は市のほうに請求が来

るということでよろしいでしょうか。 

○健康増進課長 

 高齢者肺炎球菌のほうはインフルエンザの契約

の仕方とは違っておりまして、これは契約ではな

くて扶助費で補助しておるという、個人に対して

補助しておりますので、そこの医療機関が幾らで

打っても一般的な方には3,000円を引いた額を医

療機関に支払うということでございます。この高

齢者肺炎球菌ワクチンの事業については金額の委

託契約を結んでおりません。結んでおりますのは

3,000円、あるいは非課税世帯等の方の8,000円、

そういったものを病院側で差し引いた金額を請求

していただくということです。8,000円と3,000円

は医療機関から市のほうに後で請求が来るという

ことでございます。 

○高木委員 

 肺炎球菌のほうは５年に１度ということなので、

５年を守るためにはどのように把握してみえるん

でしょうか。 

○健康増進課長 

 まず、各医療機関に予診票が置いてありますけ

れども、そこには５年以内に打っているかどうか

の確認をするところがございます。また、平成24

年度に打った方は保健センターのほうのシステム

で管理させていただいて、今後打たないように確

認していくつもりでございます。 

 以上です。 

○高木委員 

 そうですね。何度も打ちたくなっちゃう方があ

るもんですから、とても病院のほうとしても、こ

としはここの医院に通って、ことしはここの医院

で去年も打ったけどまた打ってという方があるよ

うに思われるときもありますので十分管理してい

ただきたいと言うか、たくさん打って効くもので

はありませんので、よろしくお願いします。 

 次に、167ページの浄苑費についてお伺いしま

す。 

 霊柩車、それから逢妻浄苑の業務委託料とあり

ますけども、この内容をお聞かせください。 

○市民課長 

 これは霊柩車を年間委託。要するにこれは友引

と１月１日を除いた日、年間を一応業者委託。そ

れと逢妻浄苑のほうにつきましては、あそこの職

員の方は再任用の職員の方でございますので、再

任用というと週４日、それで週３日分を業者に委

託しております。その分の委託費でございます。 

 以上です。 

○高木委員 

 12月補正のときに、何か圧迫骨折をされて休ま

れた人が再任用職員がお見えになって、急遽再任

用職員でスタッフが足らなくなったということで
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逢妻浄苑の業務委託料というのはふえました。そ

れは私はことし、今になって初めて納得と言うか、

再任用職員が週４日出て見える。この方の給与と

言うんですか、この方たちは。報酬と言うんです

か。どこに書かれているんでしょうか。 

○市民課長 

 それはこの予算書の154ページ、155ページの、

これは見ますと第４款の衛生費第１項保健衛生費、

それと第１目の保健衛生総務費の節のところを見

ますと第２節の給料があります。その中で支払い

をしているというふうに聞いております。 

 以上です。 

○高木委員 

 これは保健衛生費の中で、総務費の中で全ての

方がこの４人の分が入っていますよということ。

ほかの方のはないんですか。この方たちだけの、

この４人分ということですか。 

○市民課長 

 済みません。４人、22人ですよね。 

 それで、実はどうしてそういう区分けという根

拠がございまして、財政法の第23条、それと地方

自治法の第216条、この中に歳出にあっては、そ

の目的に従ってこれを款項に区分しなければなら

ないという、そういう規定があるそうです。その

中でやはり火葬場となりますと衛生費の関係にな

りますので、それでこちらのほうの款項で区分を

しているということを財政の方から聞いておりま

す。 

 済みません。ちょっと詳しい内容は財政に聞い

てもらわないとわからないんですけど、以上です。 

○高木委員 

 再任用の方のがどこに載っているのかちょっと

わからなくてお聞きしました。そういう大きな款

と項の項目の中で分かれているよということで、

ありがとうございました。 

 この浄苑につきましてですけども、建物1952年

に建てられているということで、どなたかたちと

一緒の年だなと思いながら、それで耐震はされた

ということですけれども、こんなこと言っちゃ何

ですけども、耐震はいいんですけど本当にほかの

面では大丈夫なのでしょうか。 

○市民課長 

 済みません。実は私のほうの資料がございまし

て、昭和27年６月、今委員から1952年、ちょうど

私たちの年なんですが、それでできたというお話

なんですけど、これは今現在のここに火葬場を開

場すると。それで今現在の建物、火葬炉の上にあ

る建物、それと隣の休憩所みたいなところがござ

います。それはちょっと調べましたら工事名が知

立町町営火葬場火葬炉本館工事、これが契約して

いるのが昭和45年８月11日でございます。もう１

つ工事がございまして、知立町町営火葬場待合室

工事、この２つがございまして昭和45年８月15日

から昭和45年11月22日にかけて建設したというこ

とでございますので、ここの建物ができたのは今

現在にある建物は昭和45年にできたというふうに

私のほうは解釈しております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 先日見せていただきました施設の管理の資料が

ありました。あれを見まして私は今お話している

んですけど、あれだと。 

 私が間違えていました。ごめんなさい。72年で

した。失礼しました。いずれにしましても昭和56

年よりも以前の建物ですので、よろしくお願いい

たします。 

 申しわけありません。今の訂正です。済みませ

んでした。以上で質問を終わらせてもらいます。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 よろしくお願いします。 

 まず、163ページ、003の自殺対策推進事業のほ

うから伺いたいと思います。 

 幾らか予算で上がっているんですけれども、結

局ここでかわるのは研修旅費が昨年は79万円だっ

たのが９万円になるということで、これは必要な

くなったのか、とれなかったのか。 

○健康増進課長 

 特に必要なくなったということでもなくて、近
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くで研修する場所もあれば、研修につきましては

引き続きいろんなところで出てくる予定でござい

ます。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 それで、ここで講師謝礼、それから研修は行っ

たと、去年。消耗品費、いろんなお知らせなんで

しょうけどもこれもしたと。ただ相談業務という

のはここでは考えてなかったんでしょうか。 

○健康増進課長 

 ここではありませんけれども、ここは自殺対策

推進事業ということで補助金がそのままついてく

る事業でございます。自殺対策につきましては、

これは県の事業でございますけれども、別にここ

の事業で行うということではなくて、いろんな保

険事業の中で相談事業はさせていただいておりま

す。毎月１回３人程度精神科の医師をお願いしま

して相談事業をやっておりますし、また、いろん

なケースがでてまいりますので、そういったケー

スに対して保健師が適切な対応をしていくように

努力しておりますので。 

 以上でございます。 

○池田福子委員 

 それで、平成22年なんですけれども自殺された

方が知立市の健康というもので確認させていただ

きましたが、平成22年で14名の方が自殺なさって

いるんです。これは全国からいくと結構大きな数

字なんです。自殺者の自殺を遂行しちゃったとい

う方が14名に対して、潜在的な自殺願望という人

はその10倍はいるだろうと。とにかく未遂でもや

ってみたという人も結構多いと思うんですけれど

も、もうちょっと相談業務というものを充実させ

てはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○健康増進課長 

 相談業務もそうなんですけれども、自殺につき

ましてはいろんな要因が考えられますので、私ど

も健康増進課だけではなくていろんな経済的な問

題もございますし、いろんな自殺の対策があるか

と思いますけれども、横の連携をとりながらそう

いった問題に取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 それで私自身は、八橋で起きたことですよね。

御自分のお母さんの首に手をかけてしまったとい

う。あれも心中だと思っているんです。もしあれ

が成功していたら２人そこで自殺ということにな

ってしまったんじゃないかというふうに考えてお

ります。そういう点も鑑みましてもうちょっと相

対的な相談業務というのをちょっと充実させても

らいたいんです。 

 同じ相談ということで載っておりました135ペ

ージの003の家庭相談室運営と。これは児童のと

ころで出ておりますもんで学校関連だと思うんで

すけど、こちらのほうはどのように相談を受けて

いるか、ちょっとお話し願えますか。 

○子ども課長 

 家庭児童相談室のほうは、家庭児童相談員とい

うことで一応２名置いておるわけですけども、業

務の内容としては、家庭児童相談室の業務として

は家庭での児童の子供を育てる育成とか、そうい

ったところの悩みについての相談だとか、あるい

は児童虐待だとか、そういったような形で活動さ

せていただいてます。 

○池田福子委員 

 やはり予算が前年と同じようにとってあるとい

うことは、これは相談件数が多いと言うか、現状

のままと言うか、結構相談があったということで

すよね。減ってないということで。 

○子ども課長 

 家庭児童相談室のほうの予算、相談員について

は、これは月額が決まっていますので、その２人

分ということですので、平成24年度も平成25年度

も一緒ということになります。 

 相談の実態ということでいきますと、平成23年

度で１年間でいきますと延べで742件ということ

になりますけども、ただこの742件がうのみにさ

れてしまうとちょっとあれなんですけども、例え

ば１件あります。１件あったものについて例えば

Ａさんから相談があった。その相談があったこと

について継続的にやります。その電話があったり、
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それを全て１件、１件と数えていますので742件

という形になっていますので、ちょっとその辺だ

け御理解いただければと。 

○池田福子委員 

 結構これも重いテーマでの相談が多いんじゃな

いかと思うんです。 

 次に、115ページの009なんですけれども、ここ

でも福祉活動専門員設置補助、この事業が457万

円というふうに新規でも取られておりますけれど

も、この方たちはどのような仕事をしているんで

しょうか。 

○福祉課長 

 これにつきましては、福祉活動専門員、これは

設置しなくてはいけないというふうになっており

まして、実際は社会福祉協議会のほうで１名設定

しておりまして、その部分の人件費を出させてい

ただいているその補助金になっております。 

 これは内容につきましては、基本的には社会福

祉団体等の健全な育成のために働いていただくと

いうことになっておりますが、例えば地域活動の

推進方策のための調査だとか、企画、連絡調整と

いった業務、それと福祉の向上のためのそういっ

た専門員を設置するという形の事業費ということ

でやらせていただいております。業務については

今言ったように各相談業務とか貸付業務、それと

社会福祉全般にわたる活動の推進業務という形に

なります。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 そこで相談業務が多岐にわたって複雑になって

きて、いろんな方が相談したいと。この間ＮＨＫ

でやっていたのは大人になってから発達障がいが

わかって働くに働けないと。でもどこに相談して

いいかわからない。とにかくどこに相談していい

かがわからないという人が非常にふえているとい

うことなんです。ネットで調べればわかるとか、

いろんなところで目につくとかそういうふうにお

っしゃる方もみえるんですけども、やっぱり１つ

に絞り込んでいくと言ったらおかしいですけど、

総合的な相談業務というふうに位置づけてはどう

かと思うんですけども、いかがですか。 

○福祉課長 

 今現在、福祉の関係に関しては私たち福祉課の

障がいの関係の方、それと当然子ども課では児童、

それとあと家庭の方。あと高齢者であれば当然地

域包括支援センターという形でやはり分けられて

しまっているというのが現状であります。やはり

若干専門的なと言うんですか、対象者が違うこと

によってやっぱり相談の内容も変わってくるとい

うことで、今そういう形をとらせていただいてお

ります。ただ、今窓口業務を１つにしたらという

ことでお話がありましたですが、まだ今の段階で

どういうふうにするかというのはまだ全然見当も

ついていませんので、まことに申しわけありませ

んが。 

○福祉子ども部長 

 私のほうから少しちょっと。相談窓口の一本化

ということで私どもいろんな相談がある中で、そ

の相談がどこの担当なのかという仕切り役という

ことではないんですが行司役と言うんですか、そ

れは２階の市民相談室のところで市としては一本

化の窓口という形で設置しておりますので、それ

ぞれどのような相談かはその窓口を経由してそう

いうのを対応しているというふうに思っておりま

す。お願いします。 

○池田福子委員 

 市役所の２階というのも立地的にいいかとは思

います。ただ、相談業務のプロ中のプロと言われ

ている精神保健福祉士、知立市では余り重要視さ

れていないかもしれないんですけど、他市では精

神保健福祉士の配置を本当に充実させているとこ

ろも多いんです。精神保健福祉士の場合はどんな

業務も相談に乗れて、それで配置してくれると。

これはあちら、これはあちらと。御自分も相談に

乗るんだけども、そういう人を１人置いて相談業

務の充実を図ったらどうかなと私は思うんです。

その資格を生かした仕事ということで。ただし、

その資格手当とかそういうのはもう職員の問題で

ありますのでつけるつけないという問題じゃない

んですけれども、どうせならその資格を生かした
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人を生かしたほうがいいじゃないかと思うんです

けれども、どうですか。 

○福祉子ども部長 

 今、池田福子委員の言われることもごもっとも

でございますので、一度どのようにできるかとい

うのは今後検討させていただきたいと思います。 

○池田福子委員 

 それで市役所も１つあってもいいし、だけど福

祉の大もとの管理委託をしているわけです、社協

に。ですから、そういうことも黙ってなくてもい

いと思うんです。こういう部署をつくってほしい

とか、こういう人がいるからそれを生かしてほし

いとか、そういうことでいいと思うんです。相談

業務はこれだけ受けられると。どんどん来てくだ

さいという感じだと思うんです。例えば障がい児

でも重い子たちはもう市外へ頼まなきゃいけない

わけです、障がいの重い子たちは。そういった場

合の本当に親御さんは苦労されると思うんですけ

れども、そういう相談するメーンの人がいてくれ

ることによって保護者はとってもほっとするとお

っしゃるんです。この人に言えば何でも聞いてく

れると、そういう意味合いからしてほっとすると、

市民の方が。そうじゃないと重い障がいのお子さ

んを抱えて、知立市内ではここは預かれませんよ

とほおり出される状態をちょっと想像してみてく

ださい。親子ともどもということになるわけです。

そうすると追い詰められてどういうことになるか

という場合もあります。こもりやすい方だとそう

だと思います。 

 ですから、これは福祉子ども部長、強力に進め

てもらえますか。ぐっと押し出してもらえますか。 

○福祉子ども部長 

 今現在は、やはり精神的な疾患を持ってみえる

方の相談というのは社会福祉協議会のほうで基本

的にはお願いをということで、私どもも社会福祉

協議会のほうに連携をとりながら進めております

ので、先ほど私はそのようなことも今後検討とい

うような、それをじゃあどのように各課が連携を

もう一度再認識もしなきゃいけないと思いますし、

専門性のある相談でございますので、その辺をま

たよく相談しながら検討していくことかなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○池田福子委員 

 その際に部署として設けてもらいたい。部署と

して。ですから、片手間にやっているんじゃなく

て相談業務の部署なんだと。いろんな人材がそこ

に集まっていると、専門家が集まっていると。自

分の持っている資格で仕事をしていると。そうい

う形にぜひもっていっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしました。 

 そうしまして、これも相談が多いと思うんです

けどページの123の019の新規です。障害児施設給

付事業、新しいもので。これが結構な金額で計上

されておりますけれども、この内容を教えてくだ

さい。 

○福祉課長 

 これは本来今まで自立支援法の中で全て通所の

サービスを使われる方の給付、並びにそういった

相談支援の給付ということでやっていたわけなん

ですが、法改正によって障がい児につきましては

児童福祉法の中に入っていくという形です。その

中で分けさせていただいたものです。ですから今

回新規のほうで上がっているような形なんですが、

今までは障害福祉サービス事業費の給付費と、あ

とそういった中に入っていたものが分かれたとい

う形で理解していただいたほうがわかりやすいか

と思います。 

 それで内容については、障害児通所給付費の扶

助費なんですが、これについては、今までは児童

デイというサービスでやっていたんですが、それ

が今後放課後デイサービスという形で分けさせて

いただいたものが入ります。 

 それと障害児相談支援給付費扶助費につきまし

ては、先ほどから言われている障がい児に対して

のサービスの利用計画の策定がここに入ってきて

います。そういった事業費の部分の形になってお

ります。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ここで10分間休憩します。 
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休憩 午後５時00分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後５時08分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○池田福子委員 

 済みません。それでこの通所の施設なんですけ

れども、どういうところが何カ所ありますか。 

○福祉課長 

 この施設につきましては、平成23年度まではほ

とんど児童デイサービスという形でやっていた事

業所という形で、それから平成24年度から放課後

デイという形で切りかわりました。大体、市内に

ついては平成24年度からけやき作業所の第２けや

きの八ツ田のところにある施設です。みどりとい

う施設が今放課後デイという形でやらせていただ

いております。 

 それと、あと市外に12カ所程度あります。安城

市、刈谷市、名古屋市という形で皆さん通われて

いるという形になります。ほとんど利用者の方に

つきましては大体60名程度になります。まだ今年

度数字的にはっきり出ていませんがその数字ぐら

いで利用されているということで、放課後デイと

いうことですので安城養護学校等終わられてから

そこの施設に行って、そこでお母さんが迎えに来

るというような形の施設になっております。 

○池田福子委員 

 要するに市内１カ所で、市外へ行っているお子

さんたちが12カ所で何人行っているんでしょう。 

 結局、市内に施設が足らないということですね。

結論から言いますと。 

○福祉課長 

 そうですね。やはり市内の方は市内、家の近い

ところのほうがやはり利用しやすいです。当然お

母さんたちが迎えにいく場合でも近くのほうがい

いということなんですが、知的のそういった施設

等がやはり今足りないということで、その辺の施

設の整備などとか新しい新設の事業所等、そうい

うものの開所というのが急務というのは当然その

お母さんたちからも話を聞いて、うちのほうもそ

れは理解させていただいております。 

○池田福子委員 

 市長、このような状態をどのように思われます

か。市内の子供たちが市外に行って遠慮しながら

行っているのかなと思うんですけれども、どうお

感じになりますか。 

○林市長 

 まだまだ御苦労をおかけしているなと、本当に

申しわけないなという思いでございます。 

○池田福子委員 

 １つずつでもふやしていこうというお返事をい

ただけるかと思ったんですけど、どうですか。 

○林市長 

 まだまだ具体的にいつからというのはなかなか

言えないんですけれども、決してそうした御苦労

されてらっしゃる方々のことは忘れてはいけない

なと思っております。 

○池田福子委員 

 ぜひ進めていただけるんだということを信じて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、また相談が多いのは生活保護で

153ページ、医療扶助費というものがふえてるん

ですけれども、これはなぜでしょうか。 

○福祉課長 

 生活保護の法廷扶助費に関して、今やはり多い

のが生活扶助費と医療扶助費です。 

 医療扶助費につきましては、やはり入院等そう

いう方が出ますと一気にやっぱり膨らんでしまう

ということです。やはり10割負担を丸々見させて

いただいているということもあって、やはりそう

いった方が１人ふえるだけでもかなりの金額がい

ってしまうということで、うちのほうも無理しな

いようにということで、体が悪いということであ

れば医者にかかってくださいという話でさせてい

ただいてますので、それについてはそういったこ

ともあって皆さんかかられていると思っておりま

す。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 私も議員をやるようになってから生活保護の人
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なんかとお話しする機会がふえたんですけど、最

初に思ったのは笑ったときに歯が真っ黒なんです。

苦労したなと思うんです、そこで。歯以外のとこ

ろは普通なんですけれども、そういうところでこ

れは苦労したというふうに感じることが多いんで

す。医療扶助のこともそうなんですけれども、医

療ももちろんこれに含まれるんですけれども、例

えば目なんかはどうですか。視力が衰える、見え

なくなるというようなときは。 

○福祉課長 

 当然、医療について、目についても、例えば糖

尿等で目が見えなくなるとか、視力が悪くなると

いう形のものについては当然医者のほうへ行って

いただいてということであれば、その部分につい

ては当然給付対象になってくるということでやら

せていただいております。ただ、そういった例え

ば近視の眼鏡だとか、そういった治療用でない限

りはそういったものはちょっと出ないかもしれな

いんですが、治療に関しては、眼科のほうの病院

へ行っていただいた分については見させていただ

いております。 

○池田福子委員 

 治療のほうは見てくださるけれども、眼鏡とな

るとそれは出ないというふうに理解していいです

か。 

○福祉課長 

 そうですね。治療のために購入していただくよ

うな眼鏡とは違って、通常の例えば年をとって近

くが見にくくなって老眼鏡を欲しいとか、そうい

ったものについては申しわけありませんが給付対

象という形じゃなくて生活扶助費の中で購入いた

だくという形でお願いさせていただいております。 

○池田福子委員 

 医療扶助運用要領というのがございます。そこ

で厚労省の問答集というのがありまして、眼鏡に

ついては治療等の一環としてそれを必要とする真

にやむを得ない事由が認められるときに限ると、

限るというふうに眼鏡は言ってるんです。という

ことはイエスかノーかで言うと眼鏡もイエスとい

うことになるわけです。大体、目というのは自力

ではよくはなりません。自然治癒するものではあ

りませんから一旦進んだらそんなの自分がどんな

に努力しても元には戻らないということが言える

と思うんです。年をとってきますと片目がどうも

だめと、片目がだめだともう一方の目で物すごく

無理して見るわけです。結局は両方を弱い感じに

しちゃうんですけども、こういうときも知立市で

は認めない方向にあるんですか。 

○福祉課長 

 基本的に先ほど読んでいただきましたように、

やはり治療の中で必要なものに限らせていただい

ております。ですから、先ほど言った近視になっ

たりとか、老眼になったりとか、そういったので

単に購入するというものについては保護費のほう

では見させてはいただいておりません。ただ、生

活扶助費の中で買っていただくということになり

ます。 

○池田福子委員 

 ただ、この要領では治療材料としての給付とい

うふうに言っております。老眼で目の悪いまま歩

かれて転ばれたらもっと大変ですし、車が来るの

が見えなくて事故にあったらもっと大変だと思う

んです。ちょっと若い方なら就労に目が悪いとな

るとすごいハンデです。まともに仕事ができない

場合があります、視力が悪い場合。だからどっち

がいいですかと言った場合、本人の過ごしやすさ

もあるし、それから就労のこともあるし、生活し

やすさもあるし、眼鏡がなかったら本が読めない

だったら楽しみが本当になくなっちゃうという方

も見えるし、必要な情報も入らないということに

なっちゃうんです。ですからここはぜひ眼鏡も一

定の手続を踏んだものはオーケーにしてもらいた

いと思うんですけれども、福祉子ども部長、どう

ですか。 

○福祉子ども部長 

 やはり先ほど福祉課長が申しましたように、日

常生活の中で支障をきたし、またそれが医師がそ

れは治療行為の一環としてやらざるを得ないと言

うか、眼鏡をかけなければ生活が困難ということ

になればそれは先ほど言いましたように対象とい
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う、厚労省の通達、それに合致するのかと思いま

すけど、老眼、近眼とかいう例えで言われました

けど、そういったことについては対象外というふ

うにならざるを得ないと思います。 

 以上です。 

○池田福子委員 

 老眼、近眼も本当にそのまま歩くと危ない場合

がありますから、だからその辺をちょっとお考え

いただきたいと思います。それから、めたらやっ

たらに買える物じゃなくてきちっと相談しながら

どういう物がいいかということを手順を踏んで医

療券というもので購入できるというふうにはなっ

ておりますもんで、いま一歩ちょっとお考えいた

だきたいと思います。生活必需品であります。見

る、聞く、補聴器のほうはどうなんですか。見る、

聞く、食べる。 

○福祉課長 

 補聴器等、当然耳鼻咽喉科等で必要があるよと

いうことで指導されれば、それについては対象に

なってくるとは思っております。ですから、先ほ

どの眼鏡についても眼科のほうの治療のほうでこ

れが必要だよという話で、ただ単に普通の方と同

じような形の少し見にくくなったというのは、ケ

ースワーカーのほうは既に指導はさせていただき

ます。そういうのはかけてくださいということで。

ただ、その部分について医療扶助のほうではちょ

っと対象から外れてしまいますので、まことに申

しわけないんですけど生活扶助費の中の一部で御

購入いただくということでお願いしております。 

○池田福子委員 

 ここには治療材料券というふうに扱っておりま

して、この扱いなんですけれども、治療材料の貸

与、または修理に要する費用合わせて見積もりを

するということなんですけれども、修理できるも

のと貸与できるものというふうに分けているんで

す。修理できるものは今はめている眼鏡がちょっ

と調子が悪いから修理すると。度を変えるという

感じですけれども、貸与というのは新たに買うと

いうことにならざるを得ないと思うんですけれど、

これ押し問答しててもしょうがないんですけれど

も、見る、食べる、それからにおいを嗅ぐ、それ

から聞く、この辺はもう本能に近いものがあると

思いますので、生きるためにぜひぜひ考えていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

いい方向にもっていってください、徐々にいい方

向にもっていってください。よろしくお願いしま

す。 

 以上でございます。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○石川委員 

 それでは、ちょっと２、３お聞きしたいと思い

ます。失礼しました。 

 地球温暖化対策地域実行計画、これについてお

尋ねしたいんですが、策定費用ということですか。

まずお願いしたいと思います。90ページじゃなか

ったかと思います。概要のほうの90ページ。 

○環境課長 

 温暖化の実行計画の概要という御質問でござい

ます。 

 今のところ環境省のほうからガイドラインが示

されておりまして、それに沿って策定をしていく

予定でございます。 

 もう少し細かく申し上げますと、計画策定の背

景、意義等の整理。項目でちょっと申し上げます

と、そこでこの目的、概要というものを策定しま

して２番目に意識調査。この辺は数については、

また積算上は一応2,000名ということにはなって

いるんですが、あと事業者は200社ということで

一応なっているんですけど、数はちょっと若干変

わるかもしれませんが、地球温暖化に対する意識、

対策に向けた取り組みの実態意欲等々アンケート

調査を実施いたします。市民と事業者、それとあ

とパブリックコメントを最終的に行いますので、

その辺に関する支援等も予定しております。 

 ３番目に温室効果ガス排出量の現況推計という

ことで、ここら辺が業種別、家庭だとか産業部門、

運輸部門、工業系、廃棄物系、農業はちょっと対

象には入れないつもりなんですが、そういったと

ころの実態として温室効果ガスの排出量はどのぐ
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らいであろうかと。１台１台車の燃費を調べるわ

けじゃございませんが、推計をする合理的な推計

の仕方というのがガイドラインに示されておりま

すので、そちらのほうを調べていきたいと思って

おります。それと、増減の要因の分析ということ

で、それで今後どうするかという対策を練るため

の分析をしていただきます。 

 ４番目に温室効果ガス排出量の将来推計、目標

設定ということで、こちらのほうにつきましては、

その分析を行った結果当市においてどのような方

向、いわゆる削減のための方法等を定めていくと

いうことで、その辺がちょっとまだ細かいところ

までは決めてはいないんですが、その辺の将来推

計、目標設定というものを設定していきたい。そ

れとあと基準年度ということで、これは京都議定

書に準じて1990年を設定して、あと目標の計画期

間、削減の目標、部門別の先ほど言った産業だと

か家庭だとかという部門別の目標。それと温室効

果ガス排出抑制対策に関する施策の検討というこ

とで、短期、中期、長期、前に分けて整理し、ロ

ードマップを作成すると。 

 先ほどのが５番目です。６番目に進捗状況の把

握、評価方法の検討。 

 ７番目に審議会等の運営補助、そういったもの

を考えております。 

○石川委員 

 たくさん言ってもらったけど、大変関心のある

ことというのは、やっぱり目標の設定なんです。

京都議定書という話題が出ていますけど、国は国

として何やら鳩山さんという人がえらいことを発

表しましたけど、それについても何ら指針がなか

って今指針が来てそれによってということなんで

すが、私は一番知立市だというので大気汚染等は

非常に悪いんではないかと思うんです。 

 測定する場所をまず教えてください。大気汚染

についてＣＯ２、今どこで測定されていますか。 

○環境課長 

 一酸化炭素の測定を市役所といきがいセンター

を行っています。ＣＯ２につきましては、済みま

せん。県も測定しておりますので、市は市で単独

やっているものを当市の予算の中で一酸化炭素と

出てきたもんですから紹介したんですが、後ほど

ちょっとお答えさせていただきたいと思います。 

○石川委員 

 県で調べてるというやつもあるんだけど、これ

はえらい地域によって違います。特に知立市がな

ぜそういうことを私ら市民が心配するかというと、

やはり交通の便がいいということで国道が何本も

入っているという中で、自動車の通過車両とか物

すごい量です。それに対して何らそういう測定し

たとかないわけですか。市役所とか、いきがいセ

ンターなんてところは本当の国道脇ではないとこ

ろではかっているわけですから、そういう心配も

ある中で532万円のお金を使ってガイドラインに

沿ったものだけしかやらないんですが、これは

我々市民なんかにとっては、もっと知立市は汚れ

ているんじゃないかなという心配はあるんです。

それだけど何ら数値がわかりにくい。これぐらい

の地域におったら市単独ででも本当のそういう車

両の通過する部分のところで測定するぐらいの気

構えがあってもいいんじゃないかなと思うんです

が、いかがですか。 

○環境課長 

 二酸化炭素ということなんですが、地球温暖化

に関係する温室効果ガスというのは、済みません、

今ちょっとすぐには出てこないんですが、フロン

だとかいろいろあります。ＣＯ２は１つだと思い

ます。一酸化炭素もその中に入っていると思いま

す。そこら辺をこの計画策定の中でもう少し整理

させていただいて、委員がおっしゃるとおり当市

は特殊的な地理的な特徴があるのは承知しており

ます。国道に囲まれた地域でございますので、お

っしゃるとおり排気ガス等が非常に多いんではな

いかなと思います。そこら辺をこの計画の中で、

データとしては県も市も市役所でも県の測定器が

置いてございます。安城農林高校にもＰＭ2.5の

機械もあります。近隣の県内各市に全部あるわけ

じゃございませんが、近隣等で測定するやつも合

わせて知立市は知立市であった測定のデータを生

かして計画の中に盛り込んでいきたいと思ってお
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ります。 

○石川委員 

 しっかり目標を立ててもらいたいと思います。

これからアンケートとかいろんなものをやるんで

しょうけども、果たしてそのアンケートというの

がどれだけ企業とかそんなところでつかまえてい

るか。それだけのしっかりしたところだとちゃん

とそれなりのものはやっていると思いますけど、

小さいまちの会社にアンケートを出しても、それ

はなかなか、これに丸をつけろというぐらいのこ

とのアンケートはやれると思いますけど。 

 やはり、これは市長どうですか。こういうのは

安全、安心なまちづくりと一生懸命言ってみえる

けど一番健康を害するんじゃないかという、この

大気汚染等についてのこと。やはりこれからの対

策をお考え願わないかんかなと思うんですが、ち

ょっとお願いいたします。 

○林市長 

 石川委員のおっしゃるように知立市は交通の要

所ということで非常に自動車の通行が多いという

ことであります。今回この計画をつくるというこ

とでございます。国の指針に基づいてつくってい

くわけでございますけれども、これが基本になっ

て今環境課長が申し上げましたように、知立市で

はどうしたらいいのか、知立市の実態はどうなの

か、そんなこともしっかりと見定めながら対策を

とっていかないかんなというふうには思っており

ます。 

○石川委員 

 ぜひその方向で、これは環境庁のガイドライン

ですから、それに従ってまずはスタートするんで

しょうけど、やはり知立市は知立市の特徴がある

ので、そういうものをしっかりと行っていかなく

てはいけないのではないかなと思います。ぜひよ

ろしくお願いします。 

 続きまして、うちの同僚の議員と重複してしま

ったんで、その中でちょっとお聞きしようと思う

んですけど中小企業再投資促進補助事業というの

を先ほど聞きましたので余り深くは聞きません。

余りよくわかってないみたいですが、一番答弁で

感じたのは、もう全然知立市で把握もしていない

のに予算に出ているという感覚を受けました。何

社あるんだと言っても何か１社来たぞとか簡単な

ことを言ってみえるけど、要するに県が認めたや

つが知立市へ来たら知立市が補助金を出しますよ

というものではないかなと思うんですが、少なか

らずともそういうものを予算に計上するなら知立

市独自で、これは役所で調べられないといったら

商工会なり、いろんなところでの相談しながら把

握すべきだと思うんですが。その点だけもう一度

お願いします。 

○経済課長 

 今回の中小企業及び中心市街地実態調査委託の

中で愛知県の補助金制度ということで、これの意

向調査を出させていただいております。市内中小

企業382社に紹介を出させていただきまして、利

用したいというのが20社、検討しているというの

が17社、利用しないというのが58社、該当しない

というのが224社、無回答が63社と、こういうア

ンケートはやらせていただいております。 

 以上です。 

○石川委員 

 じゃあ先ほどもそういう答弁してもらえばいい

のに何か１社しか言っとらんしか、要はつかんで

ないというようなことを言われるんで、これはも

う田中新委員もびっくりしちゃってどうしていい

のかなというところがあったので。 

 それともう１つ同じように新規創造支援事業で

す。これは空き店舗の76ページなんだけども、こ

れは家賃の保証とかそういうものなんですが、こ

れについては何か目視されただけで、それだけで

は全然こんなの店舗のあれは埋まりません。イン

ターネットもあるんですから、よそでやっておら

れるところをちょっと見てください。すごくちゃ

んとしっかりとやっています。地域に空き店舗の

場所までちゃんと明示しています。それでそこは

どういうふうだということで。それでそれに対し

て補助も出しています。今のところだと恐らくこ

れは目視して42店舗あったということですが、た

だシャッターがおりているというだけで、じゃあ
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その家主たちは貸すんですかと、そういうことま

で突っ込んで入っていかなきゃいかんのですが、

それは商工会に任せようというんであれば、商工

会のほうがそれをつかんでみえればいいけど、ま

ず両方とも今はつかんでいないと思うんです。た

だ空き店舗、空き店舗でって。私どもの同僚の議

員がいつも議会で空き店舗何とか何とかという質

問をよくやっていますが、実態がつかめていない

のにそんなの対策もへったくれもないです。と思

うんです。だから、これも何か丸投げみたいに商

工会にぽんとやっといて商工会から来たからとい

うような感覚が大きいのではないかね。それだと

やっぱり一緒になって調査すべきだと思います。

それで商工会にも言って、どうだ本当に閉まっと

るところは貸してくれるのかどうかということが

まず大事じゃないですか。貸すための条件という

のがどんなもんだと。あなたのところは家賃が幾

らだったら貸してくれるのというものまで把握し

てなかったら、そんなの新規の人をちょっとやっ

てくださいよと言ったって、この場所がいいなと

言ったって、そんなもん全然進展する話じゃない

じゃないですか。だからそんな３万円出しますよ

とかそんなことを言っておっても、勝手に借りて

店を開けたところだけ３万円出しますよと。そん

なふうじゃなくて本当にそれでいこうというんだ

ったら、やっぱり商工会ともよく意見を聞きなが

ら、それは役所のほうにそう人員がおるわけでも

ないので商工会の助けも当然いいんですが、そう

いう実態の調査が進められないといけないんじゃ

ないかなと思います。それで本当に貸してくれる

のか、貸してくれないのかわからない部分がある

し、物すごい高いかもわからんし家賃が。３万円

ぐらいじゃとても駅の辺のあそこら辺のところへ

は行けないかもわからんですよ。42店舗あると言

ってみえますが、それぞれ条件があると思います。

幾らのところならこれをこうというような、そう

いうものまで詳細につくり上げるぐらいのことを

やらないと、これはなかなか空き店舗対策なんて

いうことはできないと思います。そこら辺のとこ

ろいかがですか。そうやって強調して商工会とそ

ういう調べもやろうという気はありますか。 

○経済課長 

 今回の中小企業振興施策の検討のための調査と

いう形の中では中心市街地の空き店舗の目視とい

うことで、正直言って空き店舗だけのことをやっ

たわけではなくて、いろんなものの中の１つとし

て空き店舗調査を実施しました。ですから、空き

店舗対策として本当に知立市内にどんだけあるん

だとか、そういうことも調査しておりません、正

直言いまして。だから今後この空き店舗対策に関

しては中小企業振興基本条例の中で、これをどう

いうふうにやっていくかということを検討しなが

らよりよい方向に持っていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○石川委員 

 そうしてください。全然進まないんです、これ。

ただ空き店舗がある、ある。またふえたと言って

おるだけで何も進まないです。それで本当に空き

店舗のそういう対策もせないかんのではないかと。

中心市街地というところはそういうものがあるじ

ゃないか。 

 うわさ話でこんなこと言っちゃいけませんが、

中央商店街のところもシャッターが多くなったと。

それじゃあ今、これは全然管轄が違っちゃいます

が、駅前での区画整理のときにあそこら辺にずっ

とある今、夜盛んになっています店舗がどこへ行

くんだと。それだったらそれ一生懸命中央商店街

のところでも調査して、そういうのでいいかねと

いう話がやっていければそちらへ移ってもらうな

りそういうことが可能だと思うんですが。そうい

う基本的なものはできていないとそんなもんあな

たはあっちへ行きなさいよと言ったって、勝手に

あなたら更新してきなさいなんてそれはなかなか

難しい話なんで、そういう部分のところでしっか

りと、そういうものを役所だけでなかなか大変だ

ったら商工会の人と一緒になってやろうというよ

うなあれでやってもらわないとこれはだめです。

こんな新規創造支援事業なんて言ったって新規で

何もやれないです。こういうところもありますよ、

こういうところがあるんですよというところで、
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それじゃあここでやってみようかと。それでそし

たら家賃がどれだけ補助されると。それじゃあ何

とかやっていけるから一遍やってみようかという

ものがそういう開店につながるんではないかなと

思いますので、これはしっかりそういうことで前

へ進んでください。うちの同僚がしょっちゅう言

ってます、議会で。何とか空き店舗の対策をとか

言っとるけど、もうちょっと具体的にこちらも提

案せないかんでしょうけど、そういう面でしっか

りとちょっと今の言われた中小企業振興条例もあ

りますので商工会と一緒になって頑張ってもらい

たいと思うんですが、ちょっと市民部長、一言。 

○市民部長 

 ちょっとさかのぼったような御答弁をさせてい

ただくんですが、まず中小企業振興施策検討のた

めの調査ということで空き店舗の調査をさせてい

ただいたという、そういう御答弁をさせていただ

いておるんですが、目視、目視って私も質疑のと

き目視でというふうに御答弁させていただいたん

ですが、実際に目視と言ってもただシャッターが

閉まっているだけということではなくて、店舗の

電気がついていないだとか、あるいは人気がない、

あるいは実際に電気のメーターが回っていないと

いうようなところを調査いたしまして、これはど

う見ても店舗としては活用されていないというよ

うな実態も見まして空き店舗という位置づけをさ

せていただきました。また、この調査がきちっと

まとまりましたらお配りさせていただくんですが、

具体的に中心市街地の中のどこにそういうものが

あるのかということも具体的に地図の上に落とさ

せていただいておりますので、実際の検討策を検

討していただくときにはこういうものも参考にし

ていただいて検討していただくということになっ

てこようかと思います。 

 それから、創業支援の関係でございますが、こ

れは必ずしも中心市街地だけで使っていただくと

いう制度ではなくて、知立市内一円で商工会が主

体となって助成をしていく。それに知立市として

上乗せをさせていただくという内容でございます。

家賃の２分の１以内、月に３万円という限度を市

としてはそういう限度でございますが、これに商

工会がまた上乗せを一部されるということでござ

います。今までやっておりましたちりふ家という

制度があったわけでございますが、これもさっき

経済課長が御答弁させていただきましたが、一定

のところを市で借り受けてそこへ入られる方とい

うことで募集をしたということで、場所、それか

ら面積、あるいは駐車場の問題、こうしたことで

非常に使い勝手が悪いということで募集をさせて

いただいてもなかなか手を挙げていただける方が

なかったということでございます。そうした反省

から場所について、あるいは広さだとかいろんな

ことがあるわけでございますが、これは創業され

る本人に一遍探していただいて自分の業種といろ

いろ検討されて、どこでどういう業種のものを開

かれれば一番自分の事業としてやっていけるのか、

そういうものは自分で決めていただくと。それに

商工会が助成していくということですので、うち

のほうもそれに上乗せをさせていただくというこ

とでございまして、この制度をつくっていくにつ

いても商工会と相談させていただきながらつくっ

てまいりました。もちろん、これを実行していく

についても商工会が主体でございますので、商工

会のほうとまた相談をよくさせていただいてなる

べく使いやすい創業の支援に実際になるというよ

うな内容にしていきたいというふうに思っており

ます。 

○石川委員 

 ありがとうございました。 

 最後の答弁になっちゃうかもわからんけど。あ

りがとうございました。それをしっかりと後輩に

受け継いでってやってください。お願いします。 

 それで、やはり商工会が主体だと言いながらも、

やはり先ほど言いましたように空き店舗等は基本

的なものをつかんでいないと、これはあなた探し

てそこでどうだなんて言ったって、その人にもデ

ータがないわけですから、それならある程度地図

で落としてあるんなら、ここだと幾らぐらいで借

りられてどうだよと、貸してくれるよとか。空き

店舗でも貸してくれないかもわからないです。先
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ほどの答弁もあったし、２階に住んでいるからと

ても１階は貸せないよとかそういうのもあります。

それでも聞いていますと、よそでそういう振興ま

ちづくりをやろうという人は、もちろんその地域

の人が中にも入るんですけど、その住んでいる人

をどかしちゃうと言っちゃいかんですが、あなた

はこちらのほうでお住まいになってください住む

だけだったら、それで貸してくださいよというよ

うな例もあるんです。実は私どもは倉吉市へ行っ

たんです。あそこも蔵があるもんですから、昔か

らの。その通りにあるんです。倉吉市へ行ったと

き、やっぱりその角のところは住んでみえた人が

どいていただいたと言ったらおかしいけど、それ

でそこへそういう店を出したというぐらい。かな

りそれで市役所の人がすごい自信持ってぼんぼん

しゃべるんです。商工会の人が案内するんじゃな

いんです。その担当者の人が心意気も随分違いま

す。まちをつくっていこうという。それで今では

知る人ぞ知る倉吉市のまちということで人が随分

来るようになったということもありますんで、商

工会任せ、商工会が主体だからと言わずに、それ

じゃあこういうものを調べてみようよとかいうぐ

らいのことは言えるじゃないですか。商工会の人

だって、商店街の人だってその地域の人がおるん

だから、それじゃああそこの空き店舗でどんな条

件かなとかいうぐらいの調査は可能ではないかな

と、そういうふうに思いますので、ぜひそういう

方向でお願いしたいと思います。 

 それでもう１点だけちょっと、住基ネットです。

最近の動向はどうですか。余り変わらずですか。 

○市民課長 

 住基ネット、住基カード、そういったものです

よね。その中で平成23年度末なんですが、その枚

数が2,292枚出しております。 

 以上でございます。 

○石川委員 

 随分たくさんになりましたね。まだほんの100

ちょっとぐらい余りふえないなと思ってたんです

が、やっぱりこれはふえた要因は何ですか。 

○市民課長 

 多分、身分証明書。特に僕が受付へ時たま出た

りなんかすると、写真つきの身分証明書が欲しい

という形の中でお見えになる方が多数見えますの

で、そういった身分証明書を銀行だとか何かにお

持ちになって自分の証明をされるというふうで使

ってみえるのかなというふうだと思っています。

それと、多分税の申告の際の、そういった少しお

金が安くなるのか税が減るのかわかりませんが、

そういったことでも利用できるという形の中で少

し知ってみえる方につきましては申請をされてい

るのかなというふうに思っております。 

○石川委員 

 たしかに身分証明という役割は大変重要なんで

す。それだからもうちょっとＰＲしてもいいかと

思いますし、免許証を返納したら発行されている

と思いますので、そういうことで年配になると本

当に自分の身分を証明するものがなくなっちゃう

んです。だからそういう点でもぜひこの住基カー

ドをということでいいんですが、住基カードとい

うのもＩＣチップがついているんだから私はかね

がねもったいないなと思って、それだけのあれし

かないのかなと。いろんなものがそこへ全部入り

込めれば１枚で済んじゃうなと。例えば印鑑証明

の別のカードがあるじゃないですか。あれも一緒

のもので出せるように、これは企画のほうだから

ちょっとそちらとは違うんですが、これは十分生

かしてもらったら本当に有効なものだろうと思う

んです。また、これは国のほうから番号制度をや

ろうかなんて言っておるから、これを使うかどう

かわかりませんけど、幾つもそういうカードがあ

るなんていいうのは余り芳しい話ではないんで、

これ１つでばっとできて身分の証明などにも使え

る、ここら辺はしっかりと勉強してもらわないか

んかもわからないですけど、行く行くはそういう

方向で１枚で全部が済めばなというような思いは

持っています。 

 市長、どうですか、そういうことをどんどんや

っていっては。今まだ印鑑証明等をコンビニで取

れるというのは大分のまちでやり始めてます。だ

からそういうときでも印鑑証明のカードを持って
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いくのか何か１つに統一すれば、今の住基カード

でも持っていけば出せるというような方向を１つ

研究してもらいたいんですが、副市長どうですか。 

○清水副市長 

 いろんな行政事務、ＩＴ化の問題でございます

けども、今御質問者がおっしゃいましたように住

基カードというのは今なかなか知立市の場合はそ

ういう汎用性がないということでございます。今

出ております印鑑証明証の発行についても、そう

いったものが使えないかという御提案もございま

すけども、現状の知立市の印鑑登録のカードは御

承知のとおり別のカードで今はやっておりますの

で、一時そういったことも総合窓口の関係で検討

させていただいたこともあるんですけども、なか

なか経費的にペイができないと言うか、なかなか

開発にお金がかかること。またそれを運用するた

めの維持経費も非常にかかるというような現実の

中でシステムの移行を今やっていますけども、そ

れをやるときにそういった検討もいたしましたけ

ども、それは少し置いてという結論になりました。 

 もう１つは、今おっしゃいましたように新しく

国が個人番号制度をというような話が出てまいり

ますと、今の住基カードとの関連性がどうだとか、

どういうふうになっていくのかなというのが非常

にあれだと思います。おっしゃるように私たちも

今年金の番号も１人個人番号で持っています。そ

れから住基の番号も持っています。また今度新し

いそういう番号がいわゆる社会保障制度が含めた

ものが出てくるとなるとなかなかわかりにくいの

で、今の時期は少し見させていただくというのが

懸命なのかなという思いも私は個人的には思いま

す。 

○石川委員 

 行く行くはそういう方向性はあると思いますの

で、これはちょっと部署が違いますのでいけませ

んけど絶えずそういう研究はぜひしといてもらい

たいと思います。確かに投資額とかそういう維持

費はたくさんかかると思います。今、税のほうで

もコンビニで払えるでしょ。クレジットカードで。

あれでも相当コスト的にはかかるかもわからない

ですけど市民にとってはあれは非常に便利です。

それが市民サービスだと思うんですけど、自分た

ちの都合のいい仕事だけでなくて市民の方々が本

当にこれは楽だな、簡単にやれるなというのが市

民サービスでもあるかと思うんですけど、ぜひよ

ろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは少しお聞かせください。まず、予算書

の45ページです。 

 45ページに社会福祉費補助金というものがずっ

と書いてあるわけです。しかし、平成24年度はこ

の中に難病患者の短期入所の事業補助金だとかホ

ームヘルプサービスの補助、それから生活用具事

業の補助というようなものがそれぞれ予算計上が

されとったというふうに思います。それで当然歳

出のほうにもそれにかかわるものが計上されてい

たわけですけども、今年度を見ますと119ページ

に006のところで難病患者等支援事業ということ

で先ほど質疑がありました特定疾患の見舞金１人

１万円というものしか載っていないんです。この

点について何か制度が変わられてこのような形に

なったのか、どうなったのか、その辺はお知らせ

願いたいなというふうに思います。 

○福祉課長 

 難病に関しては、難病患者については以前、そ

ういった日常生活用具とかそういった事業があり

ましたわけなんですが、実は今年度自立支援法の

改正、その中で総合支援法に切りかわった。その

中で当然福祉サービスを受けられるのに難病の方

が加わったということで平成25年度からというこ

とで始まっております。その関係で全てその福祉

サービス等のそちらのほうの事業費の中に組み込

まれております。ですから先ほどいった事業につ

いても、例えば難病の日常生活用具についてはこ

こで言う地域生活支援事業費等補助金、この中に

入ってくる。そういった各ものに入って消えてい

るという形ですが、基本的に事業的には消えてい
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るわけではなくて単に福祉サービスの中の障がい

者の中に組み入れられたということで理解してい

ただければと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、確かに今自立支援法、今度は総合福祉

法ですか、よくわかりませんけれども事業がなく

なったわけじゃないと。今121ページの中では日

常生活用具給付扶助費と、ここの中に日常生活の

生活用具の扶助については入られたわけですけど、

短期入所と、それからホームヘルプはどこに入ら

れましたか。 

○福祉課長 

 短期入所に関しては、ここの中で言いますと

121ページの上部のほうにあります障害福祉サー

ビス等扶助費、この中に入ってきます。この中に

今のホームヘルプの事業も、それから今言った短

期入所についてはそこに入った中で計算されてお

ります。ただ、今まで難病の方については利用が

ありませんので今までほとんど予算を組んで執行

ゼロという形になっております。 

○明石委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後５時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時08分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、もう１つ115ページですけれども、001

という形で、これもたしか昨年でしたか社会福祉

協議会のほうから移管された被爆者見舞金という

ものがありますけども、ここは20万円計上されて

おりますけども、ちょっとこれについて１人当た

り１万円かなというふうに思いますけども、ちょ

っと確認させてください。 

○福祉課長 

 これについても、一応年間１万円ということで

支給させていただいております。大体人数的に今

現在18名というふうに聞いておりますが、申請に

ついてはもう少し低くなるのかなという感じにな

っております。 

○佐藤委員 

 被爆者の方も被爆をされてから長い年月がたち

ました。知立市にも愛知県の被爆者の愛友会の方

が被爆者行脚というような形で訪問し要請活動を

毎年毎年やられているかなというふうに思います

けれども、この18名、20名、こうしたものについ

て、この人たちの健康状態だとか、そうした点に

ついてはどんな把握をされているのかなというふ

うに思いますけども、どうでしょうか。 

○福祉課長 

 被爆者については、当然被爆者健康手帳という

のが交付されているわけなんですが、これについ

ては県のほうでやられているということで、うち

のほうでは実態がつかめていないという状況です。

今年度から社会福祉協議会のほうから知立市のほ

うに移って知立市が今実施させていただいて、今

やっと申請された方については情報的につかめる

よという形になっております。ただ、今言ったよ

うにそれについて健康管理とかその辺については

今のところまだ市のほうではしていないというの

が実態であります。 

○佐藤委員 

 被爆者行脚の方も、例年見えてた方もお亡くな

りになって行脚に参加できないというような形の

方もおみえのようであります。また、そうした中

で健康状態も今まで保健所が把握しているという

ことで、なかなか市としては実態がわからないと

いうことでありましたけども、一般論でいけばだ

んだんとお亡くなりになってしまうというような

形の状況かなというふうに思うんです。私はそれ

で20万円計上されて、市も財政が苦しいとかいろ

いろ事情があることは私は承知しておりますけれ

ども、この見舞金が永遠に続く事業ではないとい

うふうに思うんです。ですから、そんなことを含

めて額はともかくとして例えば子供の私学助成な

んかは１月1,000円という形で、かつて7,000円だ

とか、9,000円だとか今１万2,000円になりました
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けれども、ささやかなそうした実態を把握しても

らうと同時に月1,000円ぐらいの中身にして、増

額などもやっぱり社協から移管されたこの際に検

討してみるべきではないかと、こんなふうに私は

思うんです。また、この点については愛友会の方

も例年のように要請項目の１つに挙げているんで

はないかなというふうに思いますけども、この点

はどんなふうにお考えでしょうか。 

○福祉課長 

 被爆者見舞金につきましては、以前は社会福祉

協議会の赤い羽根共同募金の中からお支払いさせ

ていただいていたということで、何年か前に

7,000円から１万円に上げたわけなんですが、ま

だこれについてそのまま今市のほうに移行という

形でいただいた事業と言うんですか、それでやら

せていただいてますので、今はまだ値上げと言う

んですか、その辺に関してはまだ全然検討もして

ない状況であります。 

○佐藤委員 

 福祉課長は移管されたばかりだということで、

当然だというふうに私も思います。しかしながら、

この方たちはやっぱり広島、長崎の原爆で被爆さ

れて、その後長い間いろんな意味合いで御苦労さ

れてきた方と。この事業が永遠に続く事業でもな

いということを考えると、やっぱりそうした皆さ

んの健康状態を把握しながら若干の増額をしてい

くような措置をぜひ私は時間との戦いですので検

討してほしいというふうに思いますけれども、副

市長、この点で私はそういうふうに思うんです。

これが永遠に続いてしまうということであればと

もかくとして、時間に限りがある中での事業とい

うことになろうというふうに思いますので、この

点はぜひ御検討いただきたいなというふうに思い

ますけども、どうでしょうか。 

○清水副市長 

 今の１万円、それに1,000円がいいのかも含め

てですけども、そのことにどれだけの重みがある

のかなということも私は思うわけです。私たちも

毎年愛友会の皆さん、知立市役所のほうにもお越

しいただいて、いろんな意味で行政平和教育、そ

ういったことにも要請の中身としてあります。そ

ういったところでは私たちもできる限りの内容を

これからも努力していきたいというふうには思っ

ております。 

 今の見舞金、この額については、これも福祉協

議会のほうから市のほうが移管するときにも各市

の状況も聞きました。その中では多いところでは

１万2,000円とか、いろんなそういう額のところ

もあります。そういったところではそういった検

討が全然なされていないということでございます

ので、その1,000円なりを上乗せさせていただく

ということで皆さんにそういった気持ちが伝わる

のか、その辺も含めてよく検討させていただきた

いなというふうに思います。 

○佐藤委員 

 私は、増額を月額1,000円ぐらいにしたらどう

かという、私はそういう提案ですけど、同時にや

っぱり今までこの方々については保健所の管轄と

いうことで、御苦労されておられる市内の被爆者

の方については余り実態の把握をされてこなかっ

たというこうした意味合いにおいて、こうした見

舞金の制度と合わせながらやっぱり実態把握をし

ていただいてそれなりの対応をするのがしかるべ

きではないかと。こんな思いで今回この問題につ

いてもちょっと質問させてもらったわけですけど

も、ぜひその点で時間との戦いですので御検討を

お願いしたいと。 

 もう一度だけ、市長はどのように受けとめます

か。 

○林市長 

 この１万円を月に1,000円上げてということで、

そういう議論が私は本当に御苦労された方々が本

当に何と申しますか私はわからないんです。心を

込めて御苦労いただいた方々に対しお見舞いを心

から贈らせていただく、私はそれでもって私はい

いのかなというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 心を込めて贈らせてもらうということがいいこ

とだということで、市長はその点で、私は1,000

円増額ということを言っているわけじゃなくて月
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額1,000円にして１万2,000円程度にしたらどうか

という、そのことを私は言っているわけです。そ

れを２倍、３倍にしようということじゃなくて、

少なくともそうした皆さんが毎年市役所を訪れて

要請し、そして時間との戦いの中で生きておられ

ると、実態把握を含めてそんな御検討をしていた

だけたらなというふうに思って提案いたしました。

市長の思いはわかりました。 

 次に、その下の緊急通報システム。これは何度

も本会議の中でも、また委員会の中でも議論がさ

れるところでありますけれども、窓口のところに

こういうものがありまして要綱を読めば一番いい

わけですけども、おおむね65歳の１人暮らしの方

と。65歳以上同居者、障がい者である方とか、身

体障がい者のみの方とか、それから③に準じる世

帯に属する身体障がい者の方とか、こんな形でな

っているわけですけども、この間議論されてきた

のは日中独居の方とか、また夜間独居の方とか、

そういう方についてそうした緊急通報装置がつく

ことができないのかというような議論がこの間な

されてきたわけですけども、その点でどのような

検討がなされてきたのか、その点についてお知ら

せ願いたいなというふうに思います。 

○長寿介護課長 

 要綱に書いてあるということ以外に、私どもは

対象者の範囲ということでおおむね65歳以上のこ

の方の同居者の方が虚弱であったりだとか、そう

いうようなことも含めてある程度の範囲は拡大し

ておるという、実務としてはそのように取り扱っ

ております。 

○佐藤委員 

 それで、日中独居の方とか、夜間独居の方とか、

これはおおむね65歳以上１人暮らしだとか、同居

の方が障がい者でいざというときに対応できない

とか、そういうことでそうしたところを条件にさ

れているんだろうというふうに思うんです。しか

しながら、日中それぞれのお母さんと息子さんと

いて息子さんが働きに出て、朝早く出て行って残

業もあって午後10時に帰ってくると。日中この間、

それなりの状態だったらどのような対応をするの

かなという問題もあります。私もトヨタ系で夜勤

をしてまいりました。残念ながら私は親がおって

１人にするということを１人身でこっちに来たわ

けですのでないですけれども、親を引き取って一

緒に暮らして夜勤で働いていると。長い時間夜間

のときに１人になってしまうと。こんなケースの

中で何かが起きたときどうするのかということに

なると、なかなか難しい対応ではないかというふ

うに私は思うんです。そのようなことを含めて確

かに現要綱ではそういうことでありますけれども、

１人の生活、その時間帯の中で異常があったとき

どうするのかと。確かに緊急通報システムは１人

の方について１週間に一遍程度安否確認とかそう

いうことがやられるわけですので、ちょっとその

意味合いにおいてはちょっと違うかなという側面

もあろうかと思うけれども、これは議会のほうか

ら高木委員を初めとして何度も私どもの中島委員

も何度もこれは提起をしてきたことですので、ぜ

ひこれは御検討すべき課題ではないかなと。この

間努力をされて範囲を広げてきたということは承

知しておりますけれども、ぜひこの点での検討を

１つお願いしたいなというふうに思います。どう

でしょうか。 

○長寿介護課長 

 そうですね。今までいろいろ意見をいただいて

おりまして、昼間長時間にわたって１人になると

いう同居しててもそういう方がたくさんおみえに

なるわけでございますので、そういう方のことも

含めて少し要綱の中身を今ちょっとわかりにくい

状態にはなっております。それで実務のほうで範

囲を広げたとしてもやっぱりこれってわかりにく

い状態というのはありますので、こちらの福祉課

のほうとも関連しておりますので、きちんとした

形にすべきであろうと私は思っております。 

○佐藤委員 

 今、長寿介護課長がそのように答弁されました

けど、この間幾度となく議論されてきたテーマで

ありますので、保険健康部長も部長として今議会

が最後ということでありますけれども、ぜひこの

点では検討を少し在任中に進めていただいて方向
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性を出してもらって、速やかにそうしたことが具

体化されることをぜひお願いしたいなと思います。

保険健康部長、答弁をお願いします。 

○保険健康部長 

 今、長寿介護課長が言いましたように、要綱で

は日中独居という範疇は示してないわけですけど

も、実務上、日中独居で虚弱老人ということの方

については一定度対象にしていくということでな

っております。ただ、要綱上でその辺が見にくい

という部分もありますので、先ほど言いましたよ

うに福祉課等、一応同じような制度を持っている

もんですから、この辺で協議しながら見やすい形

で直していきたいというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 それで、日中独居の点については要綱上の表現

という点はいろいろあるけど一歩前進させて虚弱

老人ということを対象に掲げたということであり

ますけども、この地域は自動車産業が多くていろ

んな形態の交代勤務が非常に多い地域だと思うん

です。それから、いろんな多様な働き方というこ

とがあって夜間独居もおるわけです。日中独居も

おるけれども夜間独居もおるんです。ですから、

日中独居を虚弱老人まで延伸させるということで

あるならば、夜間の一定時間独居となる方も延伸

させて対象にすべきかなというふうに思いますけ

ども、この点はどうでしょう。 

○長寿介護課長 

 そうですね。そこの中間独居と夜間独居という

ところで区別するというのは少し矛盾するかなと、

そういうふうに思います。 

○佐藤委員 

 矛盾するということであるならば、やっぱり日

中独居と同じような扱いで延伸させて対応してい

ただきたいと思います。どうですか。 

○長寿介護課長 

 そうですね。そちらのほうも含めまして一度早

い時期にきちんと要綱のほうを見直させていただ

きたいと思います。 

○佐藤委員 

 それでもう１点お聞きしたいんですけれども、

一旦この緊急通報システムを取りつけて、さまざ

まな御事情の中で引っ越しをされるというときに

どのような対応になるんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうは撤去ということになりますので、

撤去につきましては職員が取り外しに伺って、そ

のようにやっております。 

○佐藤委員 

 それで１人暮らしだということで従前住んでい

たところから引っ越し先に移る場合、どのような

取り扱いになりますか。引っ越して緊急通報シス

テムを持っていきたいというときには。 

○長寿介護課長 

 こちら今単身の方がまた単身ということであれ

ばそのまま継続と申しますか、そのような形で対

応させていただきます。 

○佐藤委員 

 当然設置をされて設置のときも費用がかかるわ

けですけども、引っ越しをされたということで移

動するということになれば当然その費用がかかる

と思うんですけども、その費用負担はどのような

関係にありますか。 

○長寿介護課長 

 撤去については職員がやりますので無料ですけ

ど、設置費用については当然何千円とかいうお金

がかかってまいります。だから１件そこでプラス

アルファで新規設置ということになります。 

○佐藤委員 

 いやいや、数千円で例えば従前のお住まいから

引き続きこれをつけたいということで、引っ越し

先につけたいということでやった場合は撤去なら

市の職員が撤去されて利用者の方は負担がないわ

けです。ところが、引っ越し先に持っていきたい

ということになりますと利用者の方の費用負担は

どうなりますか。数千円で済む話なんでしょう。 

○長寿介護課長 

 緊急通報装置につきましては、御本人の自己負

担、御自分の電話代の基本料金はもちろん出るん

ですけども、緊急通報装置については御本人の負

担はございません。 
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○佐藤委員 

 つい最近、引っ越された方が引っ越し先にこれ

を持っていくかどうかということで費用が負担し

てもらわないかんという話がありまして、私は利

用されていた方のお話を聞いただけですけれども、

職員とその方との関係の中でどういう話になった

かわかりませんけれど、この方は事情があって自

分の家を手放した方ですけど、そうして引っ越し

をされると。費用負担は現時点では大変その金額

の大小にかかわらず大変だということの思いもあ

りまして、従前の住宅から新しいところには持っ

ていかなかったということがあったんです。そん

なことがあって、それで再びまたつけるときには

緊急通報装置は１回だけですよと、そして２度目

引っ越し先で今撤去してもらってまたつけるとい

うことはできませんよということを言われたと。

御本人のお話なので、それが職員のとの関係の中

での事実関係はどうかということがちょっと確認

しなければわからないわけですけど、そうした場

合の対応はどのようになっているのかなというふ

うに思うんです。引き続き１人暮らしをされると

いうことになりますと、そのような形でつけられ

ないというのもある意味おかしな話だなというふ

うに私自身は思うんですけども。 

 一遍その辺の確認をしていただいてつけられる

ものならつけてほしいし、その辺なんですけど、

どうですか。 

○長寿介護課長 

 済みません。先ほど数千円と申しましたけど、

１台設置するのに今１万3,000円少しかかるもの

です。今佐藤委員が言われた転居して、当然そこ

で緊急通報装置をまた新たに使うわけですけども、

そのときは自己負担になるとちょっと私は認識が

なかったもんですから、ちょっと担当のほうで一

遍確認させていただきますけども、どのような形

でそういうことがあったのか、また一度調べさせ

ていただきます。 

○佐藤委員 

 そうですね。これも１人暮らしであっても経済

的に余裕のある方ならいざ知らず、大変な方にと

っては引っ越し費用等含めてかかる中で、１万

3,000円といえども大変な費用だというふうに私

は思うんです。その辺を考えて事実関係を確認し

てもらえればいいですけども、再び設置するとい

うことが基本のときにこの１万3,000円をどうす

るかということが問題になると思うんです。私は

そうした形でどんどん引っ越しをされるという方

は、現在、緊急通報装置を設置されている方でそ

う多くはないと思うんです。ですから、そうだと

するならば、その程度の、その程度というのは市

民の税金ですから１万3,000円でも貴重なお金で

はありますけれど、ちゃんと対応して引き続き設

置できるようにするのが本来の姿じゃないかなと

いうふうに思うんです。ぜひ一遍この点を確認さ

せていただいて再び設置できるように私は対応し

てほしいなというふうに思うんです。こういうこ

となんですけれども、年間に設置されて、引っ越

しをされて、件数がどんどんやっているというよ

うな実態ではないと思うので年間あっても１件か

２件くらいの中で対応できるということであるな

らば、私は１万3,000円市負担でちゃんと対応し

てほしいと思いますけど、一遍事実関係を含めて

そうした対応をしてもらえませんか。 

○長寿介護課長 

 そうですね。そんなに１人暮らしの方がちょこ

ちょこ転居するということはございませんので、

本当にあってもわずかな件数だと思います。要綱

を読んでおりましても転居したときには認められ

ないとかそういうのもちょっと読み取れませんの

で、ちょっとその辺のいきさつを私どもが調べま

してきちんと対応させていただきたいというふう

に思います。 

○佐藤委員 

 ぜひそのように対応してください。 

 この緊急通報装置は利用者の方がいざというと

きにペンダントのボタンを押せば対応できるだけ

ではなくて、日常的には異常がなくても１週間に

一遍なり元気ですかというコールがあるというこ

とだけでも１人暮らしなどで暮らしている皆さん

にとっては大変心強い。ある意味で１人暮らしで
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町内との縁も、体もどんどん動けなくなって疎遠

になっているようなケースなどでその電話が大変

うれしいということもありますので、ぜひそんな

対応をしていただきたいなというふうに思います。 

 それで、次に119ページにかけて障害者福祉費

というところでありますけれども、私は先ほどけ

やき作業所の事業所運営安定化事業扶助費という

ことで聞きましたけれども、制限額もある話とい

うことになりましたけれども、そこで、ことしの

けやき作業所の新春の集いの中で参加者の皆さん

にいろいろ資料がけやき作業所の現状とけやき作

業所の課題、そういうものが記されていましたけ

れども、安城養護学校も毎年卒業されるという中

でけやき作業所も受け入れ態勢がなくなってきて

いるような現状の中で、そして市外に転出をせざ

るを得ない方もみえると思うんですけども、その

ような実態についてはどのようになっているかぜ

ひお知らせしてほしいなと。 

○福祉課長 

 今年度、安城養護学校を卒業される、この３月

に卒業される方でけやき作業所を希望される方が

５名おみえになりました。生活介護ということで

就労支援では少しできないということで、生活介

護へ行きたいという希望の方が５名ということで

す。そのうちの３名についてはけやき作業所のほ

うで何とか見させていただくという形なんですが、

残りの２人の方につきましてはまことに申しわけ

なかったんですがけやき作業所のほうでは受けら

れない、目いっぱい今のところ事業所がいっぱい

ということで、実は安城市と豊田市のほうへ分け

て体験等していただきながらそちらの施設へ行っ

ていただくということになりました。それで、た

だこれから来年度卒業される方、また８名ぐらい

みえるわけなんですが、その中でまた希望、生活

介護等を希望される方もやはり数人みえるという

ふうに聞いております。今後その方たちと、また

さらに翌年というような形でやはりだんだん多く

なってみえるということもあって、当然その施設

については今いっぱいということもあって、やは

り新しい施設を業者を呼ぶのか、それともお母さ

んたちからの立ち上がりを待つのか、そういった

ので今検討させていただいているところでありま

す。 

○佐藤委員 

それで、まずお聞きしたいんですけども、お二人

の方が安城市、豊田市という形になりましたけど、

安城市や豊田市は十分余裕があってどんどん受け

入れられる状況にはあるんですか。近隣市のとこ

ろでどんどん受け入れられるのか。その辺はどう

でしょうか。 

○福祉課長 

 生活介護の通所施設については、どこの市も今

県内で結構いっぱいということもあります。安城

市でも、刈谷市でも、豊田市でも同じなんですが、

みんなほとんどいっぱいということで、やはり市

内の人は市内でというような意識もあるんですが

今回たまたまうちのほうは安城市と豊田市の方。

当然、安城養護学校の先生の方たちの努力という

こともあってそちらのほうを体験させていただい

て、それで本人もお母さんたちも気に入ればそち

らのほうへ行っていただくというような形でやっ

ておりますが、近い将来と言うんですか、来年に

迫ってくるわけなんですが、もうどこの市も足り

ない状況になっているとは思っております。 

○佐藤委員 

 それで、先ほど福祉課長はどこもこれはいっぱ

いで受け入れが困難な状況を今日時点で目の前に

しているわけです。そして、そうした中で福祉課

長は先ほど新たな施設を呼ぶのかという表現をさ

れました。それと、もう１つはお母さん方の立ち

上がりを待つのかというふうに言われましたけど

も、この意味合いについてちょっと御説明くださ

い。 

○福祉課長 

 今、全ていっぱいという状況の中でやっぱり考

えていくには、やはり今素早くやるのはそういっ

た事業所、今よそで生活介護等の事業所をやって

いるところを新しい事業所を知立市内でつくって

いただくとか、そういったのでやらせていただく。

当然、一般質問等の中でも部長のほうも回答させ
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ていただきましたが、そういった場合に初期費用

についての助成を考えていくよということで検討

させていただくということで当然そのとき回答さ

せていただいて、当然うちもそれに沿って投資的

な費用等で助成させていただいてやっていただく

それのほうが早いのかな。あとは本当にけやき作

業所に頑張っていただいて、けやき作業所の新し

い事業所なりを探すかとか。そういったのをいろ

いろ当たっております。 

 それと、先ほど言ったお母さんたちの立ち上が

りというのは、やはりけやき作業所にもそうなん

ですが、かとれあワークスもそうなんですが、も

ともとは家族会です。親御さんの会のほうから発

展して法人化させてその後ああいった施設、事業

所に変わっていくわけなんですが、そういったの

が基本的にはそういったので立ち上がってくるほ

うが気持ち的にはいいわけなんですが、ただ、そ

れについては早急な解決には難しい、やはり２年、

３年とかかってしまうということもありますので、

そういったのを一応加味しながらいろんなことを

考えていくという形になってくると思います。 

○佐藤委員 

 どういう方法がいいのかということはあります

けれども、毎年、安城養護学校のほうから卒業を

されてくるということを見るとある意味のタイム

リミットがあるわけですけれども、そしてお母さ

ん方を含めて、保護者を含めてこの間新たな施設、

けやき作業所に頑張ってもらう家族会をつくって

いただいて、新たなけやき作業所みたいなものを

つくっていただくその可能性があるのかどうかを

含めてですけれども、市としてそうした保護者と

の意見交換なども行われているというふうに思う

んですけれども、その辺の状況など含めて、どこ

をスケジュール的にタイムリミットとして対応し

ていくのかというのが、もう既に今問われている

わけです。だからその辺での見通しについてちょ

っと御説明いただきたいなというふうに思うんで

す。 

○福祉課長 

 まず１つ、安城養護学校に通ってみえるお子さ

んの保護者の方の会については、当然市のほうも

毎回参加させていただいております。その中でい

ろんなことを将来的なこととか、最終的にはケア

ホームの話まで動いてくるということになるわけ

なんですが、そういったのも当然それは話させて

いただいております。ただ、今佐藤委員の言われ

るようにタイムリミットがあるわけなんですが、

それじゃあそのタイムリミットに向けて確実にと

いうわけにもちょっと検討ができない状況であり

ます。本当にどういうふうにやっていっていいの

かという余りノウハウもない中の状況でどうした

らいいのかなというのはちょっと考えておるわけ

なんですが、当然、他市でやってみえる事業所に

も、例えば知立市でやるならどうかとか、そうい

ったのも確認させていただかないといけないです

し、そういった場合の場所の設定だとか、お金の

関係だとか、そういったのもやらなきゃいけない

ですし、やはりその事業所をあけるには言い方は

いけないですが利用者がいないと運営ができない。

ただ２人３人のための事業所では事業所自体が成

り立たないということになりますので、やはり通

常であれば20人以上とか、そういった人数がある

程度確保できる、確保という言い方はちょっと失

礼かもしれませんが、そういったのもやっていか

ないと運営ができないです。そういった状況もあ

りますので、ちょっと申しわけありませんが回答

ができていない状況で申しわけありません。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 なかなか難しい問題ではありますけれども、そ

うした形で他市も先ほどの言葉を借りれば受け入

れが困難なような状況の中で、しかしながらそれ

をどんな形でつくったにせよ利用する方が20人以

上いないと十分な運営ができないということで言

われましたので、じゃあ20人になるまでこれは待

つのかという話になるわけです。しかし他市も受

け入れることができないということであるならば、

これはこの問題、この方程式をどう解くのかなと

いうことなんですけど。 

 福祉子ども部長、今担当の福祉課長があのよう
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に言われましたけれども、この方程式はどのよう

に解かれますか。 

○福祉子ども部長 

 大変今、佐藤委員がおっしゃったように私ども

市としても何年後にはこうするという具体的な案

が現実にあるわけじゃございませんので大変申し

わけない答弁になるかと思います。本会議でもお

話しましたように４月１日から就労継続支援Ａ型

が新たに参入していただけるということは朗報か

なというふうに私どもも思っておるわけですが、

あそこにつきましても14名定員からスタートとい

うことを聞いております。なかなか今福祉課長が

申しましたように、働いてそういったところで就

労もでき、みんなと触れ合ってと言うか、そうい

う場が先ほど福祉課長が申しました事業所、また

家族会等の組織が立ち上がっていくことが一番の

近道かなと。そういうことで市としては答弁もさ

せていただきました恒久的な補助はちょっと難し

いですが、初期的なことについて何らかの来年度

中にはまとめていきたいというふうに答弁させて

いただきましたが、いずれにしてもそんなに長く

待てない施策だということは十分認識もしており

ます。けやき作業所のほうにも、その辺も私ども

は話もしているんですが、なかなか人の確保、そ

れに携わる職員の確保がそんなにすぐに適応でき

るかというと、なかなか難しいということもけや

き作業所のほうからも聞いておりますので、その

辺ちょっと答弁にはなっていないかもしれません

が、市としてもその辺の早急の体制というのは十

分認識しておるつもりでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 なかなかいろんな意味で難しい問題だというふ

うには思いますけれども、いずれにしても毎年卒

業者が来て、この先もそういう形になると。就労

継続支援Ａ型とか、またＢ型という形で新たな事

業者が参入してくるということも１つの手かもし

れませんけれども、先ほどの答弁では生活介護の

ところの極めて重い方たちのところでふえていく

という実態がなると、これはどうしても施設が必

要だということになるわけです。Ａ型、Ｂ型はと

もかくとして生活介護は必要だという、ここのと

ころをやっぱりどうするのかということは、ぜひ

私もいい案があるわけじゃないですけれども、け

やき作業所、それから家族会の皆さん、そういう

方たちと知恵を出し合っていただいて道筋を早目

につけていただきたいというふうに思うんです。

ただ、その点で初期費用という形でどうなるのか

なということですけれども、例えば今、市のほう

は土地を財源が厳しいという中で売ったり、売却

ということもさまざま言われていますけれども、

そうしたことになれば土地を無償貸与するとか、

さまざまな方策が考えられる中で、そうした点で

はどうかなと、こんなことを思うんですけど。ぜ

ひこの点で例えば今年度の予算で南保育園の跡地、

本会議の中でどうするんだと田中健議員の質問に

地元からはこういう要望がありますよという形で

ありました。普通財産にしてという形になって、

その先のことはともかくとして、例えばそうした

点であの土地を活用するだとか、今度警察官宿舎

も売却するわけでしょ。そうするとそういうこと

を将来見据えたときの土地の手当がないと大変厳

しいかなというこんな認識も私は持っているんで

す、今の新たな施設をつくっていくという過程の

中では。この点でそうしたことも含めた検討が必

要ではないかなというふうに思いますけど、副市

長、この点、今なかなか難しい方程式で努力され

ている担当の方たちも、保護者の方たちも解を解

けないわけですけれども、そんな現状の中で何と

かせないかんということですので、そうした初期

費用の問題等を検討するに当たっては、施設とい

うことになれば借りるということもありますけれ

ども、建てるということになれば土地が必要だと。

その土地をキープせないかんということになると、

南保育園の跡地なども、後はみんな切り売りして

なくなってしまったわけだもんで、正直な話が。

なくなってしまうわけだもんで、その辺も１つ検

討の俎上に、財源が厳しくて売りたいという話は

わかりますけれども、幅広い視野にたった検討が

そうした今のけやき作業所ではないですけど、こ
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うした問題も視野に入れた対応が必要ではないか

というふうに思いますけども、その辺の見解だけ

お願いします。 

○清水副市長 

 きょうが常任委員会３日目でございますけども、

先週の企画文教委員会の中でも今回公共施設の保

全計画の話もさせていただいております。義務教

育施設、これも待ったなしのことでございます。

行政、総花的ではいけないという議論も、これは

企画文教委員会でも申し上げましたけども、やっ

ぱり行政が求められているニーズとしては一定の

水準を各分野で保つということも必要ですし、そ

ういったことを充実させるということも必要だと

いうふうに思っております。そういった意味では、

佐藤委員がおっしゃるように本当に難しい方程式

だなと、答えがないんじゃないかなというふうに

思うこともあるわけですが、その中でやはり限ら

れた財産、財源でございますので、それをどのよ

うに活用していくか、その優先順位のつけかただ

というふうには思うわけですけども、ここは本当

に難しい話だとしかちょっと申しわけございませ

んけども、いずれにしてもそういったニーズがあ

るということもきょう十分理解しておりますので、

そういったところで全体の中で考えていきたい、

このように考えております。 

○佐藤委員 

 ぜひ、そうした点も踏まえて全体の中で考えて

いただきたいなというふうに思います。 

 それでもう１つ、125ページの福祉医療につい

てお聞きしたいわけですけども、今年度はそれぞ

れ従前と変わらず予算化がされておりますけれど

も、県のほうは平成25年度に３案がありまして、

３案をどれにするかということはまだ決まってな

いみたいですけれども、一部負担金を導入するよ

うな方向でありますけども、今日までこの子ども

医療費、障がい者医療、母子医療、精神、それか

ら高齢者を含めて果たしてきた役割が大きいと思

いますけれども、この点で保険健康部長はどんな

認識をお持ちかちょっと明らかにしてください。 

○保険健康部長 

 県のほうの財政が厳しいということで、今佐藤

委員がおっしゃいましたように平成25年システム

改修をし平成26年から一部負担金導入という話が

だんだん本物になってくるような、県の動向を見

ますと何としても導入の方向に向いております。

市としては、うちの議会での現状維持ということ

で要請が可決されておりますし、市としてはでき

るだけ現状維持の方向で県のほうに要請はしてい

きたいというふうに考えております。ただ、これ

も無視をして県が実際に始めるということになり

ますと、市としてはなかなか県の分までまた負担

が多くなるとしますと、なかなかそれも難しいか

なというふうに今考えております。 

○佐藤委員 

 県のほうが実施すると難しいかなというふうで

言われましたけれども、福祉医療等くくって、こ

の点でそうした第１案、第２案、第３案があった

場合、県制度と市負担分従来の差額という本人が

従来どおりでやった場合に第１案、第２案、第３

案とありますけれども、市負担は現状を保険制度

はそういう形になりますけれども、市負担は本人

ゼロで今までどおりいくということになったら、

どのような形、現在の予算額、決算額に対して市

はどのぐらい負担をしなければならないものなの

か。その辺はどうでしょうか。 

○国保医療課長 

 まず第１案というものは、県のほうの示した第

１案というのは、通院が１回300円、入院した場

合に１日100円。 

 それから、第２案につきましては、通院した場

合１回500円、それから入院した場合が１日500円。

けれども１カ月の上限が１レセプト当たり2,500

円とする案が第２案です。 

 それから第３案、これは一月当たりの１医療機

関で通院の場合500円、それから入院の場合500円。

先ほどのとちょっと似てますけども、これは１レ

セプト当たりということになりますので、この第

３案が一番本人負担が少なくなるということです。

上限が１レセプト当たり500円ということになり

ますので、そういうことになるわけですけども。 
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 この第１案について県のほうが実施したのにも

かかわらず市が負担を継続した場合につきまして

は年間2,080万円の市負担。 

 それから、第２案については3,150万円。 

 それから、第３案については1,820万円、これ

だけ今までよりは負担が大きくなる。 

 あと、県のほうが例えば今補助率が２分の１で

すけども、場合によっては県のほうが補助率を県

制度を実施しない場合については削減効果が小さ

くなるということで補助金の２分の１を若干下げ

てくる可能性がないわけではありません。 

○佐藤委員 

 それで、県のほうはこれについてシステム改修

ということで平成25年度補正だということですの

で、その補正の前にこの第１案か第２案か第３案

か含めて提案が決定するのかなという感じがする

んですけども、その点はどのような流れになるん

でしょうか。 

○国保医療課長 

 県のほうの説明は、ことしの１月31日に担当課

長会議を開きまして説明がありました。その中で

の話でいきますと、この４月、来月です。来月中

には方針を決めると。ただし第１案、第２案、第

３案のうちから決めるということではなくて、あ

くまでこの３案についてはモデルだというふうな

言い方ではありました。だから、ここからまた若

干の変更がある可能性はあるわけですけどもスケ

ジュール的にはそういった形。その決定したもの

をもって平成25年度のうちに、あるいは平成26年

度の頭までにシステムの改修等を行って、平成26

年からと言うのは平成26年４月１日ということで

はなくて、場合によっては平成26年中からという

ことでも平成26年度実施という意味合いになると

いうような説明はしてもらいました。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後６時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後７時06分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 それで、先ほど国保医療課長が答弁された中身

は、こうした形で見直し素案というものが発表さ

れましたけれども、これはあくまでも今の検討だ

けであって、こうした中身とは別物の、これをた

たき台にしたさらに別のものが出てくるような話

ですけども、そういうことなんですか。 

○国保医療課長 

 先ほど、この３案の中から必ずしも選択をする

わけではないというふうに言ってはおりましたけ

ども、実態としては多分この中から選んでくるん

ではないかなという感じはしています。県のほう

はそうやってちょっと弁解がましいようなことを

言うわけですけど、例えば新聞発表の中でも市町

村の意向を無視しては改正は行わないというふう

なことを新聞では発表してましたけども、課長会

議の中では、きょうは説明をする場ですので意見

を聞く場ではないということで他市の課長からも

非常に反対するような意見を言いたかった人もた

くさんあったわけですが、それについてはお答え

しないと。きょうは説明したことに対しての質問

に対して回答しますという形で非常に改正の意志

はかたいという感じは受けましたので、我々とし

てはこれの中でどれかを選ばれるんだろうなとい

うような感触ではあるわけですけど、例えば300

円が200円になりの金額でちょっと下げて妥協し

てくれる可能性もないわけではないのかなという

甘い期待は少し持っているという程度で、先ほど

の話とつながるということでお願いします。 

○佐藤委員 

 それで、先ほどそれぞれ現状と３案をベースに

した場合、現状よりもどれだけ負担がふえるかと

いうものが出ました。１番軽いところで1,800万

円余とこういう形です。さらにこれを子ども医療

費、障がい者、それから母子、精神、後期高齢者

の福祉医療という形でそれぞれの事業を福祉医療

のそれぞれのものについて分解をしていけば、そ

れぞれの現状との負担との関係が出てくるかと思
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うんですけども、そうした意味合いの中で私はぜ

ひ継続して今までどおり県の動向があったにして

もやってほしいなというふうに思うわけですけど

も、その点について本会議での一般質問の中では

そうした質問者の意向に沿うような答弁ではなか

ったかなというふうに思いますけども、この点は

どうですか。保険健康部長でもよろしいですし、

副市長に聞きましょう。副市長しょっちゅうで申

しわけないですけど。 

○清水副市長 

 今、国保医療課長が県の意向と言いますか、説

明会の中での話を腹いっぱいだというふうに思い

ますけども、それが今事実だろうというふうに思

っております。それでこれは先ほど保険健康部長

が申し上げましたけども、それを受けて、それが

実行された場合に知立市でどういうふうに対応し

ていくかというのは、これはなかなか知立市が１

人頑張ってやればこのまま行きますよというのは

なかなか難しい話ですし財源的にもなかなか負担

の多いことでございますので、ここは慎重にやっ

ぱり考える必要があるだろうというふうに思いま

す。いずれにしましても現時点ではやはりいろい

ろ市長会を通じたり、いろんな形でいろんな期待

の中で県に対しての見直しを今お願いしていると

ころでございますので、今はそういうことをしっ

かりまた機会を捉えてしっかりやっていくことが

必要だろうというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 県にあくまでも要請し、そういう方向が出ても

知立市の身の振り方はまだ慎重な対応だと、こう

いう答弁だったかなというふうに思いますけども、

私はぜひそうした形で対応してほしいし、それと

もう１つは、それぞれの子ども医療なら子ども医

療こういう形でありますけれども、トータルで幾

らこの現状に対して必要かということがその資料

はいただきましたけれども、それぞれについてど

うなのかと。ここも一つお示しを願いたいなとい

うふうに私は思うんです。取り分け市単がないの

は障がい者と母子については市単がないような中

でやっているわけですので、それぞれ違いがあろ

うかというふうに思いますので、その辺の資料が

あったらお示しを願いたいと。 

○国保医療課長 

 それぞれ案１、２、３というふうで、子供が幾

ら、障がいが幾らというふうにちょっとならない

かなと思うんですけど、例として。 

○佐藤委員 

 よろしいです。 

 ぜひトータルの資料はいただきましたけれども、

それぞれの事業について分解したやつを示しても

らいたいというふうに思います。ぜひその資料も

委員会は終わりますけれども、つくってあるなら

ぜひそれを速やかに議員のポストに入れてほしい

なというふうにも思いますので、その点はよろし

いでしょうか。 

○国保医療課長 

 済みません。ちょっとつくってはあるんですけ

ども、すぐ配っていきます。 

○佐藤委員 

 ぜひ、そうした形で私は今までどおり対応して

いただきたいなというふうに思います。 

 次に、145ページですけれども、認可外保育園

の点について職員衛生安全補助金、これ認可外保

育施設入所補助金等が認可外という形であります。

それと同時に143ページの前ページについては施

設運営委託料とこういう形になっているわけです

けども、認可外保育園というのは知立市では何園

ありますか。 

○子ども課長 

 認可外保育園は２園ということでやっておりま

す。 

○佐藤委員 

 この認可外保育園は２園ということであります

けれども、この間私立の保育園と委託を結んでい

るところ、なかよし保育園だとかそういうところ

を含めて、この間耐震診断等含めて耐震改修もや

って建てかえられたところもありますけれども、

そうした園児及び職員の安全を守る対策がなされ

てきたかなというふうに思いますけれども、認可

外のところはそうした対策はどのようになってい
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るんですか。 

○子ども課長 

 市としては補助を今までもしていませんし、耐

震については全く補助をしていないというのが現

状であります。 

○佐藤委員 

 私立の認可保育園については、そのような対応

がこの間やられてきました。ちょっと所管外です

けども、幼稚園についてもそのような対応が、お

金の出所がちょっと違ったりしますけれどもそう

いう対応がなされてきましたけれども、少なくと

も認可外ということで市の保育の一部を認可外と

は法的には認可外とはいうものの、そこに預けら

れる方々もみえるということになると、そうした

ところに対する耐震診断なり、そういうところを

面倒を見るというようなことも必要ではないかと

いうふうに思うんですけども、そうした考えはな

いでしょうか。 

○子ども課長 

 現時点、そういう考えは持っておりません。 

○佐藤委員 

 持っていないということはわかりますけど、持

っていないということで全くそういうことは対象

外で事業を運営している主体がやればいいという

ことでしょうか。その辺の考え方、持っていない

という、一言で言えば持っていないわけですけど

も、持っていない、やらない根拠としてどのよう

な点をお考えになっているのか、そこだけお願い

します。 

○子ども課長 

 佐藤委員の言われる、確かに子供を預けている

という部分では大きい小さいにかかわらず一緒と

いうものがありますが、今後の研究課題とさせて

いただければと思います。 

○佐藤委員 

 今後の研究課題ということでありますけれども、

そうした意味において少なくとも建築とこことは

違いますけども無料耐震診断をあっちはお金の出

所は違いますけれどもやられておるというような

形で進めているわけですけども、公共施設の耐震

化もずっと進めてきて、認可保育園についてもそ

うした形、幼稚園についても進めていき、谷間に

なっているのがこうした認可外の保育施設という

ことですので、研究していただいて速やかに結論

を出していただいて対応してほしいなというふう

に私は思います。 

 福祉子ども部長、どうでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 私としては認可外、子ども課長は研究というふ

うな答弁でしたが、私としては今のところ認可外

への助成等というのは今の段階では考えておりま

せん。 

○佐藤委員 

 認可外だと助成を今の段階で考えていないとい

うことですけども、認可外だとだめだというのは

どこがどういうことなのか、その辺は今の段階で

は考えていない、これから先はわからんですけど。

だけど認可外であっても知立市の認可保育園、市

立、公立保育園に入れなくてそうした認可外を選

択せざるを得ないと、一定期間。そうした意味に

おいては一緒じゃないですか。だからこそそうし

た形での認可外の保育施設への運営委託料も計上

されて一定支援をしているわけですので、しかし

それがそこに預けている園児の命を守るための耐

震診断等、それについて認可外だからと言って考

えられないというのはちょっとどうなのかなとい

うふうに思いますけども、私は少なくとも子ども

課長が研究課題だということを言われた点に、福

祉子ども部長は子ども課長の答弁を否定されたわ

けだもんで私は少なくともきょうの段階では研究

課題にしていただいて、今後また議論の中でどう

するかということを方向性を定めていきたいなと

いうふうに思いますけども、福祉子ども部長、も

う一度だけお願いします。 

○福祉子ども部長 

 今、佐藤議員が今後研究ということの答弁のお

返しをこちらのほうにいただきました。研究とい

う言葉をどのように解釈するかというものがあり

ますが研究はさせていただきます。 

○佐藤委員 
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 研究ですので、研究の結果、成果が出ないとい

うこともあり得るわけですけども、とりあえず研

究して俎上にのせて、やっぱり俎上にのせて研究

していただいて検討していただきたいと、こんな

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それから次に153ページですけども、生活保護

費ということでありますけれども、ちょっとお聞

きしたいんですけども、先ほど議論になりました

平成24年度の補正予算の中で、31ページの中で生

活保護法に基づく返還金という形で、この方は家

があったのかな。しかしながら、そういう家があ

った中でどういう経過はともかくとして生活保護

を受給されたと。しかしながら、この前の説明で

は相続等を含めて売却が可能となり返還金が過去

２年にさかのぼって遡及して返還されたというこ

とが説明されて、またこういう質疑もあったわけ

ですけども、こういうことを見てみますと、家を

持っている、もしくは財産が現金ではなくてそう

した形で持っている方であっても、現にそこにお

住まいだという方であっても生活保護が受けられ

るということを結果的に示したかなというふうに

思うんですけども、この点はどのように理解した

らよろしいでしょうか。 

○福祉課長 

 生活保護につきましては、本来自分の保有して

みえる資産等を限りなく、そういうのを使ってい

ただいてということで生活していただくのが基本

ということなんですが、やはりこういった土地を

持っていてもそれが売れなければお金にならない。

そういう形のもので日々の生活が困難、そういう

緊迫した状態の場合は保護を受けられるという形

です。ただし、そういったことで後からそういっ

た部分について補填された、収入的なものが入っ

た場合には返還していただくという形で保護を受

けていただくということになります。 

○佐藤委員 

 いきさつや、その取り扱いの仕方はいろいろあ

ったにしても結果的にそうした形の方も受給でき

ると。しかし、ちゃんと土地などを持っていて、

それを返還金に充てるということが担保されるな

らば事前にそうした方であっても一時的に生活が

困窮されたと。だけど家を手放すことがなかなか

すぐにはできないという方もみえたときにはそう

した対応をし、そうした補正にあったような対応

の仕方で処理すると言うか、処分すると言うか、

そうした形で可能だということを示したというふ

うでよろしいですよね、これは。 

○福祉課長 

 そうですね。やはり生活保護というのは、そう

いった緊迫した状況の中で明日をも生活ができな

いという状況であれば一旦は保護を受ける。今国

の示しているように、まずは申請を受けなさいと

いう状況になっております。本人の申請する意思

があればまずは受付をしなさいという話です。そ

の後にいろんな扶養調査、財産調査、資産調査を

させていただいて決めさせていただくということ

で、まずは窓口と言うんですか、門をあけて受け

ているという状況になっておりますので、そうい

うふうに理解しております。 

○佐藤委員 

 それともう１つは、今生活保護を高齢者の方な

どはなかなか就労という形には高齢で至らないと

いうケースがあろうかと思いますけれども、その

中でも働き盛りの方や、それに準ずる方たち、こ

ういう方たちがおって、そうした就労につなげる

ような取り組みと議論もされていますけども、こ

の扶助費の中でさまざまあるわけですけれども、

そうした点での配慮と言いますか、取り組みと言

いますか、その辺はどのような形で平成25年度は

やっていかれるのでしょうか。 

○福祉課長 

 まず生活保護について、高齢者の方です。65歳

以上でやはりそういった方についてはなかなか就

労できないということもあって、特に就労等を勧

めるということはしてはおりません。ただ、訪問

等をさせていただいて今の生活状況等を見させて

いただいて、生活状況が乱れておればそういった

ことに対しては指導させていただいて適正な生活

をしていただくという形。 

 それと、先ほど言われたように稼働世帯、働け



- 81 - 

るのに働かないと言うか、働けないという方につ

いては、やはり就労支援という形でやらせていた

だくのと、当然議会のほうでも言っておるように

来年度から就労支援の相談です。就労相談員につ

いても毎日受けられるような形で対処させていた

だきます。それで少しでも就労に結びつくような

形で提案させていただきたいと思っております。

それと、やはり今度は生活保護世帯に関してもい

ろんな義務的なこともありますので、例えば就労

についてそういった就労活動をしているよとか、

収入があれば収入の申告をしていただく、そうい

う義務がありますので、それについても今後は、

来年度は徹底という言い方はいけないかもしれま

せんが適正な処理で少しでもそういったのを適正

な処理ができるような形でやっていきたいと思っ

ております。 

○佐藤委員 

 私、今日においていろんな就労の形があろうか

というふうには思うんです。生活保護を受給して

無事に就労すればいいわけですけれども、それに

至る過程の中でさまざまな取り組みと言うか、一

部働くだとか、そういうことがいろんなケースが

考えられると思うんですけども、生活保護におい

ては車の所有は基本的に認められていないかとい

うふうに思うんです。ただ、全国的にはそうした

ケース・バイ・ケースの中で車の所有が必要だと

いうところは認めてるようなところも全面的じゃ

ないですけどもあるみたいですけども、そうした

点について承知していましたら御紹介ください。 

○福祉課長 

 自動車の保有については、基本的には原則でき

ないという状況になります。ただ、仕事等で必要

な方、例えばそういった１人親方みたいな形でこ

れがないと仕事ができない、就労できないという

ことであれば一部やっぱり認めていくというのと、

すぐに生活保護から就労等で抜けるということで、

そういうような方については一時的に車の処分は

見合わせていただく。処分しないで乗らないよう

にしていただくような形で対処している。そうい

ったことはやらせていただいております。 

○佐藤委員 

 そうすると一般的に申請があって、車を持って

いるから処分してそのお金を当座の生活費に充て

なさいというような対応ではなくて、就労につな

げるために一時的に車の使用をロックするという

中で生活保護の申請を受けて、そして基準に合致

すれば需給を認めると、こういう形になっている

ということですか。 

○福祉課長 

 そうですね。基本には先ほど委員の言われるよ

うに売ってお金に変えて生活費に充てなさいとい

うのが基本にあります。ただ、あとの仕事の関係

だとか、この先のどういうふうに変わるかという

のは基本的にはやはり個々のケースワーカーの面

接等による判断によるものだと思います。特に基

準があってということではありません。基準で言

うと基本的にはやはり先ほど言った売ってお金に

してくださいという話になってしまいますが、そ

の辺は各ケースワーカーのほうで判断させていた

だいております。 

○佐藤委員 

 そうすると、そのようなケースワーカーとの関

係の中で対応させていただいている。知立市にお

いてはしゃくし定規な対応はしておりませんよと、

こういうことですけども、実際に過去にそうした

事例は何件かあるか、その点だけお示しください。 

○福祉課長 

 件数的にはちょっと何件かというのはわからな

いんですが、基本的には一部ですがそういった方

もみえます。先ほど言った車が必要な方という方

と、この先すぐに生活保護から抜けていくという

方であれば車の処分は少し見合わせるというのは

現実にはそういった事例はあると思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 そうした意味においては極めて適切な対応を知

立市の福祉事務所はやっているのかなというふう

に感じたところであります。ぜひそうした点で今

後もしゃくし定規ではなくて、やはりそうした

方々が就労につながるような対応の仕方をぜひし
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てほしいなということを重ねてお願いしておきた

いなというふうに思いました。 

 それから次に、浄苑費という形でこの間これも

さまざまな議論がありましたけれども、火葬場に

関する調査、研究ということですけれども、知立

市と豊明市が出したわけですけども、これについ

てはちょっと簡単にどこがポイントなのかなとい

うことも含めて御説明ください。 

○市民課長 

 今回、豊明市と一応共同研究ということで資料

を出させていただきました。その中で初めという

ところで研究をしていくわけなんですが、一番私

のほうが思っているのは経緯というところがござ

いまして、(3)こうしたことから平成16年に当時

の市長が豊明市の市長に火葬場を豊明市のほうで

何とかできないかという話をたしか申し入れをさ

れております。その後、やはりすぐに豊明市のほ

うからそういったお話もございませんでしたので、

その中で一度平成18年に豊明市は総合計画をつく

られて、その後、私のほうも火葬場についていろ

いろ議論をしていこうという話だったんですが、

なかなかできてなくて５年間経過をしてきました。

その中でやはりこのままの状態ではまずいという

ことで、一度火葬場の経過をやろうと、お互いに

やろうということで資料１のほうで研究、豊明市

と平成23年７月から平成24年12月25日まで10回ほ

ど会議をしましてそういった経過報告。その中で

１から10項目、例えば１番ですと経緯、２番は現

状の課題だとか、そういったことをいろいろ研究

をさせていただいて、最後、要するにこれができ

たからすぐに火葬場についてお互いに研究してい

こうということは考えておりませんし、豊明市の

ほうもこれをつくったから知立市とともにやって

いこうということは考えておりません。そうした

中で、これは方向性は選択肢は豊明市との共同研

究だけではございませんので、いろんな選択肢が

あるということで、そうした選択肢がある中で最

終的にはまとめの中に書いてありますけど市民の

意見を十分お聞きして、最終的にはどうしていっ

たらいいのかということをアンケートなり、また

いろんな方法で考えてやっていけばというふうで

今回つくらせていただきました。 

○佐藤委員 

 この報告によれば、この建物の知立市の焼却炉

を含めて残余期間はあと17年というようなことも

聞いてるんです。この間耐震改修、炉の改修等を

積み重ねてきたけれども、あと17年というような

残余期間だというふうに言われているわけです。

報告がありました。それと同時に研究事項の中で

近隣の220メートル周囲の同意が必要だというこ

とから、建設に関する期間の中では一般的には他

市の例で６年から13年ということになりますと、

どのぐらいのスパンを見て方向性を定めないかん

のかというのは、他市の例を見れば６年から13年

という幅が極めて広いわけですけども、ただ、知

立市におきましても残余期間が17年ということを

見ると、どの時期にその方向性をまとめの中で書

いている。今市民課長が言われたように、この研

究をやったから豊明市と一緒にやるものでもない

しという形で言われてましたので、だけども知立

市としてはどの段階でどの方向性を定住自立圏で

刈谷市という関係もあるわけで、刈谷市の青山葬

祭場がどれぐらいの残余期間があって、しかしあ

の位置に例えばやるということになっても住宅が

建てたときには広々とした周囲だったと思うけど、

今は住宅地が密集しているようなところであそこ

という形にもならないだろうという、さまざまな

シナリオがあろうかと思うけれども、いずれにし

ても残余期間がこうしたところに迫る中で、どう

した身の振り方をしていくのかということが少な

くともこの例によれば13年前までには、13年がふ

さわしいかどうかわかりませんけどその見きわめ

は他市の例ですので、知立市や豊明市との関係の

中でどこのところでその方向性を明らかにして取

り組んでいくのかということは非常にデリケート

で難しい問題ではありますけれども、いずれにし

てもそう長い先でないところでその方向性を出さ

にゃいかんというふうに思いますけれども、この

点はどのようにお感じになっていますか。 

○市民課長 
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 他市の例ということで６年から13年かかるとい

う話の中で、これが知立市の火葬場が昭和45年に

できて今日まで43年間きております。あと耐用年

数でいくと17年という話の中で、ただ、あそこの

火葬場を見ていただいたときに、17年後、例えば

あれが崩れたり、何かするかというと多分その辺

は見ていただいたとおりもう少しもつんではない

かと。その中で修繕、改築、修繕しかできません

が、そういったことをやりながら少しでも延命し

ていきたいと。その中で刈谷市との定住自立圏の

問題、いろいろございますので、そういった中で

そちらのほうでも使わせていただければなという

ふうで思っていろんな選択肢を探していけばとい

うふうに私は思っております。 

○佐藤委員 

 担当のところではそのような形で今答弁があっ

て、今のものをさらに延命をさせながら、延命さ

れたら17年が最大どのぐらい可能なのかちょっと

私はわかりませんけれども、それが20年なのか、

25年なのかわかりませんけれども、そうしたこと

が十分可能だということであればそうした選択肢

があるだろうと思いますので、その点はしっかり

と見通しが立つ話ということでしょうか、それは。 

○市民課長 

 炉については、やはりどこかの時点である程度

オーバーフロー、毎年修繕はかけておりますので、

それを例えばやめたりした場合、多分炉は少しず

つ壊れていくというふうに思います。ただ、炉を

修繕毎年していれば本当にある程度もつというふ

うに業者の方も言ってみえますので、どのぐらい

もつかというのは業者と相談しながら私のほうは

延命していきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 担当のほうは延命だということでありますので、

そうするとこの調査、研究が出ましたけれども、

具体的にはいましばらくどれぐらい延命されるか

にもよりますけれども、いろいろ調査され模索は

されるけども具体化についてはまだまだ先だよと、

こういうことでよろしいんでしょうか。 

○市民課長 

 これは豊明市との関係でございます。ただ、豊

明市の今現状はやはり火葬場の建設ということを

早くしていくかというとなかなかそこまでの機運

はないのかなというふうに思っています。だから

私のほうもいろんな選択肢の中で探していったと

きに、本当に豊明市とお互いに機運が高まって市

民の方も豊明市とやったらどうだと。ただ、この

点で市民の方にお聞きするのは、やはり豊明市の

火葬場についても知立市から遠いところはやはり

避けたいと。南のほうに、知立市に近いところに

つくっていただければ市民の方もその辺は納得い

ただけるかもしれないですが、遠いところへつく

られると知立市の市民の方も何であんなところへ

行かなきゃいかんのという話が出ますので、そう

いったことを排除して本当に市民の方が豊明市と

やれればやりたいという意見が相当出てくれば考

えていけばいいのかなというふうに私は思ってお

ります。 

○佐藤委員 

 そうすると、先ほどこの調査研究をまとめて、

これから市民の意向なども踏まえながらまだまだ

これは検討課題だと、こういう理解でよろしいで

すか。 

 それで、そういうことですけど、市長や副市長

も含めてこうした調査、研究の経過報告が出され

たわけですけれども、この点については今市民課

長が言われたような方向そのものでいいのかどう

か。また独自の見解をお持ちなのか。その辺はど

うでしょうか。 

○清水副市長 

 今回まとめさせていただいたものを提出させて

いただいてるわけですけども、これがあとがきの

ところに書いてございますように１つの方向性を

示したとか、そういったふうにはなっておりませ

ん。それができないというのが現実的な今のこと

だというふうに逆に御認識をいただかなくちゃい

けないかなというふうに思います。 

 私のほうもそうですし、今出てました定住自立

圏の話いろいろございます。そういったことの中

で私どもも今の施設を市民課長が申しましたよう
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に毎年一定の火葬炉の修繕を適正に行いながら何

とか延命をさせると。その中で並行してそういっ

た今後のことについても、例えば刈谷市の話もあ

りました。ほかにも当然安城市でもいいでしょう

し、いろんなことがあるわけですけども、これは

相手があることですので私どもの考え一存ではど

うにもならないというような部分があります。そ

ういうことでありますけども、この問題というの

は非常に大事なことでございますので、この報告

書を出したらこれでしばらく何もしないんだよと

いうことではなくて、常にこれは知立市の１つの

大きな課題だというふうな認識の中で、私どもも

そうですけどもまた議会のほうにもこういったも

のを提出させていただきましたので、こういうも

のをごらんいただく中で、また御議論がいただけ

れば大変ありがたいなというふうにも思っており

ます。いずれにしても重大な課題だというふうに

認識しております。 

○佐藤委員 

 最後に、この点では研究事項の中でさっき言っ

たように完成まで10年から15年というような形で

かかるということが、６年、13年ということから

見て10年から15年程度が必要だということを見る

と延命がどれだけ可能なのか。そことの関係でど

ことやるかはともかくとして、知立市としてその

時期には方向性を出さないかんのだろうというこ

とはこの中から伝わってきますけれども、それで

この火葬場についてですけれども、豊明市は次期

の総合計画の中に方向性を明確にしていかなけれ

ばいけない時期が来ているとは書かれているもの

の、先ほどの市民課長の答弁では、そう熱意があ

るような雰囲気にもないというようなことも言わ

れましたけども、その辺は豊明市は何ておっしゃ

ってるでしょうか。 

○市民課長 

 豊明市の事務担当者との打ち合わせの中で、そ

の事務担当者の方は火葬場に対していろんな問題

がございますので、すぐにということは考えてお

みえになりません。それで総合計画の中でこれは

平成27年ぐらいが最終だと思いますが、それ以降

はやはりその辺のこういったまとめを書かれるの

かなというふうに思います。それを具体的にとい

うのはちょっとその辺の話はまだ聞いておりませ

ん。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 まだまだ先の長いということではないですけど

も、そうした延命との関係の中でその方向性と言

ってもまだまだ難しい問題があるなということが

わかりましたけれども、いずれにしても待ったな

しの課題になっていることは間違いないですので、

ぜひその辺で一番いい形、市民の意見もくんでい

ただいて取り組んでいただきたいなというふうに

思います。 

 それで、次173ページですけれども、ここに塵

芥処理費という形、清掃費ですけれども、いろん

な形で事業が載っていますけれども、知立市の一

般廃棄物の処理基本計画が今年度が2002年から

2016年という形で、今年度が2013年あと2014年、

2015年、2016年、３年というような形でなってる

かと思います。そうした点でここの中には家庭ご

みの減量の目標だとか、さらにはリサイクル率だ

とか、それから最終処分場の埋め立て量の削減目

標だとか、こんなことが処理計画の中にあります。

この予算の中でもさまざまな減量だとかリサイク

ルだとか、そんなことが取り組まれておられると

いうふうに思いますけども、そうした廃棄物の処

理基本計画との関係でことしの目玉になるような

事業、目玉というとおかしいけども、その辺との

関係でどうなんだろうかということなんですけれ

ども、どうでしょうか。 

○環境課長 

 知立市の一般廃棄物処理基本計画、2002年から

2016年という計画と、この当該平成25年度の当初

予算のことなんですが、特に今年度これはという

目玉というのは余りないんですが、強いて挙げれ

ば小型家電の回収を少し市民の方に意識を持って

いただくということは大事なことではないのかな。

法律が４月１日から施行されますので、当市とし

ては今までも本会議のほうで市民部長が答弁した



- 85 - 

ように各集積場から集められた不燃ごみ、そこか

らクリーンセンターに行ったときに破砕処理の前

段階で小型家電は抜いている、ピックアップして

いるということがあります。それでもそれに甘ん

じることなく知立市でも拠点でやっていきたいと

いうことで、まずは知立市の市役所と不燃物処理

場は前からやっておるんですが、そこに小型家電、

特にレアメタルの多い10品目、これの回収をまず

動機づけとして始めさせていただこうと思ってま

す。これが軌道に乗って皆さんがこれが有用なも

のなんだと認識していただければ、少しでもごみ

が減らせるんではないのかなというのが目玉と言

うほどではないんですが１つ考えさせていただい

ております。 

○佐藤委員 

 地域では集積場での回収、それから再生資源等

の回収等を含めてさまざまな取り組みがやられて

きてるかというふうに思いますけれども、しかし

ながらこの処理計画の中で定めてるような形で家

庭ごみの減量目標が平成28年度までには平成12年

度実績に比べて3.8％減らすというような形にな

ってますけれども、これは平成28年度までという

形でありますけれども、そうした見通しはどのよ

うなところですか。平成23年度実績はどの程度だ

ったかということを事前に私も調べておけばよか

ったんですけども、どうでしょうか。 

○環境課長 

 済みません。今すぐにはちょっと見つかりませ

んので後ほど答えさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 私は、努力をされているということは十分承知

していますけれども、例えば減量にしても平成28

年度まで3.8％ということであります。さらにリ

サイクル率についても平成12年度比で基準にして

30％以上が目標というような形です。決算を見る

と平成19年には14.2％と。平成23年決算では

16.3％というような形で努力はされてるというふ

うには思いますけれども、あと３年というこの期

間を見たときにどうなのかなと。もちろんこれは

地道な日々の努力の積み重ねで結果としてついて

くるものだろうというふうには思いますけれども、

この辺はどんなお考えで取り組まれてるのかなと。

従来どおりの事業をするだけではこの目標には到

達できないのかなということで、その辺どのよう

にお考えなのかということをお聞きしたい。 

○環境課長 

 数字が示せれば一番いいんですけど、後ほどま

たお答えさせていただくということで。 

 例えばリサイクル率につきましては、清掃事業

概要の平成24年度版のほうの６ページを見るとリ

サイクル率16％ということで平成22年度より平成

23年度のほうが若干減ってることもあります。人

口規模によってもリサイクル率は変わってきます。

数字だけで追うとなかなか努力してるというのは

わかっていただけるとは思うんですが、なかなか

いろんなことを考えてやるんですけど、それがす

ぐ数字に結びつくかというと正直言ってなかなか

結びつかない実態があります。国の施策に載って

いるというのも随分ありまして、いわゆる包装器

の関係、容器リサイクル法というのがあって、今

回小型家電があって、いろいろ施策は打ってきま

す。市民の方も当市については集積所は各町内で

やってるということで、ほかの市に比べてよっぽ

ど僕は意識が高いんではないのかなと。それで各

町内会に限らず子ども会、老人会、いろんな団体

が古紙の回収だとか、資源の回収を取り組んでみ

える。私どもの基本的な考えとして、市民の方が

自主的にごみを減らすという意識を持っていただ

くということが一番大事なことであって、数字は

最終的にそれについてくるんではないのかなと思

っております。当市のやり方は決して根本的に間

違っているわけではないと思いますけど、それを

行政として少しでも後押しできるように動機づけ

をしてあげるように努力はさせていただきますが、

正直言ってすぐにリサイクル率も22％から23％に

落ちているというのをちょっと見ると、えっとい

うような感じはしますけど、そのように日々は努

力はさせていただいているということは御理解い

ただきたいと思います。 

○佐藤委員 
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 いやいや、私は努力されているということは十

分承知しております。本当になかなかこれは日々

の積み重ねの問題でありますので努力していると

いうことは私は承知してるわけですけれども、た

だ、計画の達成ということは何でもそうだけども

計画を立てたから100％達成できるかということ

は別問題にしても、そうした方向で循環型社会を

つくっていくということになると、もちろんそう

した日々の努力ですけれども、立てた目標に接近

することも１つの計画を立てるわけですので１つ

の大切な要素ではないかなと、そんなことを思っ

てるんです。近隣でこうした点で先ほど環境課長

はよそよりも努力されて頑張っているよというこ

とがありましたけれども、近隣市のこうしたリサ

イクル率の状況などはどうでしょうか。 

○環境課長 

 失礼します。ちょっと近隣市の状況までは今調

べてございません。 

○佐藤委員 

 努力をされていることは承知はしておりますけ

れども、なかなかその積み重ねの中でおのずと数

字はついてくるというものの、そうするとこの目

標設定自体がどうだったのかなという疑問も一方

で出てくるわけですので、そうしたことを踏まえ

て接近するような内容事業を精いっぱいやってる

かと思いますけれども、そうしたところも今後１

つ検証をしてみる必要があるんではないかなと。

この予算を執行されて来年度決算を迎えたときに

従来と一緒ぐらいのレベル、もしくは結果として

下がったということがあるようではやっぱりいけ

ないのではないかということでそんな質問をさせ

てもらったわけですけれども、ぜひそうした点で

いま一度自分たちが立てた計画との関係で１つ検

証を振り返ってみるということも、頑張ってはい

るの承知してますけども必要なことではないかな

というふうに思います。 

 それで、もう１つ聞きたいですけども、ここに

ついて最終処分場についても計画の中では新たな

問題と。あと新しい刈谷環境組合の中でスラグが

減量化を進めたので、あそこに最終処分場のとこ

ろに碧南市のポートアイランド、そして武豊町で

すか、あちらのほうに行くというような形で延命

がされたかと思いますけども、今現在でどれぐら

いのところが延命されておるのかなと。これはど

うでしょうか。 

○環境課長 

 委員がおっしゃったとおりポートアイランドに

最終処分を行っております。あとスラグのお話も

そのとおりで圧縮して最終処分場の延命に当たっ

ております。逆に言うとそっちのほうに持ってっ

てますので、知立市の第２不燃物処理場につきま

しては現段階では残り４割方、要は６割方埋まっ

てきてる状況からなかなか進んでないというのが、

進んでないというのは要は余り埋まってない。年

に１％ずつ埋まってくんで恐らく30年ぐらいはも

つんじゃないのかなと。このままいけばというこ

とです。ポートアイランドがこれでいっぱいにな

ってきて。今アセスのを持ってきますけど、それ

がまただめになったらまた知立市のほうにという

ことも100％ないわけじゃございませんのでそれ

は別として、このままいけば30年ぐらいもつだろ

うというふうに考えてます。 

○明石委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後８時02分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後８時10分 

○明石委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 だけども、いずれにしても努力はされてるわけ

だけども、そうした点でぜひ検証することが必要

ではないかと。また、もちろんそうした事業をさ

まざま進めているので他市の研究などもされてる

と思いますけれども、またそうした点でリサイク

ル率等含め１人当たりのごみ減量等そうした他市

のことも研究してよりよいものがまた打ち出せる

といいかなと思います。ただ、今ある事業がより

徹底されることが前提ではありますけれども。 
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 それでもう１つお聞きしますけれども、183ペ

ージ、商工振興費ですけれども、これが基本条例

ができるということになりまして、初年度の予算

という形でありますけれども、この点で従来と変

わった点でどんな事業が出てきたのかなというふ

うに思いますけども、この点どうでしょうか。 

○経済課長 

 商工振興費ですけども、今回平成25年度の新規

事業といたしまして街路灯等の見直し、これを実

施しております。予算の概要の78ページ、79ペー

ジにありますように、まず環境配慮型、要はＬＥ

Ｄの設置に関しまして補助率等を変えております。

これは質疑等でも質問がありましたので、そこで

説明させていただいておりますので、この中で電

灯料に関しましては平均24.4％、平成25年度は

40％、平成26年度は実施計画では50％と予定して

おります。ここでまず１点、商店街等の街路灯の

見直しをしておるということと、先ほど言いまし

た新規創業支援もこの一環としての事業というこ

とでやらせていただいております。 

 それから、先ほどたびたび質問がありました中

小企業再投資促進補助事業に関しましても、これ

は県の補助と相まっておりますけども新たに今年

度、平成25年度から実施する事業ということで、

これ以外に関しましては振興会議のほうでまた検

討しながら今後の実施計画にのせていく事業等を

検討していきたいと考えてます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 新規事業についてはこの間いろいろ質問があり

ましたので、よくわかりました。 

 もう１つですけれども、商工振興事業費補助金

という形で、これは毎年こうした形で同じ程度の

額が計上されてますけれども、これはどのような

形のものなのかちょっとお知らせください。 

○経済課長 

 商工振興事業費補助金というのは、商工会に対

する補助金でございます。経営のほうの事業と、

それから一般事業と２種類に分かれておりますけ

ども、一般事業に関しましては30％、それからも

う１つの経営改善普及事業に関しましては要綱で

は50％以内となっておりますけども、これに関し

ましては現在40％で補助をしております。経営改

善普及事業のほうに関しましては商工会の連合会

の補助対象となった事業です。県との補助対象の

事業。一般事業は商工会が単独で行ってる事業で

市長が認めた事業ということで40％と30％という

ことで２つに分かれております。決算ベースでい

きますと最近1,900万円の予算をとっております

けども、平成24年度の決算では1,500万円台の決

算にはなっております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 経営改善普及事業というものは、具体的にはど

のような事業なのかなと。今県との関係で県から

もこれはお金が出ているということでしょうか。

ちょっとその辺の関係を教えてください。 

○経済課長 

 経営改善普及事業は県の補助事業です。一般事

業が単独ということで。どちらかと言うと経済改

善普及事業というのは人件費等も入っております

ので、経営改善普及費、その方たちの人件費等も

入っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、この経営改善事業というのは要綱

上は50％以内だけども、どういう経過でつくられ

たかわかりませんけども県の補助事業で40％、商

工会がそうした研修などをいろいろ計画された場

合に、その事業費に対して40％まで補助をします

よと、こういう事業だということですか。 

 その点と、財源内訳はどんな形になってるのか

お知らせください。 

○経済課長 

 今、財源内訳、経営改善普及事業に関しまして

は、県の補助と市の補助で100％とは言いません

けども100％近い、県の補助がそれぞれ単価等が

ありますので決まりませんけども約60％ぐらい。

現実には違いますけど、だから100％近い補助を

しているという。100％以下ですけども、そうい
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うことで理解していただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 要は40％だということで県の補助も入っている

よということだけども、実質的には50％以内とい

う要綱との関係の中で40％も50％以内ではありま

すけれども、この点で県との関係があるかもしれ

んけれども、それで十分対応できるのかというこ

となんです。実質的にはこの間ずっと50％を下回

り40％補助なのかなという、今の答弁だと伺える

んですけど、これはそれでいいのかどうかという

ことですけども、商工会などはどんな要望がこの

点に関してはされてるのかなというふうに思いま

すけど、どうでしょうか。 

○経済課長 

 商工会のほうとも平成19年のときに実施しまし

た補助金の見直しで50％から40％ということで落

とさせていただいております。ですから、要綱自

体も40％以内というような見直しをしていこうと

今考えているところでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 ちょっと県の補助の関係でよくわかりませんけ

れども、しかしながら今回基本条例ができて平成

19年には50％だったやつが40％に引き下げたとい

う形ですよね。しかし今度そうした条例も制定さ

れて、さらに力を入れて商工振興をやっていこう

というときに、要綱とのそごがあるからといって

それを引き下げるということじゃなくて、逆に上

げることこそ今求められているんじゃないですか。

私はそんなふうに感じておるところですけども、

どうでしょうか。 

○経済課長 

 一般事業のほうに関して見直すことが必要なの

かとは思いますけども、経営改善普及事業のほう

に関しましては40％の補助で対応できるというふ

うに、うちのほうでは理解しております。 

○佐藤委員 

 対応できると。そうすると今経済課長のほうは

一般事業のほうで見直しという形ですけど、それ

は引き下げの見直しということを考えておられる

のか、どうなのか。その辺はどうでしょう。 

○経済課長 

 今後、商工会との話し合いの中で商工会も基金

等持っておられます。商工会の資金繰り等を勘案

しながら両者の話し合いの中で検討していく内容

だと思っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 検討ということは、この30％についてその必要

性がお互いの中で認識されれば引き上げると、こ

ういう検討をされるということでよろしいですか。 

○経済課長 

 必要があれば引き上げも検討の中の１つだと思

っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それでもう１つここの関係でお聞きしたいんで

すけども、いろんな形で預託金事業がやられて小

規模企業の商工中金だとか融資についてやられて

いるわけですけども、とりわけリーマンショック

以後、緊急融資がありまして、市議会の中でもこ

の緊急融資に対する信用保証料補助というものも

議論され創設されたかなというふうに思いますけ

れども、とりわけその部分については金融円滑法

が背景になってたというふうに私は理解してます

けども、これが今月中に切れてしまうと。そうす

ると、そうした形でお借り人たちの融資の条件だ

とか、そういうことについてもいろいろと変更等

を含めてその影響があるんじゃないかということ

が懸念されてますけども、そんな点については商

工会などとはお話をされたり、その点での対応な

どは検討されたでしょうか。 

○経済課長 

 金融円滑化法が平成25年３月31日をもって終了

してます。これによって借金の返済に困っている

中小企業や住宅ローンの借り手から返済計画の変

更申し込みができる限り適切に応じるよう金融機

関等に努力義務を課すことがなくなるわけであり

ますので、借り手としては少し苦しくなってくる
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ということは事実でございます。ですけども、県、

国ともこの金融円滑法がなくなることによって借

り手が苦しまないように何とか考えていこうと今

いろんな方策を検討しています。知立市としても、

そういう借金返済に困られることがないように何

とかしていかなきゃいけないということで、商工

会との話し合いの中でも少しずつこの話は当然出

る話ですので、ただ、具体的な対応をどうしたら

いいかということはちょっとまだ出ておりません。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 これについては金融庁が示した債務者の分類と

対策例ということで今言われたような経営改善が

必要な債務者と。この自助努力によって経営改善

が見込まれる債務者というようなものの分類と、

これについては外部の専門家、外部機関との連携

でそうした改善計画を立てるようなことも１つの

分類としてされてます。それから、事業を再生す

るために業種転換が必要な債務者というような分

類もされて、あとは事業の持続可能性が見込まれ

ないというような形でやられてるんです。知立市

のそうした事業者がどんな実態におるかはちょっ

とわかりませんけれども、いずれにしてもこの経

営改善計画というものが前提になるということも

言われておるわけで、金融機関自身がそうした相

談に乗るところもあればコンサルタントと言うか、

そんなところで対応するということもあるみたい

です。コンサルタントに頼みますと100万円以上

再建計画のお金がかかるということも言われてま

して、私も知ってるわけではないわけですけども、

そんな情報もある中で知立市においてもそうした

事業者がどうなっていくのかなという点で、どん

な方策が立てられるのかなという点で、情報収集

と同時に商工会と連携しながらそうした引き続き

事業が継続できるような方策と言いますか、特に

経営改善計画について必要な業者だとか、その辺

はしっかりと相談しながら、見きわめながら取り

組んでいってほしいなというふうに思いますけれ

ども、この点で確かに円滑法が切れるわけですけ

ども、愛知県の信用保証協会、名古屋市は名古屋

市でありますけども、その辺との連携も図りなが

ら地域の金融機関とのそうした連携を図りながら

どうしていくかという方策をやっぱり業者と金融

機関ばかりではなくて知立市自身も把握すること

が必要じゃないかなというふうに思いますけども、

この辺はどうでしょうか。 

○経済課長 

 当然、金融機関等より借りかえ等の条件で経営

改善計画を求められます。そうした場合に改善計

画が確実に実施されなければ不良債権という烙印

が押されてしまいます。ですから、この経営改善

計画にのっとってできるような体制にもっていか

なければならないんですけども、それには先ほど

言いましたようにいろんなことが絡んできます。

うちのほうといたしましても、商工会と共同でそ

ういうことが起きないように。１つが例えば倒産

すれば連鎖で起きますので、そういうことを考慮

した場合には烙印が押されないように何とか対応

していきたいというふうに考えております。信用

保証協会だとか、商工会と連携をとって対応して

いきたいと考えてます。 

 以上です。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 ごめんなさい。もう１つだけ聞かせてください。 

 189ページ、観光施設の用地取得事業という形

で不動産鑑定手数料と測量委託料がそれぞれ計上

されてますけども、これについて御説明を願いた

いなというふうに思います。 

○経済課長 

 観光施設の駐車場用地で不動産鑑定等が載って

いますのは、八橋かきつばた園の文化広場側の面

積にしまして約2,385平方メートルの土地の不動

産鑑定書を載せさせていただいております。土地

の所有者のほうから購入していただけないかとい

う話が前からたびたびあるお話です。ただ、不動

産鑑定しないと金額提携のことがわかりませんも

んですから、不動産鑑定をしてどのぐらいの価値

があるものかということを数字を出してから折り
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合いがつけば用地購入の予算を出させていただく

ように今考えております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうするとこの不動産鑑定しなければ１平方メ

ートル当たりどれぐらいでどうなるのかと、購入

費用がわからないということでありますけど、そ

の点で折り合いがつけばということですけども、

今回はこんな形でついてますけども、これは今年

度のどのぐらいのところでやって、購入費は来年

度以降なのかと、折り合いがつけばという話です

けども、その辺のスケジュールはどうでしょう。 

○経済課長 

 今これはあくまでも予定ですけども、当初予算

が可決されればすぐ不動産鑑定のほうに入りまし

て、金額的なことで折り合いがつけば９月補正予

算を乗せていきたいというようには思っておりま

す。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今現在、この土地についてはかきつばたまつり

の期間中に駐車場という形で利用されてるかなと

いうふうに思います。それで今現在でもこの駐車

場をその期間中お借りしながら、その期間中だけ

なのかちょっと正確なところがあれですけれども、

やってもなかなかかきつばた園の駐車場も何時間

待ちとかいろんなことを言われてて、これが地権

者の方から買ってくれとは言われても、市が買わ

なかった場合はこれはどこか別のものになるとい

うことになると、かきつばたまつりで大変困ると

いう状況だと思うんですけども、この辺の関係を

ちょっと説明してください。 

○経済課長 

 この市駐車場は、私ども経済課としては確保し

ていきたい駐車場でございます。ですから本人と

の金額との折り合いがつかなければ購入もできな

いもんですから、その辺の確認をするために今回

不動産鑑定をやらせていただいて、金額的に折り

合いがつけば何としてでもうちのほうで購入して

いきたいと、そういう予定をしております。 

○佐藤委員 

 それで、購入してほしいということで折り合い

がつけばということですので、折り合いがつかな

ければ購入は断念されると。そうするとこの土地

がどういう形になるのか、引き続きかきつばたま

つりの期間中駐車場としてできるのかどうか、そ

ういう点ではなかなか担保が難しいという、こん

な状況でしょうか。 

○経済課長 

 御本人の意向で例えば病院だとか、介護施設だ

とかそういうものは建つんではないかというよう

なそういうお話も伺っております。ですから、そ

ういう施設をこの土地につくられてしまいますと

駐車場がなくなってしまいます。ですから、うち

のほうとして何とか確保していきたいんですけど

も、正直言いまして八橋かきつばた園の近くで今

この土地から文化広場に実際車が入っております。

ですから、この土地がなくなるのは非常につらい

ということは十分わかっておりますので、その辺

を考慮しながら金額的な折り合いがつくのかつか

ないのか出てみないとわからないもんですから、

その辺は今後の話になりますので、ちょっとここ

ではどうなるかわからないということしか言えま

せん。 

○佐藤委員 

 不動産鑑定士が入らないと基本的にどれぐらい

の単価になるかわからんということですけども、

今自身は鑑定がなくても概算でおおよそこれぐら

いだろうという見込みなんかについてはどうなん

ですか。 

○経済課長 

 正直言いまして、白地の、それから今土地自体

が駐車場の形態になっております。ですから、田

んぼの状態とはちょっと違いますので、価格が確

かに造成した関係もありまして今駐車場になって

おりますので、この単価自体がどのぐらいになる

かというのはちょっと私どもでは計算ができない

今状態です。 

 以上です。 

○佐藤委員 
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 それで、これが購入されたとしますと、実質的

にはかきつばたまつりの一定期間の利用という形

で、かきつばたまつりの駐車場は確保したけれど

も、それ以外の期間はどうするのかというような

こともあろうかというふうに思いますけども、こ

の点では確かに知立市の重大な観光事業の１つ、

最大とは言いませんけれども、そうしたものであ

りますので必要なものだろうと思いますけれども、

その期間以外は寝かせておくと、こういうことで

もいけないんではないかというようなことも考え

ます。この点、建設水道委員会の中の議論では公

園と言いますか、そういう使い方を、正式な公園

にするのが妥当なのかはともかくとして、そうし

た日常的に使えるものにしながら期間中駐車場に

したらどうかという議論もあったみたいですけれ

ども、いずれにしてもそうした形で購入するとい

うことになれば、その期間以外は遊休地にさせて

おくというのはもったいない話だなと思いますけ

ど、その辺の見解だけお聞かせください。 

○清水副市長 

 これ、今お話が出ましたように建設水道委員会

で話が出ました。経緯については先ほど経済課長

が説明したような形で御答弁させていただいてお

りますけども、いずれにしてもこれが幾らぐらい

の価格で購入できるのかわかりませんけども、い

ずれにしても税金をこれだけ単独で投入するとい

うことになりますので、やはり今の現状ですと年

間12カ月分のうちの12分の２ぐらいです、使用期

間として予想されるのが。ですから、あとの10カ

月間をうまく使って価値を見出さなければ、これ

はまた皆さんの御理解を得られないところかなと

いう部分もございますので、前に建設水道委員会

ではテニスコートというようなことの話も出まし

たけども、いずれにしても何らかの知恵を出して

活用するということを前提に考えていく必要があ

るというふうに理解しております。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第32号について、挙手により採決します。 

 議案第32号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第32号 平成

25年度知立市一般会計予算の件は原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議案第33号 平成25年度知立市国民健康保険特

別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 308ページですけれども、国の国庫負担金が国

法が改正されて前も一般質問の中で議論させてい

ただいたわけですけども、34％から32％という形

になりました。どこまでの範囲かということは私

もしっかりと把握してるわけじゃないですけれど

も、それとこの予算では国の調整交付金が増額に

はなってますけれども、そうした関係の中で34％

が32％になり、そして県の調整交付金がたしか

７％から９％になったかというふうに思いますけ

れども、トータルで見るともちろん被保険者の数

だとか給付費の伸びの見通しだとか、そんな関係

で数字は違ってくるかというふうに思いますけど

も、県の調整交付金がこんな形でふえております

けれどもトータルにするとちょっと減ったような

感じ、調整交付金の分だけとの関係で見ると減っ

たのかなと、こんな感じにも見受けられる予算に
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なってますけども、その辺の見解だけ１つはお示

し願いたいなというふうに思います。 

○国保医療課長 

 ちょっと細かいところまで私も十分お答えでき

るか不安なんですけど、先ほど佐藤委員が言われ

ましたように国の負担金につきましては34％から

32％に減額されました。その２％分については県

の調整交付金で補填されてくるということですけ

ども、ただ、今回それがそのまま移動させただけ

ではありませんので、療養給付費等の見込み、そ

ういったものも含めての話になりますので結果と

してこういう形になったということなんですけど。 

 ちょっと不十分かもわかりませんけども。 

○佐藤委員 

 もちろん国保医療課長の言われてるとおり給付

の見通しやそういうことで被保険者のことも含め

て変わってくるのは承知してますけど、ただ単純

に考えると国庫負担金の定率だったものが調整交

付金という形で、例えばそれが県のものだとする

ならば愛知県かで財政的な条件に応じて押しなべ

て調整する仕組みの中でこれが運用されるという

意味合いにおいて、実際に国庫負担金が減って調

整交付金がふえたことで実際にはどうだったのか

なという疑問が私自身は生じたのでお聞きいたし

ました。 

 それともう１点、313ページですけれども、平

成23年度の基金残高が５億5,000万円ぐらいです

か、そんなことだということを前の議会でも確認

いたしましたけれども、今回は一般会計からの繰

り入れ検討という点では予算の説明の中で法定外

繰り上げはないよということも言われたので、一

遍その点だけ確認させていただいておきたいなと

いうふうに思います。 

○国保医療課長 

 基金につきましては、今年度末残高が現在の予

算でいきますと５億3,300万円。平成25年度末で

取り崩しがございますので４億4,680万円という

数字になる見込みでございます。今回その他繰り

入れと言いますか、財政支援の繰り入れがないと

いうことにつきましては、この基金残高が５億円

の基金があるということで財政当局との相談の上、

これがおおむね３億円程度になるまではこちらで

やってほしいという話もありましたので、我々の

ほうとしてはちょっと一般会計からの支援も受け

たいなという思いはあったわけですけども、確か

に平成23年に大きな金額を繰り入れしてもらった

ということがありますので、こういう形で決着し

たということです。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第33号について、挙手により採決します。 

 議案第33号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第33号 平成

25年度知立市国民健康保険特別会計予算の件は原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第36号 平成25年度知立市介護保険特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 422ページの認定調査等費というところで１つ

質問させていただきたいと思います。 

 ここで認定調査等ということで介護認定調査員

報酬２人分。そしてここに臨時職員賃金とありま
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すけども何名の方でしょうか。 

○長寿介護課長 

 認定調査員につきましては臨時職員が６名と、

あと嘱託員が２名。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 臨時職員７名ではありませんか。 

○長寿介護課長 

 失礼しました。７名でございます。 

○高木委員 

 認定調査のほうは大体何カ月待ちとか、すぐに

今は対応できますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 何カ月も待っていただくような事態ではないと

思います。 

○高木委員 

 この認定調査なんですけども、職員と言うか、

正職員という方は入ってみえないんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 現状としましては、この今２名と７名、９名の

認定調査員で回しておりますけども、訪問件数が

多かったりしますと私どもの保健師が随時そこを

補完するような形で対応しております。 

○高木委員 

 保健師１名の方で対応されているということは

思うんですけども、この介護認定が多い時期に先

年度よりも予算のほうは減額になっております。

対応のほうで認定調査の調査結果と言うよりも調

査の実態についての苦情等はありませんでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 認定結果に対する苦情という、どういうお気持

ちかまではちょっとわかりませんけど、苦情とし

て上がっているものはございません。 

○高木委員 

 先日も、私は認定調査のことで連絡させてもら

ったんですけれども、どうみても言語不良という

ことで言語障がいということで医者からの認定も

おりている方に対して、例えばこれは何ですかと

聞かれます。本人は答えられないわけです。その

辺のところをもう少し実態を把握してと言うか、

合った調査にしていただきたいなということで、

この認定調査を受けられる方が臨時職員の方と言

うか、そういう方が主になってやられるようでは

いかがかなと思うんですけれども、正職員の方が

主になってやっていただくというか、そういうこ

とはないんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 認定調査員は全員看護師の資格を持った職員を

採用しております、臨時職員も含めまして。それ

で認定調査の研修を受けましてこちらの事務に当

たっておりますので、一概に正規職員が対応した

からといってよりよくなるものでもないだろうと

いうふうに思います。 

○高木委員 

 マニュアル等がきっとあると思うんですけども、

高齢者にとって介護認定というのはとても重要な

もので、日ごろ何もできない人が認定調査員の前

ではピンシャンとしてしまうという実態もありま

す。本当に皆さんどれぐらいの対応と言うか、優

しい認定員の言葉遣いにとてもおだやかになられ

る方もありますけども、逆に家族がそのことに対

して憤慨することもあると思いますので、その辺

のところはどのように考えてくださいますか。 

○長寿介護課長 

 その辺のところも認定調査員はいろんなケース

を対応する中でわかっておりまして、そういうと

きだけしっかりされるような方もありますので、

きちんとマニュアルがございまして聞いたものを

ソフトに入れ込んでいくわけですけども、そうい

う偏りがないように十分注意するような形はいつ

も指導しているところでございます。 

○高木委員 

 均等な認定ができるように、よろしくお願いい

たします。 

 次に429ページ、筋力向上トレーニング。 

 私は毎回この筋力向上トレーニングを聞くんで

すけれども、この内訳の279万9,000円はどのよう

に使われるんですか。 

○長寿介護課長 
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 こちらのほうは今、知立老健、光慈会に委託し

まして、器具を使った、３クール行っておりまし

て大体１クール７名の方、この方を対象に今年度

の実績でも７名ずつの３回で21名の方に参加して

いただいておりますけども、向こうのほうで医学

療法士など専門のプロの方にお願いしてこの教室

を開催しております。 

○高木委員 

 ３クールということは約４カ月でよろしいんで

しょうか。 

○長寿介護課長 

 はい、そうです。 

○高木委員 

 このことで特定高齢者、今のその上、特定高齢

者宅配給食サービス事業委託料ということがあり

ますけれども、このことについてこれ毎年載って

るんですけども、これはどのように。これも３カ

月、４カ月ですか。この事業も４カ月をめどにし

て採決をされるということですか。 

○長寿介護課長 

 特定高齢者宅配給食サービス事業ですよね。こ

ちらのほうにつきましては、いつもこれを載せさ

せていただくんですけども実態としてはここで数

字が実績としては最終的には上がってこないとい

うことになっておりまして、これは一般任意事業

の中で行っております宅配給食事業と中身は一緒

でございまして、対象者をこちらの特定高齢者の

中に絞り込んだ中でこちらのほうに宅配給食に持

っていくという形で予算はとってあるんですが、

実際そちらに移行する方がみえなくて、現状の宅

配給食を利用されている方の中で既にもちろん利

用されておったりということで、現状でここには

予算をとっておりますけど数字が上がってこない

のが実態です。 

○高木委員 

 今、宅配給食が出ました。431ページの宅配給

食サービス事業委託料ですけども、去年と思いま

すと倍の数字になっております。利用負担金です。

この430ページのほうを見ていただきますと特定

財源のところに1,476万円というのがある。これ

との兼ね合いを教えてください。 

○長寿介護課長 

 平成25年度からにおきまして、これまでと特に

本人の自己負担300円で全く変わっていないわけ

ですけども、今後は市のほうで食券を購入してい

ただくという形をとる関係があるので、歳入で、

この予算書で言いますと419ページになります。

下のほう、宅配給食券代金ということで、こちら

のほうが歳入として上げさせておりますけども、

御本人が窓口にお買いに来られてももちろんいい

ですが、現状で考えているのは事業所が買いに来

られて、宅配事業者が。例えばその買ったものを

そのまま食べられる利用者に売られる。その時点

で業者は買ったお金がそこでチャラになるという

言い方は余りよくないのかもしれませんけども、

というような形にして今までどおり業者からは

600円請求していただくと、このような形になり

ます。 

○高木委員 

 今年度、平成25年度から宅配給食業者が２社に

なるということでこういう形になったのか、それ

とも、もっときちんとしようじゃないかというこ

とで収入が入っているんだと、これは市のほうも

補助しているしというようなことでこういうよう

な形をとられるようになったのか、その辺は。 

○長寿介護課長 

 これまでのことがきちんとしていなかったとい

うことではなくて複数の業者になったということ

で、具体的にいいますと例えば今のＡ事業者が購

入されて、市で。それをお客さんに売られるとい

うところでＡ事業者は例えば10万円そこで市から

買っても利用者に10万円で売られればそこはチャ

ラになってしまいますので、これをＢ事業者がそ

の食券でやられても、これは別にＡ事業者が損す

るということがないということで、このような形

にするのが一番いいかなという、実を言いますと

安城市のやり方をまねさせていただいたと言いま

すか、各市を調査させていただいた中で一番いい

方法かなということで今回こういうような形にな

っております。 
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○高木委員 

 この宅配給食なんですが、今まで10枚つづりと

いうふうになっておりましたけれども、これは10

枚つづりだと3,000円なんです。それちょっと多

いわということで、これヘルパーに入っておりま

すと不思議だなと。オムツを２枚買ってきてくれ

というような方があるんです。結局それだけたく

さんお金がまとまって出るのがすごく不安だとい

う方があるんですけど、これですと今までのよう

に10枚つづりじゃなくてもちょっとずつでも買え

るということは可能なのでしょうか。 

○長寿介護課長 

 その事業者が利用者に販売される段階で、利用

者の希望される枚数を販売されるということにな

ると思います。 

○高木委員 

 要綱のほうがこれでまた変わるのかと思うんで

すけれども、少しこのお金の出し入れのことが変

わってくるのかなと思うんですけれども、私はい

つも思うんですけど、きょう急に病院へ入院され

たということで、きょうでなくても明日の食事は

何か要りませんよということを言うと、いやいや

急にはだめですということをよく言われるんです

けれども、その辺の対応というのはどんなふうに

なるでしょうか。 

○長寿介護課長 

 キャンセルは前日の午後５時までということで、

夕方の５時までです。これまでは全て受けさせて

いただくということで利用者にも御理解をいただ

いておるということでございます。 

○高木委員 

 ２社となることは以前から願って、２社と言う

か、他社と言うか、本当にこれで知立市も300円

の出入りがまた手間なことかとも思いますけれど

も、この300円の中に一体、600円のお弁当なんで

すけれども300円市からの委託料ということで出

すんですけども、この中には安否確認のほかに何

かありますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 宅配給食、目的が安否確認と、またあと食の健

康と申しますか600キロカロリー程度のもの、１

日１食しっかりしたものを食べていただくという

ような目的がございますので、きちんとカロリー

計算されたもの、塩分などの計算されたもの、こ

ういうようなものをきちんとつくっていただくと、

そういうことでございます。 

○高木委員 

 高齢者、声かけがとても喜ばしいということを

いつも言われます。いないからということでそこ

に置いていかれるときも多いんですけれども、こ

れで２社ということになりますので極力これから

は声かけをしていただくように願いますので、そ

の辺のところを。 

○長寿介護課長 

 もちろんそこは大事な部分だと思いますので、

業者にはこれはしっかりお願いして、間違いのな

いようにやっていただくようにお願いしたいと思

います。 

○高木委員 

 最後に私、もう１つちょっと上になるんですけ

ども、地域包括支援センターというのが今の上に

あります。ここに2,441万7,000円あります。地域

包括センター、これだけの費用をかけて、委託を

かけて充実していただきたいという願いが込めら

れていると思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 そうですね。地域包括支援センターにつきまし

ては、職員のほうも保健師、社会福祉士、それか

ら主任ケアマネ、この３人は絶対置かなければい

けないということになっております。このほかに

も普通のケアマネジャー３名みえまして、６名分

の人件費をこの包括支援センターのここの委託料

の中に全部含めたものでございますので、この体

制の中でしっかりやっていただくということでご

ざいます。 

○高木委員 

 この体制の中で地域包括支援センターを活用し

て、きょうも言わせてもらいましたけど、さらに

サロンの充実を図るためにも国は地域包括支援セ
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ンターを充実させてほしいということをこれは法

律のほうでなっております。御存じだと思うんで

すけども。これを含めてもう一度サロンの話を、

要綱見直しをよろしくお願いいたします。 

○長寿介護課長 

 先ほどから御意見いただいております。先ほど

包括支援センターのほうには話していないという

ようなこともちょっと私が言いましたけども、包

括支援センターのセンター長のほうには話はさせ

ていただいて、その上で市民ボランティア活動セ

ンターのほうにお話をさせていただいたという経

緯でございまして、どこまでこの包括支援センタ

ーの一番の職員の部分まで浸透しているかという

とちょっと疑問なんですけども、この辺のところ

も今後どういう形が一番望ましいのか。私ども、

高齢者サロンというますます月１回とはいえ、こ

の月１回がひきこもり防止になって、またそれが

どのような形で広がっていくか。そこでお友達が

できてまた外出する機会もふえたりだとか、いろ

んな効果があると思っておりますので、より充実

したものになるように努めてまいりたいと思いま

す。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田福子委員 

 済みません。言葉の使い方だけちょっと教えて

ください。 

 425ページ、上から３段目001居宅介護事業、こ

れで特例というのが上から３行目、それから一番

下、それから次の項目の３行目、次の３行目、め

くりまして、また３行目、３行目で出てくるんで

すが、この特例という意味を教えてください。そ

れだけでいいです。 

○長寿介護課長 

 各項目において特例云々サービス費ということ

がございますけど、一応これは介護保険法の中で

要介護認定の効力が生じるのは新整備以降でござ

いますけども、その日より前、緊急、その他、や

むを得ない理由で、そういう特別な事情でサービ

スを受ける場合、この場合に必要と認められれば

これを出していくという規定がございまして、そ

の上で予算上はこれを出させていただいておりま

すけども、現実としましてはこの決まりの中でこ

のサービスを利用された方はございません。あく

まで要介護認定の効力が生じる前に緊急的にサー

ビスを使ったやむを得ない人のためのそれを救う

ような制度でございます。 

○環境課長 

 先ほど佐藤委員の御質問で資料の数字がわかり

ましたのでお願いします。 

 平成23年度のごみの排出量、これにつきまして

は平成28年の目標が3.8％以上減量だったんです

が、もう既に12.3％減量しております。リサイク

ル率についてははっきりわからないんですが、仮

に30％まで平たく１年ずつ減らそうとすると

20.6％ぐらいなんですが、今平成23年度で16.3％、

これは４％ぐらいちょっと足りないという状況で

ございます。 

 失礼します。 

○明石委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第36号について、挙手により採決します。 

 議案第36号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 
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 挙手多数です。したがって、議案第36号 平成

25年度知立市介護保険特別会計予算の件は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第37号 平成25年度知立市後期高齢者医療

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第37号について、挙手により採決します。 

 議案第37号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○明石委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第37号 平成

25年度知立市後期高齢者医療特別会計予算の件は

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○明石委員長 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、市民福祉委員会を閉会します。お疲れ

さまでした。 

午後９時06分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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